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〈
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説
〉ア

メ
リ
カ
会
社
法
に
お
け
る
会
社
役
員
の
義
務

 

片　

 

山　

 

信　

 

弘

一　

は
じ
め
に

二　

会
社
役
員
の
義
務

三　

会
社
役
員
の
義
務
の
強
制

一　

は
じ
め
に

　

会
社
の
事
業
は
取
締
役
会
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
役
員
は
取
締
役
会
の
権
限
と
支
配
に
服
す
る
。
し
か
し
、
役
員
は
企
業
に
お
い
て
監

督
さ
れ
る
者
で
あ
る
が
、
企
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
存
在
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

会
社
統
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
会
社
の
営
業
お
よ
び
業
務
に
最
終
的
な
責
任
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
取
締
役
会
は
、
重
要
な
経
営
に
関

す
る
事
項
は
自
ら
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
監
督
権
限
を
留
保
し
た
う
え
で
、
上
級
執
行
役
員
に
そ
の
責
務
の
多
く
を
委
譲
し
て
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い
る
。
こ
の
委
譲
の
結
果
、
会
社
統
治
に
お
い
て
株
主
、
取
締
役
そ
し
て
役
員
が
主
要
な
行
為
者
で
あ
る
が
、
役
員
支
配
が
ア
メ
リ
カ
の

支
配
的
な
統
治
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る

（
注
１
）。

こ
の
よ
う
に
役
員
が
会
社
事
業
の
経
営
を
な
す
こ
と
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
か
ら
最
近

の
会
社
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
会
社
統
治
の
役
員
支
配
を
晒
す
も
の
で
あ
っ
た

（
注
２
）。

こ
の
結
果
、
会
社
の
世
界
の
内
外
に
お
い
て
多
く
の
会
社
執

行
役
員
の
行
為
に
対
す
る
幻
想
を
砕
く
こ
と
と
な
っ
た

（
注
３
）。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
熱
心
な
会
社
統
治
改
革
に
関
す
る
議
論
・
検
討
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
政
策
的
・
規
制
的
焦

点
は
取
締
役
会
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
り

（
注
４
）、

不
可
避
的
に
取
締
役
会
に
よ
る
監
視
の
重
要
性
を
再
強
調
す
る
こ
と
と
な
っ
た

（
注
５
）。

し
か
し
、

現
代
会
社
統
治
に
お
け
る
役
員
の
重
要
な
役
割
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
役
員
の
信
認
義
務
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

（
注
６
）。

そ
こ
で
は
役
員
は
代
理
人
あ
る
い
は
取
締
役
の
よ
う
な
受
認
者
な
の
か
、
ま
た
、
役
員
の
負
う
信
認
義
務
の
内
容
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す

る
責
任
の
基
準
に
関
し
て
一
致
し
た
理
解
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
経
営
判
断
の
原
則
の
保
護
が
取
締
役
と
同
様
に
役
員
に
与
え
ら
れ
る
べ

き
か
も
議
論
が
あ
る

（
注
７
）。

裁
判
例
を
見
て
も
、
役
員
の
信
認
義
務
は
取
締
役
の
そ
れ
と
同
一
視
さ
れ
て
お
り

（
注
８
）、

取
締
役
と
異
な
る
役
員
と
し

て
の
役
割
に
対
す
る
義
務
と
責
任
の
正
確
な
性
質
に
ほ
と
ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

（
注
９
）。

し
か
し
、
信
認
義
務
は
制
定
法
の
問
題

と
し
て
取
締
役
と
役
員
の
両
方
に
与
え
ら
れ
た
権
限
の
主
要
な
抑
制
（
衡
平
法
上
の
対
応
）
で
あ
る
ゆ
え
に
、
信
認
義
務
に
焦
点
を
当
て

る
こ
と
は
重
要
で
あ
る）

10

（
注

。

　

と
こ
ろ
で
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
に
お
い
て
は
、
近
年
、
役
員
の
違
法
行
為
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
と
思
わ
れ
る
動
き
が
あ
る
。
デ
ラ
ウ
ェ

ア
州
立
法
府
は
、
二
○
○
三
年
に
デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
三
一
一
四
条
（
ａ
）
項
に
お
い
て
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
外
で
生
じ
た
取
締
役
で
な
い
役
員
の

違
法
な
行
為
の
申
立
て
に
関
す
る
人
的
管
轄
権
を
含
む
旨
の
手
続
的
規
定
の
修
正
を
行
っ
た）

11

（
注

。
ま
た
、
二
○
○
九
年
の
一
月
にG

antler v. 

Stephens

事
件
に
お
い
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
、
役
員
は
取
締
役
の
信
認
義
務
と
同
様
の
注
意
お
よ
び
忠
実
の
義
務
を
負
う
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こ
と
を
明
白
に
示
し
た）

12

（
注

。
し
か
し
、
最
高
裁
判
所
は
、
同
様
の
信
認
義
務
を
負
う
こ
と
は
、
取
締
役
あ
る
い
は
役
員
に
よ
る
信
認
義
務
違

反
の
結
果
が
各
々
必
ず
し
も
同
じ
結
果
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
取
締
役
で
な
い
役
員
は
信
認
義
務
違
反
に
よ
る
金
銭

的
賠
償
に
関
す
る
会
社
ま
た
は
そ
の
株
主
に
対
す
る
個
人
的
責
任
を
排
除
ま
た
は
制
限
す
る
制
定
法
上
の
規
定
が
存
し
な
い
と
す
る）

1注

（
注

。
こ

の
よ
う
に
み
れ
ば
取
締
役
と
役
員
の
そ
れ
ぞ
れ
は
異
な
る
レ
ベ
ル
の
責
任
に
服
す
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
と
い
え
よ
う）

1注

（
注

。

　

そ
こ
で
、
本
稿
に
あ
っ
て
は
、
役
員
の
信
認
義
務
の
内
容
お
よ
び
そ
の
強
制
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

（
１
） 

Johnson &
 R

icca, R
eality C

heck on O
fficer Liability, 67  B

us. Law. 75 , 82  （2011

）. 

そ
れ
が
役
員
へ
の
過
剰
な
信
頼
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。Lin, The C

orporate G
overnance of Iconic Executives, 87  N

ortre D
am

e L. R
ev. 351 , 363  （2011

）;  Paredes, Too M
uch Pay, Too M

uch 

D
eference:  B

ehavioral C
orporate Finance, C

EO
s, and C

orporate G
overnance, 32  Fla. St. U

. L. R
ev. 673 , 673  （2005

）.

（
２
） 

B
rickey, From

 Enron to W
orldC

om
 and B

yond:  Life and C
rim

e A
fter Sarbanes- O

xley, 81  W
ash. U

. L.Q
. 357 , 358  （2003

）. 

役
員
は
貪
欲
に
支

配
さ
れ
た
企
て
と
権
限
の
濫
用
を
行
使
し
、
取
締
役
は
役
員
の
株
価
操
作
を
放
置
し
た
。Veasey, State- Federal Tension in C

orporate G
overnance and 

the Professional R
esponsibilities of A

dvisors, 28  J. C
orp. L. 441 , 441-42  （2003

）.

（
３
） 

Johnson &
 R

icca, supra note 1 , at 93 .

（
４
） 

R
eport of the Task Force of the A

B
A

 Section of B
usiness Law

 C
orporate G

overnance C
om

m
ittee on D

elineation of G
overnance R

oles and 

R
esponsibilities, 65  B

us. Law. 107 , 145  （2009

）.

（
５
） 

た
と
え
ば
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
五
二
条
は
証
券
取
引
所
法
に
新
し
く
一
○
Ｃ
条
を
付
け
加
え
て
お
り
、
そ
こ
で
は
各
公
開
会
社
に
会
社
の
報

酬
の
実
際
と
政
策
を
評
価
す
る
た
め
の
責
任
の
あ
る
報
酬
委
員
会
を
確
立
の
た
め
、
独
立
の
取
締
役
の
み
か
ら
成
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
既
にSEC

規
則

お
よ
びN

Y
SE

上
場
規
則
な
ど
で
独
立
の
取
締
役
か
ら
成
る
報
酬
委
員
会
を
公
開
会
社
に
要
求
し
て
い
る
が
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
こ
の
分
野
に
お

け
る
上
場
要
件
を
修
正
し
、
そ
れ
ら
の
規
定
だ
け
で
は
十
分
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
独
立
を
決
定
す
る
た
め
の
基
準
を
追
加
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。Fairfax, G

overm
ent G

overnance and the N
eed to R

econcile G
overm

ent R
egulation w

ith B
oard Fiduciary D

uties, 95  M
inn.L. R

ev. 1692 , 1701  
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（2011

）.
（
６
） 

Johnson &
 M

illon, R
ecalling W

hy C
orporate O

fficers A
re Fiduciares, 46  W

m
. &

 M
ary L. R

ev. 1597 , 1601  （2005

）.
（
７
） 

Johnson, C
orporate O

fficers and the B
usiness Judgem

ent R
ule, 60  B

us. Law. 439  （2005

）;  H
am

erm
esh &

 Sparks, C
orporate O

fficers and the 

B
usiness Judgem

ent R
ule:  A

 R
eply to Professor Johnson, 60  B

us. Law. 865  （2005

）.

（
８
） 

In re W
alt D

isney C
o. D

erivative. Litig., C
.A

. N
o. 15452 , 2004  D

el. C
h. LEX

IS 132 , at 14  （D
el. C

h. Sept. 10 , 2004

）.

（
９
） 

Sparks &
 H

am
erm

esh, C
om

m
on Law

 D
uties of N

on- D
irector C

orporate O
fficers, 48  B

us. Law. 215 , 215  （1992

）.

（
10
） 

H
olland, D

elaw
are D

irectorsʼ  Fiduciary D
uties:  The Focus on Loyality, 11  U

. Pa. B
us. L. 675 , 678  （2009

）.

（
11
） 

D
el. C

ode A
nn. tit. 10 , 3114  （b

）（Supp.2008

）. 

修
正
前
で
も
取
締
役
兼
任
で
あ
れ
ば
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
人
的
管
轄
権
に
服
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
が
、
多
く
の
上
級
執
行
役
員
お
よ
びSEC

の
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
で
の
執
行
役
員
を
含
ま
し
め
る
た
め
に
、
修
正
を
行
っ
た
。
公
開
会
社
の
取
締
役
会
で
の

独
立
取
締
役
の
要
件
が
高
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
わ
ず
か
の
上
級
執
行
役
員
の
み
が
取
締
役
を
兼
務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
そ
の
理
由
と
す
る
。State 

of D
elaw

re, http:// w
w

w.state.de.us/ corp/2003  am
ends.shtm

l. 

こ
の
よ
う
な
状
況
が
放
置
さ
れ
て
い
た
の
は
役
員
に
対
す
る
訴
え
が
な
か
っ
た
こ
と
に

よ
る
の
で
あ
ろ
う
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。Johnson &

 M
illon, supra note 6 , at 1612 .

（
12
） 

965  A
.2 d 695 , 708-09  （D

el. Supr. 2009
）.

（
13
） 

965  A
.2 d at 709  n.37 .

（
14
） 

Flaum
 &

 Lari, The A
pplicability of the B

usiness Judgm
ent R

ule to C
orpporate O

fficers after G
antler v. Stephens, 41  Sec. R

eg. &
 L. R

ep. 

（B
N

A

） 622  （2009

）.

二　

会
社
役
員
の
義
務

　

一　

一
九
三
九
年
に
デ
ラ
ウ
ェ
ア
最
高
裁
判
所
は
、G

uth v. Loft

事
件
に
お
い
て
、
会
社
役
員
と
取
締
役
は
会
社
と
そ
の
株
主
に
対
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し
て
信
認
関
係
に
あ
る
と
し
て
機
会
の
奪
取
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
が
、
被
告
は
取
締
役
と
役
員
で
あ
っ
た
た
め
に
役
員
の
資
格
に
関
し

て
は
特
に
取
り
組
ん
で
い
な
か
っ
た）

1注

（
注

。
そ
の
後
、Lynch v. V

ikers Energy C
orp. 

事
件
に
お
い
て
も
、
実
際
上
、
全
て
の
裁
判
管
轄
は

会
社
と
そ
の
株
主
に
対
し
て
取
締
役
と
役
員
に
生
じ
る
信
認
関
係
を
認
め
て
い
る
と
し
た）

16

（
注

。 

同
様
に
衡
平
法
裁
判
所
に
お
い
て
も
、

G
antler

判
決
ま
で
は
役
員
の
信
認
義
務
に
つ
い
て
正
確
に
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た）

1注

（
注

。
た
と
え
ば
、Zirn v. V

LI C
orp.

事
件
に
お
い
て
、

衡
平
法
裁
判
所
は
デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
は
役
員
お
よ
び
取
締
役
は
株
主
に
対
し
て
信
認
義
務
を
負
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
の
み
で
特

に
説
明
は
な
い）

1注

（
注

。
な
ぜ
デ
ラ
ウ
ェ
ア
裁
判
所
は
役
員
の
信
認
義
務
に
つ
い
て
も
っ
と
積
極
的
に
取
り
組
ま
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
先
に
示

し
た
よ
う
に
非
取
締
役
役
員
に
関
し
て
人
的
管
轄
権
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
役
員
の
違
法
行
為

は
契
約
上
の
問
題
と
し
て
取
締
役
会
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
原
告
の
弁
護
士
、
取
締
役
会
そ
し
て
判
事
で
さ
え
も
役
員
の

負
う
区
別
さ
れ
る
べ
き
信
認
義
務
を
単
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
取
締
役
は
役
員
に
つ
い
て
信
認
義
務
を
会
社
に
対
し
て
負
う
者

と
見
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

1注

（
注

。
ま
た
、
役
員
の
資
格
で
役
員
の
会
社
に
対
す
る
義
務
に
関
す
る
裁
判
例
が
ほ
と
ん
ど
見

当
た
ら
な
い
が
、
多
く
の
場
合
、
役
員
は
取
締
役
を
兼
任
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
に
あ
っ
て
、
役
員
の

責
務
に
関
し
て
、
取
締
役
の
負
う
そ
れ
と
わ
ず
か
で
も
異
な
る
こ
と
を
示
し
た
裁
判
例
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る）

20

（
注

。

　

と
こ
ろ
で
、
二
○
○
九
年
に
デ
ラ
ウ
ェ
ア
最
高
裁
判
所
は
役
員
の
信
認
義
務
に
関
す
る
疑
問
を
部
分
的
に
解
決
し
た
。G

antler v. 

Stephens

事
件
に
お
い
て
、
Ｆ
社
の
取
締
役
会
は
会
社
の
売
却
を
計
画
し
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
三
社
の
潜
在
的
買
付
者
が
現
れ
た
が
、

そ
の
内
の
ひ
と
つ
は
Ｆ
社
の
取
締
役
会
の
保
持
の
計
画
を
有
し
て
い
な
い
た
め
、
他
の
ひ
と
つ
は
Ｆ
社
が
取
引
に
関
連
す
る
デ
ュ
ー
・
デ

リ
ジ
ェ
ン
ス
の
対
応
に
不
十
分
な
た
め
に
撤
回
さ
れ
た
。
残
る
ひ
と
つ
は
Ｆ
社
の
財
政
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
修
正
提
案
は
受
け
入
れ
ら

れ
る
範
囲
内
に
あ
る
と
の
意
見
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
取
締
役
会
は
そ
の
提
案
を
検
討
・
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
四
対
一
で
拒
絶
し
た
。
そ
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の
後
、
最
高
経
営
責
任
者
で
あ
る
Ｓ
は
取
締
役
会
に
Ｆ
社
の
閉
鎖
会
社
に
向
け
て
三
○
○
株
以
下
の
普
通
株
を
無
議
決
権
優
先
株
と
一
対

一
で
社
外
株
式
を
再
種
類
分
け
の
た
め
の
基
本
定
款
変
更
を
提
案
し
、
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
株
主
の
五
七
パ
ー
セ
ン
ト
強
の
賛
成
を

得
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
上
場
廃
止
を
な
し
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
原
告
株
主
ら
は
、
役
員
と
取
締
役
に
対
し

て
、
会
社
を
売
却
す
る
価
値
あ
る
機
会
を
拒
絶
し
て
、
彼
ら
の
利
益
の
た
め
に
株
式
の
再
種
類
分
け
を
決
定
し
、
株
主
の
承
認
を
得
る
た

め
に
虚
偽
の
委
任
状
説
明
書
を
配
布
し
た
と
し
て
、
信
認
義
務
違
反
を
申
し
立
て
た
。
衡
平
法
裁
判
所
は
そ
れ
を
退
け
た
が
、
最
高
裁
判

所
は
、
原
告
は
経
営
判
断
の
原
則
の
推
定
に
打
ち
勝
つ
た
め
の
十
分
な
事
実
を
申
し
立
て
て
い
る
と
し
て
破
棄
差
し
戻
し
た）

21

（
注

。
最
高
裁
判

所
は
、
役
員
の
信
認
義
務
は
取
締
役
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
、
役
員
は
取
締
役
の
よ
う
に
注
意
と
忠
実
の
義
務
を
負
う
と
す
る
が）

22

（
注

、
役
員

が
信
認
義
務
を
遵
守
し
て
い
た
か
否
か
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
ら
ず）

2注

（
注

、
ま
た
、
原
告
の
主
張
は
、
取
締
役
会
の
行
為
に
関
し

て
経
営
判
断
の
原
則
の
推
定
を
反
駁
す
る
に
十
分
で
あ
っ
た
と
す
る
が）

2注

（
注

、
被
告
た
る
役
員
の
行
為
の
ど
れ
が
経
営
判
断
の
原
則
の
適
用
の

対
象
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

　

模
範
事
業
会
社
法
は
、
役
員
の
行
為
の
基
準
に
関
し
て
取
締
役
の
そ
れ
と
別
に
規
定
す
る
が
、
基
本
的
な
違
い
は
み
ら
れ
な
い）

2注

（
注

。
八
・

四
二
条
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
コ
メ
ン
ト
は
、
役
員
の
資
格
に
お
い
て
行
為
す
る
と
き
、
取
締
役
に
期
待
さ
れ
る
も
の
と
同
様
の
行
為
の
基
準

に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
役
員
は
代
理
の
原
則
と
合
致
し
て
、
服
従
か
つ
忠
実
の
義
務
を
遵
守
し
、
同
様
の
地
位
に
あ
る

人
が
同
様
の
状
況
の
下
で
合
理
的
に
行
使
す
る
で
あ
ろ
う
注
意
を
も
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
す
る）

26

（
注

。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
法

律
協
会
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
原
理
の
四
・
○
一
条
の
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
も
役
員
は
取
締
役
に
関
す
る
の
と
同
じ
注
意
義

務
の
基
準
で
判
断
さ
れ
る
と
す
る）

2注

（
注

。

　

と
こ
ろ
で
、
会
社
法
の
信
認
義
務
は
信
託
お
よ
び
代
理
法
に
伴
う
義
務
か
ら
出
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る）

2注

（
注

。
取
締
役
お
よ
び
役
員
は
厳
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密
に
い
え
ば
会
社
の
受
託
者
で
は
な
い
が
、
判
例
法
は
信
認
義
務
の
範
囲
を
確
定
す
る
に
あ
た
り
信
託
法
と
の
類
似
を
示
し
て
い
る）

2注

（
注

。
信

託
法
は
取
締
役
の
義
務
と
の
関
わ
り
合
い
は
強
い
と
思
わ
れ
る
が
、
取
締
役
は
会
社
と
そ
の
株
主
の
代
理
人
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
代
理
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
会
社
の
株
主
は
取
締
役
を
選
任
し
、
一
度
選
ん
だ
取
締
役
を
解
任
す
る
権
利
を
有
す
る
が
、
現
代

の
会
社
法
で
の
取
締
役
の
扱
い
を
考
え
る
と
、
取
締
役
は
こ
こ
で
定
義
さ
れ
る
会
社
あ
る
い
は
株
主
の
代
理
人
で
は
な
い
と
す
る）

注0

（
注

。
一

方
、
役
員
は
代
理
人
と
考
え
ら
れ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
が）

注1

（
注

、
会
社
統
治
に
お
い
て
、
本
人
／
代
理
人
モ
デ
ル
は
、
役
員
は
会
社
、
取
締
役

そ
し
て
株
主
の
代
理
人
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
多
次
元
的
機
能
に
う
ま
く
調
和
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
複
数

の
政
策
目
的
を
選
択
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
裁
判
所
は
相
反
す
る
理
念
の
区
別
を
ぼ
や
か
す
傾
向
が
あ
る）

注2

（
注

。
こ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
、G

antler

事
件
以
前
に
あ
っ
て
は
、
役
員
の
信
認
義
務
の
性
質
お
よ
び
範
囲
に
い
て
は
判
例
は
本
質
的
に
触
れ
な
い

ま
ま
で
あ
っ
た）

注注

（
注

。
そ
こ
で
、
役
員
は
取
締
役
の
義
務
と
同
じ
あ
る
い
は
厳
格
な
義
務
を
負
う
べ
き
か
、
そ
し
て
経
営
判
断
の
原
則
の
適
用

が
取
締
役
と
同
じ
よ
う
に
役
員
に
適
用
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
合
意
は
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た）

注注

（
注

。G
atler

事
件
以
後
も
役
員
の
信
認
義
務

の
性
質
に
つ
い
て
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
判
決
で
は
、
役
員
と
取
締
役
の
信
認
義
務
は
同
じ
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
事
件
で

の
問
題
は
忠
実
義
務
で
あ
り
、
注
意
義
務
で
は
な
い
。
ま
た
役
員
の
監
視
責
任
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
注
意
義
務
の
射
程

範
囲
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
会
社
統
治
に
お
け
る
役
員
と
取
締
役
の
責
任
と
役
割
の
相
違
を
考
え
る
と
、
信
認
義
務
が
同
じ
と
す
る
理
由

を
説
明
し
て
い
な
い）

注注

（
注

。
取
締
役
会
は
会
社
の
利
益
を
増
進
す
る
た
め
に
独
立
の
経
営
判
断
を
行
使
す
る
。
役
員
は
取
締
役
会
に
対
し
て
独

立
で
は
な
く
、
服
従
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
役
員
は
制
限
さ
れ
た
自
由
の
範
囲
を
有
す
る）

注6

（
注

。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
信
認
義
務
の
内
容

に
相
違
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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二　

そ
こ
で
、
以
下
に
あ
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
一
助
と
し
て
役
員
の
信
認
義
務
に
関
す
る
二
つ
の
代
表
的
立
場

を
取
り
上
げ
、
考
察
す
る
。

　

Sparks &
 H

am
erm

esh

は
役
員
は
取
締
役
と
同
じ
信
認
義
務
を
負
う
と
い
う
。
役
員
は
定
款
ま
た
は
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
資

格
と
義
務
を
授
与
さ
れ
る
。
し
か
し
、
会
社
の
た
め
に
行
為
す
る
権
限
を
有
す
る
代
理
人
は
定
款
あ
る
い
は
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て

直
接
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
加
え
て
、
役
員
は
経
営
上
お
よ
び
業
務
執
行
を
委
託
さ
れ
、
会
社
の
問
題
に
関
し
て
判
断
・
裁
量
を
行
使

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
役
員
と
代
理
人
の
立
場
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う）

注注

（
注

。
ま
た
、
裁
判
例
を
引
用
し
て
役
員

と
取
締
役
の
信
認
義
務
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で）

注注

（
注

、
役
員
の
行
為
と
責
任
を
支
配
す
る
法
的
基
準
も
同
じ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

忠
実
義
務
に
関
し
て
、
役
員
は
取
締
役
の
よ
う
に
会
社
と
そ
の
株
主
に
対
し
て
負
い
、
取
締
役
あ
る
い
は
役
員
の
立
場
の
ゆ
え
に
負
う
の

で
は
な
く
、
こ
の
義
務
は
代
理
法
の
一
般
原
則
の
下
で
負
う
も
の
で
あ
る
。
会
社
の
機
会
の
理
論
は
個
々
の
会
社
の
状
況
に
対
し
て
代
理

の
信
認
法
の
原
則
の
適
用
の
結
果
で
あ
る）

注注

（
注

と
の
判
例
を
引
用
す
る）

注0

（
注

。
次
に
、
注
意
義
務
に
つ
い
て
、
会
社
と
そ
の
株
主
に
対
し
て
役
員
は

取
締
役
が
負
う
義
務
と
パ
ラ
レ
ル
に
相
当
の
注
意
を
行
使
す
る
義
務
を
負
う
と
い
う）

注1

（
注

。
判
例
法
は
取
締
役
に
対
す
る
注
意
の
基
準
は
重
大

な
過
失
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば）

注2

（
注

、
そ
の
基
準
は
同
様
に
役
員
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　Johnson &
 M

illon

は
役
員
は
代
理
人
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
受
認
者
と
と
ら
え
る）

注注

（
注

。
そ
こ
か
ら
代
理
法
を
適
用
す
る
た
め
に
、
以
下

の
三
つ
の
利
点
を
指
摘
す
る
。
取
締
役
と
異
な
る
役
員
の
義
務
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
り
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
新
し
い
責
任
と
役
員
に
対

す
る
監
視
の
強
調
と
調
和
す
る）

注注

（
注

。
取
締
役
が
役
員
に
権
限
を
委
譲
す
る
が
、
会
社
と
そ
の
株
主
の
た
め
に
役
員

－

代
理
人
の
経
営
上
の
業

務
執
行
を
監
視
す
る
重
要
な
統
治
責
任
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

注注

（
注

。
ま
た
、
社
外
取
締
役
と
役
員
の
信
認
義
務
を
区
別
す
る
政
策
的

主
張
を
強
化
す
る）

注6

（
注

。
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Sparks &
 H

am
erm

esh

は
会
社
の
他
の
従
業
員
と
役
員
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
析
を
始
め
る
が
、Johnson &

 M
illon

は
取
締

役
と
の
対
比
に
よ
っ
て
差
異
を
強
調
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
会
社
統
治
に
関
す
る
現
代
の
議
論
は
取
締
役
と
役
員
と
い
う
会
社
統
治
に
お
け

る
二
つ
の
重
要
な
関
係
者
の
間
の
基
本
的
区
別
を
忘
れ
て
い
る
。
取
締
役
は
役
員
と
異
な
り
、
株
主
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
解
任
さ
れ
う

る
が
、
役
員
は
取
締
役
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
、
解
任
さ
れ
う
る
。
取
締
役
は
株
主
あ
る
い
は
会
社
の
代
理
人
で
は
な
い
が
、
役
員
は
会
社

の
代
理
人
で
あ
る
。
取
締
役
は
株
主
あ
る
い
は
会
社
の
代
理
人
で
は
な
い
が
、
会
社
の
た
め
の
受
認
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
役
員
は
代
理

人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
受
認
者
で
あ
る
。
役
員
は
代
理
人
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
会
社
（
本
人
）
の
た
め
に
行
為
す
る
取
締
役
の
管
理
に
服
す

る
受
認
者
で
あ
り
、
会
社
制
定
法
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
統
治
の
基
本
的
構
造
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う）

注注

（
注

。
忠
実
義
務
に
関
し
て
、

役
員
は
会
社
（
本
人
）
の
利
益
の
た
め
に
の
み
行
為
す
る
こ
と
を
代
理
人
は
要
求
さ
れ
る
忠
実
義
務
を
負
う
。
役
員
は
積
極
的
な
奉
仕
の

視
点
か
ら
単
に
会
社
を
害
す
る
こ
と
を
法
的
に
抑
止
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
会
社
の
繁
栄
を
増
進
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
た
だ

し
、
会
社
支
配
の
変
更
に
伴
っ
て
株
主
の
富
を
最
大
化
す
る
義
務
は
な
い
と
い
う）

注注

（
注

。
ま
た
注
意
義
務
に
関
し
て
は
、
役
員
は
通
常
の
注
意

義
務
を
負
い
、
代
理
人
の
注
意
の
基
準
は
単
な
る
過
失
で
あ
り
、
取
締
役
よ
り
厳
し
い
基
準
を
負
わ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る）

注注

（
注

。
上
級
執
行
役

員
と
取
締
役
会
の
間
の
過
度
の
癒
着
し
た
関
係
は
、
取
締
役
が
会
社
に
対
し
て
信
認
義
務
を
負
う
者
と
し
て
役
員
を
み
て
い
な
い
会
社
文

化
の
結
果
で
あ
る
。
取
締
役
は
上
級
執
行
役
員
を
支
え
る
責
任
が
あ
る
と
み
て
お
り
、
代
理
人
よ
り
も
ボ
ス
と
し
て
み
て
い
る
。
制
定
法

は
明
ら
か
に
役
員
で
は
な
く
取
締
役
が
会
社
統
治
に
お
け
る
中
心
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
企
図
す
る
統
治
構
造
を
規
定
し
て
い
る
が
、

実
際
は
、
取
締
役
が
な
す
よ
り
も
会
社
業
務
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
役
員
は
与
え
る）

注0

（
注

。
そ
こ
か
ら
、
も
っ
と
厳
格
な
代
理
人
の
信
認
義

務
に
よ
っ
て
、
取
締
役
の
職
務
遂
行
よ
り
も
厳
密
に
吟
味
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
取
締
役
会
の
中
心
的
機
能
の
再
活
性
化
に
つ
な
が
る
と

い
う）

注1

（
注

。
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ま
た
、Shaner

は
基
本
的
にJohnson &

 M
illon

の
立
場
を
支
持
す
る
が
、
役
員
が
会
社
の
営
業
・
事
業
を
管
理
す
る
中
心
に
あ
り
、

会
社
に
お
け
る
権
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
復
活
さ
せ
る
た
め
に
服
従
（obedience

）
の
義
務
の
潜
在
的
重
要
性
に
焦
点
を
あ
て
る）

注2

（
注

。
そ
こ
で

は
、
以
下
の
よ
う
に
説
く
。
本
人
に
対
す
る
代
理
人
の
義
務
は
、
忠
実
、
服
従
、
注
意
そ
し
て
情
報
を
与
え
る
義
務
を
負
う）

注注

（
注

。
し
か
し
、

服
従
の
義
務
は
会
社
法
に
類
似
の
義
務
は
な
く
、
代
理
人
は
本
人
の
合
理
的
な
指
揮
に
従
う
こ
と
を
指
し
、「
本
人
お
よ
び
本
人
の
た
め

に
代
理
人
の
行
為
に
関
与
す
る
こ
と
を
本
人
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
者
か
ら
受
け
た
全
て
の
合
法
的
指
示
に
従
う
べ
き
義
務
」）

注注

（
注

と
し
て
服

従
の
義
務
を
規
定
す
る）

注注

（
注

。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
に
お
け
る
信
認
義
務
法
は
服
従
の
類
似
の
各
別
の
義
務
を
規
定
し
て
い
な
い
が
、
取
締
役
は

代
理
人
で
な
い
こ
と
か
ら
、
信
認
義
務
は
代
理
の
原
則
か
ら
各
別
に
離
れ
て
存
在
す
る
。
裁
判
所
は
取
締
役
は
た
と
い
株
主
の
多
数
で

あ
っ
て
も
企
業
の
運
営
の
権
限
の
行
使
に
あ
た
り
、
そ
の
望
み
に
従
う
べ
き
義
務
は
な
い
と
す
る）

注6

（
注

。
ま
た
、
取
締
役
は
取
締
役
と
し
て

サ
ー
ビ
ス
の
通
常
の
過
程
に
お
い
て
会
社
の
代
理
人
と
し
て
行
為
し
な
い
。
最
高
裁
判
所
は
、
代
理
人
は
本
人
の
支
配
の
下
で
行
為
す

る
。
取
締
役
会
は
会
社
の
事
業
お
よ
び
業
務
の
経
営
を
行
い
、
経
営
を
指
揮
す
る
最
終
的
責
任
を
課
せ
ら
れ
る
と
い
い）

注注

（
注

、
ま
た
、
取
締
役

は
株
主
と
本
人

－

代
理
人
の
関
係
に
お
け
る
代
理
人
で
は
な
い
。
株
主
は
取
締
役
会
の
行
為
を
指
揮
で
き
ず
、
取
締
役
は
会
社
の
最
善
の

利
益
に
基
づ
い
て
自
己
の
判
断
を
な
す
義
務
を
負
う
。
そ
し
て
、
そ
の
判
断
に
十
分
な
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る）

注注

（
注

。

こ
の
よ
う
に
取
締
役
に
は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
指
示
を
出
す
本
人
は
存
在
せ
ず
、
服
従
に
類
似
の
信
認
義
務
の
必
要
は
な
い
と

い
う）

注注

（
注

。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
か
らG

antler

判
決
を
み
る
な
ら
ば
、
役
員
が
取
締
役
と
同
じ
受
託
者
の
基
準
で
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
役
員

は
服
従
の
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
役
員
は
代
理
人
で
あ
れ
ば）

60

（
注

、
役
員
に
服
従
の
代
理
法
の
義
務
の
適
用
は
取
締
役
会

の
指
示
・
指
揮
に
服
す
る
信
認
義
務
を
負
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
役
員
の
信
認
義
務
の
一
部
と
し
て
服
従
の
各
別
の
義
務
を
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認
め
る
こ
と
は
注
意
と
忠
実
の
既
に
確
立
さ
れ
た
義
務
と
重
な
り
合
う
基
礎
と
衝
突
し
、
同
質
の
内
容
を
有
し
、
不
必
要
と
の
批
判
が
想

像
さ
れ
る
。Shaner

は
、
服
従
の
義
務
は
注
意
と
忠
実
の
義
務
の
支
配
と
衝
突
す
る
が）

61

（
注

、
服
従
の
義
務
の
根
底
に
あ
る
目
的
は
注
意
と
忠

実
の
義
務
の
目
的
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る）

62

（
注

。

　

Shaner

は
、
裁
判
所
が
服
従
の
役
員
の
信
認
義
務
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
役
員
が
業
務
執
行
の
決
定
を
な
す
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
こ
と
を
怖
れ
て
嫌
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
服
従
の
義
務
の
構
成
要
素
は
、
業
務
執
行
に
あ
た
り
個
人
に
ほ
と
ん
ど
裁
量
を
委
せ

ず
、
日
々
の
会
社
運
営
に
お
い
て
役
員
の
柔
軟
性
を
邪
魔
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
服
従
の
義
務
は
役
員
に
全
て
の
裁
量
を
排
除
す

る
も
の
で
は
な
く
、
取
締
役
会
の
役
員
に
対
す
る
指
示
が
状
況
に
よ
っ
て
広
い
か
狭
い
か
に
よ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う）

6注

（
注

。

　

役
員
は
会
社
の
事
業
の
運
営
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
会
社
統
治
に
お
い
て
、
取
締
役
会
は
会
社
の

日
々
の
運
営
の
た
め
に
権
限
を
委
譲
し
た
専
門
的
経
営
者
に
対
し
て
不
当
に
受
け
身
で
あ
り
、
敬
意
を
払
い
す
ぎ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
て

い
る）

6注

（
注

。
ま
た
、
過
去
数
十
年
に
亘
り
、
あ
ま
り
に
多
く
の
会
社
で
最
高
執
行
役
員
の
地
位
は
着
実
に
権
力
と
影
響
力
が
増
し
て
い
る
。
い

く
つ
か
の
ケ
ー
ス
でC

EO

は
経
営
者
よ
り
も
も
っ
と
支
配
者
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

6注

（
注

。
こ
れ
は
制
定
法
と
判
例
法
に
よ
っ

て
企
図
さ
れ
た
取
締
役
と
役
員
の
間
の
権
限
の
バ
ラ
ン
ス
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
役
員
を
含
ん
で
会
社
の
意
思
決
定
者
に

信
認
義
務
を
課
す
こ
と
は
よ
り
良
い
会
社
統
治
を
達
成
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る）

66

（
注

。Shaner

は
、
服
従
の
義
務

は
役
員
に
会
社
と
そ
の
株
主
に
も
っ
と
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
良
い
会
社
統
治
を
促
進
さ
せ
る
。
役
員
が
会
社
に
対
し
て

負
う
注
意
と
忠
実
の
義
務
を
展
開
す
る
す
る
た
め
に
有
効
な
作
用
を
有
す
る
と
い
う）

6注

（
注

。

（
15
） 

5  A
.2 d 503 , 510  （D

el. Supr. 1939

）.
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（
16
） 

429  A
.2 d 497 , 502-03  （D

el. Supr. 1981

）.
（
17
） 

Shaner, R
estoring the B

lance of Pow
er in C

orporate M
anagem

ent:  Enforcing an O
fficerʼ s D

uty of O
bedience, 66  B

us. Law. 27 , 31  （2010

）. 

本

項
目
に
つ
い
て
は
こ
の
論
文
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
18
） 

C
.A

. N
o. 9488 , 1989  D

el. C
h. LEX

IS 83 , at 11  （D
el. C

h. July 17 , 1989

）. 
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し
、
破
産
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で
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あ
る
が
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の
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（C

arem
ark

判
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）
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に
役
員
も
負
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と
す
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も
の
が
あ
る
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iller v. M
acD

onald, 385  B
.R

. 576 , 592  （B
ankr. D

. D
el. 2008
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（
19
） 

Johnson &
 M
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（
20
） 

D
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orporation Law
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urrent State of O

fficersʼ  Fiduciary D
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orp. L. 563 , 575  （2010

）.
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M
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§
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R
ock &

 W
achter, D
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M
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ev. 697 , 722  （2007

）. In re W
alt D

isney 

C
o. D

erivative Litig., 907  A
.2 d 693 , 751  （D

el. C
h. 2005

）.

（
30
） 

R
estatem

ent （third

） of A
gency §

 1 .01  cm
t. f （2

） （2006

）.

（
31
） 
Johnson &

 M
illon, supra note 6 , at 1636 .

（
32
） 

A
llen, Jacobs &

 Strine, The G
reat Takeover D

ebate:  A
 M

editation on B
ridging the C

onceptual D
ivide, 69  U

. C
hi. R

ev. 1067 , 1070  （2002

）.

（
33
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Sparks &
 H

am
erm

esh, supra note 9 , at 215;  Johnson &
 R
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ot
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uties, 42  W

ake Forest L. 
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（
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Johnson &
 R

icca, supra note 33 , at 669 .
（
35
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uties? , 64  B
us. Law. 1105 , 1108  （2009

）.

（
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 C
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orporate, 26  N

D
 J. L. Ethics &

 Pub Polʼ y 45 , 62  （2012

）.

（
37
） 

Sparks &
 H

am
erm

esh, supra note 9 , at 215-216 .

（
38
） 

ibid. at 217 .

（
39
） 

425  A
.2 d 957 , 964  （D

el. Supr. 1980

）.

（
40
） 

Sparks &
 H

am
erm

esh, supra note 9 , at 220-222 .

（
41
） 

ibid. at 225 .

（
42
） 

H
am

erm
esh &

 Sparks, supra note 7 , at 868 .

（
43
） 

Johnson &
 M

illon, supra note 6 , at 1600-01 .

（
44
） 

ibid., at 1602-03 .

（
45
） 

ibid., at 1602 .

（
46
） 

ibid., at 1604 .

（
47
） 

ibid., at 1605-07 .

（
48
） 

ibid., at 1629-30 .

（
49
） 

ibid., at 1639 .

（
50
） 

ibid., at 1613-14 .

（
51
） 
ibid., at 1604 .

（
52
） 

 Shoner, supra note 17 , at 44 .

（
53
） 

R
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ent （third

） of A
gency §

§
 8 .08 , 8 .09 .
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（
54
） 

ibid., §
 8 .09  （2

）.
（
55
） 

Shoner, supra note 17 , at 45 .
（
56
） 

Param
ount C

om
m

unications Inc. v. Tim
e. Inc., N

os. 10866 , 10670 , 10935 , 1989  D
el. C

h. LEX
IS 77 , at 89  （D

el. C
h. July 14 , 1989

）.

（
57
） 

A
rnold v. Society for Sav. B

ancorp, Inc., 678  A
.2 d 533 , 539-40  （D

el. Supr. 1996

）.

（
58
） 

A
B

A
, supra note 4 , at 115-16 . 

衡
平
法
裁
判
所
は
取
締
役
会
の
権
限
は
本
人
に
関
す
る
代
理
人
の
そ
れ
で
あ
り
、
デ
ラ
ウ
エ
ア
法
の
下
で
究
極
的
所

有
者
で
あ
る
株
主
か
ら
生
じ
る
と
し
た
が
（U

nisuper, Ltd. v. N
ew

s C
orp., C

.A
. N

o.1699- N
 at 17  （D

el. C
h. D

ec. 20 . 2005

））、
中
間
判
決
に
お
い
て
、

信
認
義
務
の
性
質
と
目
的
は
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
株
主
に
対
し
て
用
い
る
取
締
役
に
と
っ
て
の
剣
で
は
な
く
、
株
主
の
た
め
の
楯
と
し
て
奉
仕
す
る
も
の

で
、
代
理
原
則
は
信
認
義
務
の
性
質
の
隙
間
を
埋
め
る
た
め
類
似
に
よ
っ
て
例
証
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
そ
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。

U
nisuper, Ltd. v. N

ew
s C

orp. C
.A

. N
o. 1699- N

 at 7  （D
el. C

h. Jan. 19 , 2006

）.

（
59
） 

Shoner, supra note 17 , at 47 . W
einstein Enters., Inc. v. O

rloff, 870  A
.2 d 499 , 509  （D

el. Supr. 2005

）
に
お
い
て
、
取
締
役
に
服
従
の
義
務
を
課

す
こ
と
は
会
社
法
が
取
締
役
に
究
極
的
な
経
営
権
限
お
よ
び
責
任
を
取
締
役
に
割
り
当
て
て
い
る
基
本
的
態
度
と
衝
突
す
る
と
す
る
。

（
60
） 

In re W
alt D

isney C
o. D

erivative Litig., C
.A

. N
o. 15452 , 2004  D

el. C
h. LEX

IS 132 , at 18  n.39  （D
el. C

h. Sept. 10 , 2004

）.

（
61
） 

服
従
の
義
務
は
、
注
意
と
忠
実
の
義
務
よ
り
も
よ
り
深
く
、
広
く
、
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
義
務
の
支
配
に
侵
入
す
る
義
務
で
あ
る
。

A
tkinson, O

bedience as the Foundation of Fiduciary D
uty, 34  J. C

orp. L. 43 , 48-50  （2008

）.

（
62
） 

Shoner, supra note 17 , at 48 .

（
63
） 

ibid., at 49-50 .

（
64
） 

A
B

A
, supra note 4 , at 128 .

（
65
） 

D
onaldson, U

.S. Securities and Exchang C
om

m
ision, Speech by SEC

 C
hairm

an:  R
em

arks at the 2003  W
ashington Econom

ic Policy 

C
onference （M

ar. 24 , 2003

）.

（
66
） 
Johonson &

 R
icca, supra note 1 , at 665 .

（
67
） 

Shaner, supra note 17 , at 55 .
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三　

会
社
役
員
の
義
務
の
強
制

　

一　

信
認
義
務
は
取
締
役
と
の
関
連
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
役
員
に
期
待
さ
れ
る
高
い
行
為
の
基
準
を
設
定
す
る
が
、
責
任
の
評
価

の
基
準
は
と
て
も
低
い
も
の
で
あ
る）

6注

（
注

。
役
員
の
行
為
の
抑
制
に
お
け
る
信
認
義
務
に
つ
い
て
、
役
員
の
信
認
義
務
の
行
為
基
準
、
審
査
基

準
の
確
定
お
よ
び
責
任
の
強
制
の
ス
キ
ー
ム
が
働
け
ば
、
信
認
義
務
の
原
則
は
役
員
の
行
為
を
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う）

6注

（
注

。

規
制
の
シ
ス
テ
ム
は
そ
の
根
底
に
あ
る
強
制
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
く
場
合
の
み
有
用
で
あ
る）

注0

（
注

。
し
た
が
っ
て
、
経
営
者
が
自
己
利
益
に
奉

仕
す
る
こ
と
を
動
機
づ
け
る
こ
と
を
抑
止
す
る
チ
ェ
ッ
ク
と
バ
ラ
ン
ス
の
効
果
的
シ
ス
テ
ム
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る）

注1

（
注

。
す
な
わ
ち
効
果

的
強
制
ス
キ
ー
ム
が
な
け
れ
ば
信
認
義
務
は
役
員
に
与
え
ら
れ
た
権
限
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
も
の
と
し
て
十
分
に
役
立
た
な
い）

注2

（
注

。
取
締
役
会

は
役
員
に
信
認
義
務
を
強
制
す
る
役
割
を
果
た
し
う
る
地
位
に
あ
る
。
ま
た
、
株
主
も
そ
の
地
位
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
地
位
に

あ
る
者
が
強
制
を
行
う
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
裁
判
例
を
み
る
か
ぎ
り
、
役
員
の
信
認
義
務
を
取
り
扱
う
判
例
は
少
な
く）

注注

（
注

、

少
な
く
と
も
信
認
義
務
違
反
の
訴
訟
提
起
の
方
法
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る）

注注

（
注

。
理
論
的
に
み
れ
ば
、
代
表
訴
訟

は
取
締
役
・
役
員
の
信
認
義
務
の
強
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
役
立
つ
も
の
で
あ
る）

注注

（
注

。
代
表
訴
訟
は
株
主
が
会
社
の
名
前
で
取
締
役
・
役
員

の
義
務
違
反
を
追
及
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
、
か
れ
ら
の
適
正
な
権
限
行
使
を
期
待
し
得
な
い
場
合
に
、
会
社
の
利
益
を
守
る
た
め

に
訴
訟
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
代
表
訴
訟
に
関
す
る
訴
訟
手
続
が
信
認
義
務
違
反
の
た
め
に
責
任
を
課
す
た
め
の
株
主
の

訴
訟
提
起
に
酷
な
制
限
を
課
し
て
お
り
、
取
締
役
で
な
い
役
員
に
対
し
て
は
一
層
長
期
の
費
用
の
か
か
る
負
担
の
大
き
な
も
の
と
な
っ
て

い
る）

注6

（
注

。
ま
た
、
レ
ッ
ド
フ
ラ
ッ
グ
に
直
面
し
て
行
為
を
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
取
締
役
の
故
意
を
示
す
こ
と
を
要
求
す
る
裁
判
所
の
態
度
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は
、
取
締
役
会
の
監
視
の
義
務
の
懈
怠
を
追
及
す
る
こ
と
を
困
難
と
し
て
お
り）

注注

（
注

、
役
員
の
信
認
義
務
の
強
制
者
と
し
て
の
取
締
役
会
に
大

き
く
依
存
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

分
散
し
た
会
社
の
所
有
者
で
あ
る
株
主
に
事
業
の
経
営
を
監
視
す
る
こ
と
は
実
際
的
で
な
く
、
取
締
役
会
は
事
業
経
営
者
（
役
員
）
と

株
主
の
間
の
中
間
と
し
て
奉
仕
す
る）

注注

（
注

。
会
社
の
日
々
の
業
務
の
運
営
を
取
締
役
会
が
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
役
員
に
そ
の
権
限
を
委

譲
し
、
役
員
は
取
締
役
会
の
指
揮
と
監
視
に
服
す
る）

注注

（
注

。
取
締
役
は
合
併
な
ど
主
な
会
社
の
事
項
の
決
定
の
み
に
干
渉
す
る）

注0

（
注

。
取
締
役
会
の

監
視
機
能
は
財
務
上
の
業
績
、
経
営
上
の
業
績
、
法
的
義
務
の
遵
守
、
会
社
の
政
策
、
適
切
な
リ
ス
ク
マ
ナ
ジ
メ
ン
ト
の
評
価
と
計
画
を

含
ん
で
会
社
の
事
業
と
業
務
を
監
視
す
る）

注1

（
注

。
会
社
役
員
は
会
社
統
治
の
中
心
的
役
割
を
占
め
る）

注2

（
注

。
早
期
に
は
取
締
役
会
の
権
限
は
独
自
の

も
の
で
あ
り
、
委
譲
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
た
が）

注注

（
注

、
現
在
の
世
界
に
お
い
て
は
、
上
級
執
行
役
員
は
取
締
役
の
選
任
お
よ
び
報
酬
の
決
定

を
行
う
事
実
上
の
権
限
を
用
い
、
彼
ら
と
の
個
人
的
結
び
つ
き
の
利
用
に
よ
っ
て
取
締
役
会
を
支
配
し
て
い
る）

注注

（
注

。
専
門
的
経
営
者
は
取
締

役
会
と
株
主
の
両
方
の
関
係
に
お
い
て
大
き
な
権
限
を
与
え
ら
れ
、
こ
の
支
配
は
会
社
を
導
く
た
めC

EO

は
許
容
度
を
必
要
と
す
る
こ

と
が
合
法
的
に
承
認
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る）

注注

（
注

。
ま
た
、
役
員
の
卓
越
し
た
権
力
の
ゆ
え
に
、
取
締
役
は
特
典
と
か
地
位
を

失
う
こ
と
を
怖
れ
、
役
員
を
尊
重
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
、
あ
る
い
は
役
員
が
取
締
役
会
に
与
え
る
情
報
を
選
別
し
、
取
締
役
会
の
議
事

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
取
締
役
会
を
支
配
で
き
る
と
い
う）

注6

（
注

。
こ
の
よ
う
に
会
社
経
営
に
お
け
る
役
割
の
逆
転
は
、
企
業
に
最
も
影

響
を
与
え
る
上
級
執
行
役
員
を
生
じ
、
非
常
に
大
き
な
経
済
的
そ
し
て
社
会
的
影
響
の
あ
る
認
め
ら
れ
た
地
位
を
占
め
、
大
き
な
文
化
的

世
界
に
お
い
て
広
く
注
意
を
集
め
る）

注注

（
注

。
こ
の
よ
う
な
強
い
会
社
役
員
の
存
在
は
、
種
々
の
会
社
統
治
問
題
を
生
じ
る）

注注

（
注

。
そ
こ
で
、
い
か
に

役
員
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
が
問
題
と
な
る）

注注

（
注

。

　

会
社
構
造
に
お
い
て
、
経
営
の
意
思
決
定
の
代
理
モ
デ
ル
は
経
営
者
が
株
主
の
価
値
を
最
大
化
す
る
と
必
然
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
と
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の
仮
定
に
は
何
の
理
由
も
な
い
。
代
理
モ
デ
ル
の
中
心
的
テ
ー
マ
は
、
経
営
者
の
利
益
と
株
主
の
利
益
が
分
岐
し
た
と
き
、
経
営
者
は
も

し
チ
ェ
ッ
ク
が
な
い
な
ら
ば
会
社
と
そ
の
株
主
最
善
の
利
益
よ
り
も
自
己
の
利
益
を
優
先
す
る
こ
と
へ
の
配
慮
で
あ
る）

注0

（
注

。
こ
れ
は
会
社
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
で
よ
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
企
業
に
お
い
て
上
級
執
行
役
員
と
そ
の
チ
ー
ム
に
対
す
る
不

当
に
敬
意
を
払
う
文
化
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
非
効
率
的
取
締
役
会
に
起
因
す
る）

注1

（
注

。
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
役
員
の
任
務
、
取
締
役
会
の
役
割
、

信
認
義
務
の
適
切
な
基
準
、
も
っ
と
一
般
的
に
会
社
統
治
構
造
に
つ
い
て
疑
問
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
い
う）

注2

（
注

。
役
員
の
不
正
行
為
を
防
止

す
る
こ
と
お
よ
び
経
営
者
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
権
限
の
チ
ェ
ッ
ク
お
よ
び
取
締
役
会
と
の
権
限
の
バ
ラ
ン
ス
に
欠
け
る

こ
と
が
現
在
の
統
治
シ
ス
テ
ム
の
欠
点
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
是
正
手
段
の
一
つ
が
役
員
の
信
認
義
務
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

二　

厳
格
な
制
定
法
が
不
効
率
と
な
り
、
広
く
権
能
授
与
法
と
し
て
合
法
的
な
行
為
に
従
事
す
る
こ
と
を
会
社
に
認
め
、
株
主
保
護
な

ど
法
が
定
め
る
要
件
の
み
に
一
般
的
に
服
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
取
締
役
に
行
為
の
大
き
な
ゆ
と
り
を
与
え
、
柔
軟
性
の
あ
る
も
の
に

な
っ
た）

注注

（
注

。
同
時
に
役
員
お
よ
び
取
締
役
の
行
為
の
事
後
的
な
司
法
の
審
理
が
信
認
義
務
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）

注注

（
注

。
こ
れ

は
、
裁
判
所
に
会
社
の
行
為
の
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
分
析
を
認
め
、
変
化
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
界
へ
の
対
応
へ
の
柔
軟
性
を
認
め
た
と
い

え
る）

注注

（
注

。
そ
こ
で
は
強
制
的
信
認
義
務
を
課
す
こ
と
の
主
た
る
正
当
化
は
、
信
託
を
促
進
し
、
利
益
衝
突
を
す
る
取
締
役
の
行
為
を
抑
制

し
、
取
締
役
が
株
主
の
利
益
に
な
る
よ
う
心
に
留
め
て
全
て
の
決
定
を
な
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う）

注6

（
注

。
ま
た
、Strine

は
、
受
認
者
の
抑
制

は
株
主
に
デ
ラ
ウ
ェ
ア
制
定
法
の
権
能
付
与
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
柔
軟
性
か
ら
株
主
に
安
全
に
受
益
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
な
ぜ
な

ら
、
コ
モ
ン
ロ
ー
は
株
主
の
犠
牲
で
自
己
の
利
益
の
た
め
に
そ
の
柔
軟
性
を
濫
用
す
る
よ
う
な
取
締
役
の
能
力
を
制
限
す
る
か
ら
と
い
う）

注注

（
注

。

　

し
か
し
、
会
社
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
、
会
社
の
統
治
シ
ス
テ
ム
が
経
営
者
の
不
忠
実
と
堕
落
か
ら
生
じ
る
こ
と
で
不
十
分
な
チ
ェ
ッ
ク
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と
バ
ラ
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る）

注注

（
注

。
二
○
一
○
年
の
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
、
従
来
の
会
社
統
治
制
度
は
取
締
役
あ
る

い
は
役
員
が
株
主
な
ど
か
ら
の
攻
撃
の
怖
れ
な
く
リ
ス
キ
ー
な
行
為
に
従
事
す
る
こ
と
が
自
由
で
あ
る
と
感
じ
る
環
境
を
生
じ
さ
せ
た
と

の
理
解
か
ら
、
こ
の
環
境
の
変
更
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
取
締
役
会
の
監
視
の
役
割
を
高
め
、
そ
の
役
割
の
実
効
の
懈
怠
責
任
を
負
わ

せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る）

注注

（
注

。
規
制
レ
ジ
ー
ム
の
基
本
的
機
能
は
、
通
常
、
基
準
の
設
定
、
法
令
遵
守
の
監
視
、
不
遵
守
へ
の
強
制
を
記

述
す
る）

（注注

（
注

。
会
社
統
治
の
主
た
る
問
題
は
、
力
あ
る
経
営
者
が
株
主
に
対
し
て
適
切
な
責
任
を
負
う
か
ど
う
か
で
あ
る）

（注（

（
注

。
強
制
と
責
任
は
強

制
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
連
携
し
て
法
の
遵
守
を
刺
激
す
る
あ
る
い
は
義
務
の
履
行
の
懈
怠
を
発
見
し
、
罰
す
る
手
段
を
与
え
る
も
の
で

あ
る）

（注1

（
注

。
信
認
義
務
は
代
理
コ
ス
ト
を
減
じ
会
社
の
効
率
性
を
促
進
す
る
た
め
の
責
任
の
工
夫
の
価
値
が
あ
る
と
い
う）

（注1

（
注

。
し
た
が
っ
て
、
裁

判
所
が
信
認
義
務
遵
守
を
好
ん
で
主
張
す
る
な
ら
ば
経
営
者
の
不
適
切
な
行
為
は
抑
止
で
き
る
と
い
え
よ
う）

（注1

（
注

。

　

役
員
の
信
認
義
務
の
正
確
な
内
容
と
性
質
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
コ
モ
ン
ロ
ー
の
創
造
物
と
し
て
の
役
員
の
信
認
義
務
の
発
展
は
、
こ

れ
ら
の
違
反
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
の
裁
判
所
の
対
応
に
依
存
す
る）

（注1

（
注

。
法
は
強
制
力
を
有
す
る
こ
と
で
強
さ
が
あ
り
、
そ
の
違
反
の
厳

し
さ
が
義
務
で
あ
る
こ
と
の
理
解
に
影
響
す
る
。
法
は
規
範
を
反
映
し
具
体
化
す
る
。
ま
た
、
発
見
が
非
常
に
低
い
可
能
性
で
あ
る
と
き

は
、
発
見
さ
れ
た
不
正
行
為
に
課
せ
ら
れ
る
制
裁
よ
り
も
不
正
行
為
の
発
見
の
可
能
性
が
存
す
る
こ
と
に
も
っ
と
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る）

（注1

（
注

。

社
会
規
範
は
行
為
に
影
響
す
る
が
、
責
任
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
な
け
れ
ば
規
範
は
支
配
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
そ
の
有
用
性
を
弱
め
る
浸
食
を

受
け
や
す
い
。
法
的
制
裁
は
役
員
の
行
為
が
規
範
に
よ
る
制
裁
に
価
す
る
か
ど
う
か
を
測
る
た
め
の
重
要
な
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
役
割
を
有

す
る）

（注1

（
注

。
リ
ス
キ
ー
な
行
為
に
従
事
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
と
の
誤
っ
た
規
範
を
訂
正
す
る
た
め
に
は
、
信
認
義
務
の
遵
守
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
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三　

役
員
の
信
認
義
務
の
内
的
強
制
は
取
締
役
会
と
株
主
が
考
え
ら
れ
る
。
論
理
的
に
取
締
役
会
は
分
散
し
た
株
主
よ
り
も
良
い
監

視
を
な
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る）

（注1

（
注

。
会
社
統
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
会
社
の
営
業
お
よ
び
業
務
に
最
終
的
な
責
任
を
課
せ
ら
れ
て
い
る

取
締
役
会
は
、
重
要
な
会
社
経
営
に
関
す
る
事
項
は
自
ら
が
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
監
督
権
限
を
留
保
し
た
う
え
で
、
日
々
の

業
務
の
多
く
を
上
級
執
行
役
員
に
委
譲
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
法
的
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
取
締
役
は
依
然
何
か
を
す
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
最
善
の
実
際
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
理
念
的
な
取
締
役
の
行
為
と
会
社
の
損
失
の
責
任
か
ら
取
締
役
を

守
る
た
め
に
必
要
な
実
効
の
最
低
レ
ベ
ル
の
間
に
は
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
す
る）

（注1

（
注

。
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
取
締
役
が
義
務
を
履
行

す
る
た
め
に
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
具
体
的
内
容
に
は
明
確
で
な
い
も
の
が
残
っ
て
い
る
が
、
会
社
の
営
業
お
よ
び
業
務
の
究
極
的
責

任
か
ら
は
会
社
の
業
績
、
戦
略
、
政
策
を
取
り
込
む
だ
け
で
な
く
、
役
員
の
経
営
上
の
責
任
も
含
ま
れ
る）

（（注

（
注

。
役
員
が
会
社
の
日
々
の
業
務

を
支
配
し
て
い
る
が
会
社
の
繁
栄
の
直
接
的
責
任
を
上
級
執
行
役
員
に
負
わ
せ
る
よ
り
も
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
は
取
締
役
が
役
員
を
監
視
す

る
責
任
を
負
わ
せ
、
そ
し
て
会
社
の
決
定
を
役
員
が
な
し
た
こ
と
の
最
終
的
責
任
を
負
わ
せ
て
い
る）

（（（

（
注

。
取
締
役
会
が
会
社
の
事
業
を
適
切

に
監
視
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
の
主
張
の
訴
訟
は
、C

arem
ark

事
件）

（（1

（
注

お
よ
びStone

事
件）

（（1

（
注

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
原
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
の
監
視
の
懈
怠
に
よ
る
責
任
を
認
め
る
た
め
に
は
、（
一
）
取
締
役
が
報
告
あ
る
い
は
情
報
の
シ
ス
テ
ム

の
実
効
あ
る
い
は
管
理
を
全
く
怠
っ
た
こ
と
、（
二
）
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
や
管
理
を
実
行
し
た
が
、
取
締
役
は
意
識
的
に
そ
の
運
営

に
つ
い
て
監
視
・
監
督
を
怠
り
、
注
意
す
べ
き
リ
ス
ク
や
問
題
を
知
り
得
な
か
っ
た
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
こ
で
は
取
締
役
が
信
認
義
務

を
履
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
責
任
を
課
す
た
め
の
要
件
で
あ
り
、
意
識
的
無
視
が
求
め
ら
れ
る）

（（1

（
注

。
こ
れ
は
取
締
役
会

が
単
に
事
業
を
監
視
す
べ
き
義
務
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
事
実
上
そ
れ
を
適
切
に
行
う
こ
と
を
怠
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
問
題
で

は
な
く
、
取
締
役
会
が
事
業
を
適
切
に
監
視
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
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る
。
し
た
が
っ
て
、
信
認
義
務
の
実
行
の
不
十
分
あ
る
い
は
欠
点
あ
る
努
力
と
義
務
の
意
識
的
無
視
の
間
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る）

（（1

（
注

。
明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
違
法
行
為
は
稀
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
違
法
行
為
の
証
明
は
極
め
て
困
難
で
あ
る）

（（1

（
注

。
取
締
役
の
監

視
義
務
違
反
の
訴
え
に
お
い
て
、
申
し
立
て
ら
れ
た
違
法
行
為
は
取
締
役
会
に
よ
る
意
思
決
定
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
作
為
で
あ
る
。
行

為
す
べ
き
取
締
役
会
の
思
慮
の
な
い
失
敗
で
あ
る
ゆ
え
に
、
手
続
的
相
当
の
注
意
を
問
題
と
す
る
経
営
判
断
の
原
則
の
基
準
は
必
然
的
に

不
適
用
で
あ
り
、
全
く
異
な
る
基
準
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

（（1

（
注

。
も
し
、
裁
判
所
が
故
意
を
含
む
基
準
以
外
で
監
視
の
訴
え
を
審
理
す

べ
き
こ
と
に
な
れ
ば
、
必
然
的
に
取
締
役
会
の
経
営
上
の
判
断
の
い
く
つ
か
を
審
理
す
べ
き
対
象
に
含
む
こ
と
に
な
ろ
う）

（（1

（
注

。
ま
た
、
ド
ッ

ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
動
き
を
み
て
も
、
取
締
役
会
の
メ
ン
バ
ー
に
今
ま
で
よ
り
も
多
く
の
責
任
を
課
し
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
が
非
常
勤

の
地
位
に
あ
る
と
い
う
事
実
に
何
ら
考
慮
を
払
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
義
務
の
履
行
に
必
要
な
専
門
的
知
識
に
は
特
に
触
れ
て
い
な
い
。

取
締
役
の
独
立
に
焦
点
を
当
て
る
改
革
は
取
締
役
の
専
門
的
知
識
を
高
め
る
こ
と
と
相
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
改
革
は
独
立
に
伴
う

潜
在
的
な
欠
点
の
十
分
な
理
解
な
く
取
締
役
会
の
独
立
の
仮
定
を
一
層
推
し
進
め
る）

（（1

（
注

。
そ
れ
ゆ
え
、
取
締
役
会
が
役
員
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

な
ど
に
過
度
に
依
存
す
る
可
能
性
を
増
加
さ
せ
て
い
る）

（1注

（
注

。
取
締
役
の
監
視
義
務
の
責
任
と
役
員
の
信
認
義
務
の
遵
守
は
密
接
に
つ
な
が

る
。
社
外
（
独
立
）
取
締
役
は
比
較
的
受
け
身
で
、
経
営
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
推
奨
に
本
質
的
に
沿
っ
た
時
で
さ
え
、
相
当
の
注
意
も
っ
て

行
為
す
る
責
任
を
満
足
さ
せ
な
い
た
め
に
州
会
社
法
の
下
で
法
的
責
任
負
う
可
能
性
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
る
。
ま
た
、
取
締
役
が

C
EO

に
対
抗
し
て
も
ほ
と
ん
ど
う
ま
く
い
か
ず
、
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
に
は
リ
ス
ク
が
あ
る）

（1（

（
注

。

　

そ
こ
で
、
監
視
義
務
は
好
ま
し
い
役
割
を
遂
行
す
る
た
め
取
締
役
会
に
適
切
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
べ
き
と
の
意
見
が
あ
る）

（11

（
注

。

法
は
行
為
者
を
動
機
づ
け
る
た
め
に
報
償
を
与
え
る
よ
り
も
制
裁
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
れ
は
報
償
よ
り
も
制
裁
の
方
が
コ
ス
ト
が
か
か

ら
ず
、
最
小
の
行
為
規
範
を
強
制
す
る
法
の
本
来
的
性
格
お
よ
び
法
の
遵
守
は
義
務
で
あ
る
と
の
一
般
的
法
感
情
に
根
ざ
す
も
の
で
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あ
る）

（11

（
注

。
し
か
し
、
取
締
役
に
責
任
を
果
た
さ
せ
る
た
め
に
穏
や
か
な
レ
ジ
ー
ム
を
厳
し
い
レ
ジ
ー
ム
に
高
め
る
だ
け
で
は
問
題
は
解
決
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
自
由
意
志
に
基
づ
く
法
の
遵
守
の
程
度
を
高
め
る
た
め
に
は
、
法
的
レ
ジ
ー
ム
は
逸
脱
の
抑
止
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な

行
為
に
適
切
な
制
裁
と
道
徳
的
信
用
を
有
す
る
と
認
知
さ
れ
る
社
会
的
価
値
を
反
映
す
る
実
体
的
基
準
を
結
び
つ
け
る
必
要
が
あ
る
と
の

指
摘
が
あ
る）

（11

（
注

。
多
く
の
会
社
は
適
正
な
職
務
執
行
の
た
め
の
倫
理
規
程
を
採
用
し
て
い
る
が
、
具
体
的
あ
る
い
は
詳
細
な
規
程
を
有
す
る

も
の
で
は
な
い）

（11

（
注

。

　　

四　

株
主
代
表
訴
訟
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
責
任
ル
ー
ル
は
少
な
く
と
も
義
務
の
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
経
営
者
の
行
為
に
対
し
て

理
論
的
に
健
全
で
あ
り
、
大
き
く
影
響
を
与
え
る）

（11

（
注

。
信
認
義
務
訴
訟
は
経
営
者
を
監
視
す
る
こ
と
に
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

で
あ
る）

（11

（
注

。
会
社
訴
訟
の
提
起
は
取
締
役
会
の
権
限
に
属
す
る
も
の
で
、
株
主
に
代
表
訴
訟
の
提
起
を
自
由
に
認
め
る
な
ら
ば
会
社
の
利
益

が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
役
員
の
責
任
の
追
及
を
望
む
株
主
は
代
表
訴
訟
を
提
起
す
る
前
に
取
締
役
会
に
提
訴
請
求
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
株
主
の
請
求
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
は
取
締
役
会
の
経
営
判
断
に
委
ね
ら
れ
る）

（11

（
注

。
結
果
と
し
て
、
会
社
経
営
の
役

割
が
逆
転
し
て
い
る
ゆ
え
に
役
員
を
尊
重
す
る
取
締
役
会
は
株
主
の
訴
え
の
請
求
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
い）

（11

（
注

。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法

裁
判
所
規
則
二
三
・
一
条
は
、
株
主
に
よ
る
取
締
役
会
へ
の
提
訴
請
求
が
不
当
に
拒
絶
さ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
代
表
訴
訟
に
つ
い
て
取

締
役
ら
の
適
正
な
権
限
の
行
使
が
期
待
し
得
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
に
は
事
前
請
求
が
免
除
さ
れ
、
代
表
訴
訟
を
提
起
で
き
る
と
す

る
。
そ
こ
で
は
、
取
締
役
会
の
多
数
が
利
害
関
係
を
有
さ
ず
独
立
で
あ
る
こ
と
、
決
定
が
有
効
な
経
営
判
断
の
行
使
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
合
理
的
な
疑
い
を
生
じ
る
特
別
な
事
実
の
存
す
る
こ
と
を
申
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（1注

（
注

。
事
前
請
求
が
な
さ
れ
ず
に
代
表
訴
訟
が
提

起
さ
れ
た
場
合
に
、
取
締
役
会
は
し
ば
し
ば
独
立
の
取
締
役
の
み
か
ら
成
る
特
別
訴
訟
委
員
会
を
構
成
し
、
当
該
代
表
訴
訟
の
維
持
が
会
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社
の
最
善
の
利
益
に
合
致
す
る
か
否
か
を
判
断
さ
せ
て
い
る）

（1（

（
注

。
特
別
訴
訟
委
員
会
が
当
該
訴
訟
は
会
社
の
最
善
の
利
益
に
合
致
し
な
い
と

し
て
訴
訟
を
終
結
さ
せ
る
べ
き
と
判
断
し
た
場
合
、
裁
判
所
に
よ
る
審
査
は
委
員
会
の
誠
実
性
、
独
立
性
お
よ
び
調
査
の
過
程
の
妥
当

性
、
充
分
性
に
限
定
さ
れ
、
実
体
的
な
決
定
に
関
す
る
事
項
は
経
営
判
断
の
原
則
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
審
査
か
ら
保
護
さ
れ
る
と
す
る）

（11

（
注

。

特
別
訴
訟
委
員
会
の
勧
告
の
審
理
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
そ
の
よ
う
な
判
断
を
尊
重
し
て
却
下
の
動
議
を
承
認
し
て
い
る）

（11

（
注

。

　

株
主
は
役
員
の
義
務
の
監
視
者
・
強
制
者
と
し
て
働
く
こ
と
に
代
表
訴
訟
の
過
程
の
問
題
以
外
の
障
壁
が
あ
る
。
分
散
し
た
株
主
の
集

合
行
為
（
た
だ
乗
り
・
合
理
的
無
関
心
）
の
問
題
で
あ
る
。
現
在
で
は
会
社
の
所
有
は
個
人
投
資
家
か
ら
機
関
投
資
家
に
大
き
く
シ
フ
ト

し
て
き
て
お
り）

（11

（
注

、
分
散
し
た
株
主
の
集
合
行
為
の
問
題
は
機
関
投
資
家
の
増
加
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
て
き
た
と
の
指
摘
が
あ
る）

（11

（
注

。
し
た

が
っ
て
、
会
社
経
営
者
は
株
主
の
意
見
に
よ
り
耳
を
傾
け
て
き
て
い
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る）

（11

（
注

。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
機
関
投
資
家

の
意
識
的
行
動
の
増
加
は
、
株
主
に
よ
る
経
営
者
の
監
視
と
株
主
の
自
立
に
期
待
で
き
る
と
い
う）

（11

（
注

。
し
か
し
、
機
関
投
資
家
は
経
営
者
の

下
で
資
産
の
増
加
に
焦
点
を
当
て
る
が
、
業
務
の
監
視
に
従
事
す
る
活
動
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
あ
る
い
は
能
力
を
有
し
な
い
も
の
で
、
合

理
的
に
控
え
め
な
投
資
家
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（11

（
注

。
こ
の
よ
う
に
費
用
が
か
か
り
時
間
を
要
す
る
問
題
で
あ
り
、
機
関
投
資
家
あ
る

い
は
活
動
的
株
主
は
意
味
の
あ
る
経
営
者
の
監
視
の
役
割
を
避
け
て
い
る）

（11

（
注

。
会
社
の
統
治
に
利
害
関
係
を
有
し
な
い
典
型
的
株
主
は
、
合

理
的
無
関
心
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
株
主
は
会
社
の
政
策
に
満
足
し
な
い
あ
る
い
は
経
営
者
が
不
適
任
で
あ
る
と
思
う
な
ら

ば
、
株
主
が
自
ら
誤
っ
た
行
為
を
た
だ
す
よ
り
も
自
己
の
株
式
を
譲
渡
す
る
方
が
合
理
的
と
考
え
る）

（1注

（
注

。
結
果
と
し
て
、
株
式
の
自
由
譲
渡

性
が
役
員
の
行
為
の
監
視
を
す
る
こ
と
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
挫
い
て
い
る
。

　

役
員
の
信
認
義
務
の
効
果
的
監
視
及
び
強
制
に
対
す
る
株
主
の
能
力
の
第
三
の
障
壁
は
情
報
力
の
不
足
で
あ
る
。
役
員
は
会
社
の
日
々

の
業
務
に
従
事
し
、
事
業
の
戦
略
を
検
討
し
、
異
な
る
問
題
と
ア
イ
デ
ア
に
取
り
組
む
。
取
締
役
に
与
え
ら
れ
る
情
報
は
役
員
あ
る
い
は
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役
員
の
指
示
の
下
で
作
ら
れ
た
情
報
で
あ
る）

（1（

（
注

。
し
た
が
っ
て
、
株
主
に
与
え
ら
れ
る
情
報
も
役
員
に
よ
っ
て
取
捨
選
択
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
も
と
も
と
株
主
は
利
用
し
う
る
全
て
の
情
報
を
有
す
る
立
場
に
は
な
い
。

　

法
的
責
任
が
役
員
に
よ
る
信
認
義
務
に
対
す
る
誠
実
さ
を
確
保
す
る
た
め
の
本
質
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
た
だ
、
会
社
経
営
の
役
員
支
配
モ
デ
ル
と
代
表
訴
訟
な
ど
の
障
壁
と
一
緒
に
な
っ
て
役
員
の
信
認
義
務
の
強
制
は
困
難
と
な
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
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.2 d 695  （D
el. Supr. 2009

）
会
社
売
却
の
機
会
の
妨
害；

H
am

pshire G
roup Ltd. v. K

uttner, C
.A

. N
o. 360- V

C
S （D

el. 

C
h. July 12 , 2010

）（Strine, V.C
.

）
故
意
に
法
の
違
反
お
よ
び
不
正
確
な
財
務
諸
表
の
承
認
に
よ
る
忠
実
義
務
違
反；

Zrll, LLC
 V. W

w
llness A

cquisition 

G
roup., Inc., N

o. C
.A

. 4374- V
C

P, 2009  D
el. C

h. LEX
IS 167  （D

el. C
h. Sept. 21 , 2009

）
先
の
使
用
者
の
破
壊
な
ど
の
企
て
。
他
の
裁
判
例
は
役
員
兼

任
の
取
締
役
に
つ
い
て
は
区
別
の
必
要
な
し
と
し
て
、
特
に
役
員
独
自
の
責
任
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。

（
74
） 

Shaner, supra note 72 , at 282 . 

（
75
） 

Jones, Law, N
orm

s, and the B
reakdow

n of the B
oard:  Prom

oting A
ccountability in C

orporate G
overnance, 92  Iow

a L. R
ev. 105 , 113  （2006

）.  
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（
76
） 

Shaner, supra note 72 , at 283 .
（
77
） 

Pan, R
ethinking the B

oardʼ s D
uty to M

onitor:  A
 C

ritical A
ssessm

ent of B
oardʼ s D

uty to M
onitor, 38  Fla. St. U

. L. R
ev. 209 , 210  （2011

）. 

取

締
役
が
従
業
員
の
懈
怠
の
個
人
的
責
任
に
服
す
る
と
の
訴
え
は
、
会
社
法
に
お
い
て
多
分
最
も
困
難
な
理
論
で
あ
る
。Stone v. R

itter, 911  A
.2 d 362 , 372  

（D
el. Supr. 2006

）.  

（
78
） 

A
B

A
 C

orporate Law
s C

om
m

ittee, C
orporate D

irectorʼ s G
uidebook 41-42  （6 th 2011

）.

（
79
） 

R
ibstein, W

hy C
orporations? , 1  B

erkely B
us. L.J.183 , 188  （2004

）.

（
80
） 

Stout, O
n the Proper M

otives of C
orporate D

irectors （or, W
hy You D

onʼ t W
ant to Invite H

om
o Econom

ics to Join Your B
oard

）, 28  D
el. J. 

C
orp. 1 , 18  （2003

）.  

（
81
） 

A
B

A
, supra note 78 , at 11 .

（
82
） 

Johnson &
 R

icca, supra note 1 , at 82 .

（
83
） 

Johonson &
 M

illon, supra note 6 , 1621 .

（
84
） 

B
ainbridge, C

orporate Law
 81  （3 rd ed. 2015

）. 

企
業
の
株
主
の
増
加
は
適
切
に
支
配
株
主
を
有
す
る
こ
と
に
失
敗
し
、C

EO

が
企
業
の
日
々
の
運

営
を
な
し
う
る
よ
う
に
な
り
、
取
締
役
会
に
候
補
者
を
抜
擢
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
変
化
の
結
果
、
取
締
役
会
は
監
視
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い

るC
EO

よ
り
劣
後
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。A

lces, B
eyond the B

oard of D
irectors, 46  W

ake Forest L. R
ev. 783 , 788-89  （2011

）. 

そ
れ
ゆ
え
、
取
締
役

会
の
責
任
は
特
に
監
視
・
監
督
の
役
割
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
。Sim

m
ons, The C

orporate Im
m

une System
:  G

overnance from
 the Inside O

ut, 2013  
U

. Ill. L.R
ev. 1131 , 1144 .

（
85
） 

A
B

A
, supra note 4 , at 128 .

（
86
） 

Aviram
, O

fficersʼ  Fiduciary D
uties and the N

ature of C
orporte O

rgans, 2013  Ill. L. R
ev. 763 , 777-78 . 

こ
の
よ
う
な
役
員
に
対
す
る
敬
意
が
事
実

上
の
権
力
を
生
み
出
す
。Paredes, supra note 1 , at 721 . 

こ
の
支
配
はC

EO
の
会
社
を
指
揮
す
る
た
め
の
許
容
度
の
必
要
性
の
合
法
的
承
認
、
取
締
役
会

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
含
ん
でC

EO

に
伝
統
的
に
与
え
ら
れ
る
文
化
的
尊
敬
そ
し
て
企
業
の
日
々
の
運
営
の
支
配
、
事
業
の
関
与
に
フ
ル
タ
イ
ム
の
注
意

を
払
い
、
事
業
に
関
す
る
情
報
の
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
の
結
果
で
あ
る
。A

B
A

, supra note 4 , at 128 .

（
87
） 

Johnson &
 G

arvis, A
re C

orporate O
fficers A

dvised A
bout Fiduciary D

uties, 64  B
us. Law. 1105 , 1106  （2009

）.
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（
88
） 

Lin, The C
orporate G

overnance of Iconic Executives, 87  N
ortre D

am
e L. R

ev. 351 , 364  （2011

）.
（
89
） 

そ
の
ひ
と
つ
の
現
れ
が
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
よ
る
役
員
報
酬
規
制
、Say- on- Pay, 

報
酬
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
要
件
加
重
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

D
odd- Frank W

all Street R
eform

 and C
onsum

er Protection A
ct, Pub. 1 . N

o. 111-203 , 124  Stat. 1376  （2010

）.

（
90
） 

Paredes, supra note 1 , at 684 .

（
91
） 

A
B

A
, supra note 4 , at 132 .

（
92
） 

Sale, M
onitoring C

arem
arkʼ s G

ood Faith, 32  D
el. J, C

orp. 719 , 720  （2007

）.

（
93
） 

Strine, The Inescapably Em
pirical Foundation of the C

om
m

on Law
 of C

orporations, 27  D
el. J. C

orp. L. 499 , 501  （2002

）.

（
94
） 

A
llen, Jacobs &

 Strine, Function O
ver Form

:  A
 R

eassessm
ent of Standards of R

eview
 in D

elaw
are C

orporation Law, 26  D
el. J. C

orp. L. 859 , 
861 . 

会
社
の
信
認
義
務
は
他
の
規
制
の
ゆ
る
や
か
さ
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
必
要
な
保
護
を
与
え
る
。Taylor, supra note 69 , at 1006 .

（
95
） 

Shaner, supra note 72 , at 295 .

（
96
） 

Taylor, supra note 69 , at 1025 .

（
97
） 

Strine, supra note 93 , at 501 .

（
98
） 

Paredes, supra note 1 , at 680 .

（
99
） 

Fairfax, G
overnm

ent G
overnance and the N

eed to R
econcile G

overm
ent R

egulation w
ith B

oard Fiduciary D
uties, 95  M

inn. L. R
ev. 

1692 ,1695  （2011

）.

（
（注注
） 

Solom
on, N

ew
 G

overnance, Preem
ptive Self- R

egulation, and theB
lurring of B

oundaries in R
egulatory Theory and Practice, 2010  W

is. L. 

R
ev. 591 , 596 .

（
（注（
） 

R
ibstein, supra note 79 , at 199 .

（
（注1
） 

Sharner, supra note 72 , at 300 .

（
（注1
） 
Schw

artz, In Praise of D
erivative Suits:  A

 C
om

m
entary on the Paper of Professors Fischel and B

radley, 71  C
ornell L. R

ev. 322 , 329  （1986

）.

（
（注1
） 

Tayler, supra note 69 , 1025 .

（
（注1
） 

裁
判
所
は
問
題
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
、
ケ
ー
ス
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。
憶
測
に
は
従
事
し
な
い
。In re Tyson Foods, Inc., C

.A
. N

o. 1106- C
C

, 
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2007  D
el. C

h. LEX
IS 120 , at 2-3  （D

el. C
h. A

ug. 15 , 2007

）. 

し
か
し
、
役
員
の
信
認
義
務
を
正
確
に
語
る
こ
と
は
裁
判
所
に
分
析
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

Shaner, supra note 72 , at 301  n.124 .
（
（注1
） 

C
ox, Private Litigation and the D

etrrence of C
orporate M

isconduct, 60  Law
 &

 C
ontem

p. Probs., A
utum

n 1997 , at 2 .

（
（注1
） 

W
estbrook, C

orporation Law
 A

fer Enron:  The Possibility of a C
apitalist R

elim
agination, 92  G

eo. L.J. 61 , 92  （2003

）.

（
（注1
） 

R
ibstein, supra note 79 , at 188-89 .

（
（注1
） 

Jones &
 W

elsh, Tow
ard a Public Enforcem

ent M
odel for D

irectorsʼ  D
uty of O

versight, 45  Vand. J. Transnatʼ l L. 343 ,351  （2012

）.

（
（（注
） 

H
ill &

 M
cD

onell, R
econsidering B

oard O
versight D

uties A
fter the Financial C

risis, 2013  U
. Ill. L. R

ev. 859 , 877 .  

（
（（（
） 

A
lces, B

yond the B
oard of D

irectors, 46  W
ake Forest L R

ev. 783 , 790  （2011

）.

（
（（1
） 

In re C
arem

ark Intʼ l Inc. D
erivative Litig., 698  A

.2 d 959  （D
el. C

h. 1996

）.

（
（（1
） 

Stone v. R
itter, 911  A

.2 d 362 .

（
（（1
） 

ibid., at 370 .

（
（（1
） 

Lyondell C
hem

ical C
o. v. Ryan, 970  A

.2 d 235 , 243  （D
el. Supr. 2009

）.

（
（（1
） 

Pan, A
 B

oardʼ s D
uty to M

onitor, 54  N
.Y.L. Sch. L. R

ev. 717 , 719  （2009/2010

）.

（
（（1
） 

M
iller, The B

oardʼ s D
uty to M

onitor R
isk A

fter C
itigroup, 12  U

. Pa. J. B
us. L. 1153 , 1165  （2010

）.

（
（（1
） 

ibid., at 1166 .

（
（（1
） 

取
締
役
の
独
立
と
取
締
役
の
立
場
上
の
専
門
的
知
識
の
間
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
み
ら
れ
る
。C

unningham
, R

ediscovering B
oard Expetise:  Legal 

Im
plications of the Em

pirical Literrature, 77  U
. C

in. L. R
ev. 465 , 494-97  （2008

）.

（
（1注
） 

Fairfax, G
overm

ent G
overnance and the N

eed to R
econcile G

overm
ent R

egulation w
ith B

oard Fiduciary D
uties, 95  M

inn. L. R
ev. 1692 , 1719  

（2011

）.

（
（1（
） 
Paredes, supra note 1 , at 730 .

（
（11
） 

Pan, supra note 77 , at 211 .

（
（11
） 

H
am

dani &
 K

raakm
an, R

ew
arding O

utsidedirector, 105  M
ich. L. R

ev. 1677 , 1678  （2007

）.
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（
（11
） 

R
obinson &

 D
arley, The R

ole of D
eterrence in the Form

ulation of C
rim

inal Law
 R

ules:  A
t Its W

orrst W
hen D

oing Its B
est, 91  G

eo. L. J. 949 , 
982  （2003

）.
（
（11
） 

Pitt &
 G

roskaufm
anis, M

inim
izing C

orporate C
orporate C

ivil and C
rim

inal Liability:  A
 Second Look at C

orporate C
odes of C

onduct, 78  
G

eo. L.J. 1559 , 1602  n.257 , 1604  （1990

）. 

（
（11
） 

Schw
artz, supra note 103 , at 323 .

（
（11
） 

Thom
pson &

 Sale, Securities Fraud as C
orporate G

overnance:  R
eflections U

pon Federalism
, 56  Vand. L. R

ev. 859 , 861  （2003

）.

（
（11
） 

株
主
に
よ
る
事
前
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
全
体
と
し
て
の
取
締
役
会
が
訴
訟
を
終
結
さ
せ
る
べ
き
と
判
断
す
れ
ば
、
そ
れ
に
基
づ
き
会
社
が

株
主
の
請
求
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
取
締
役
会
の
判
断
に
は
経
営
判
断
の
原
則
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
。Zapata C

orp. v. M
aldonado, 430  

A
.2 d 779 , 784  n.10  （D

el. Supr. 1981

）;  A
ronson v. Lew

is, 473  A
.2 d 805 , 813  （D

el. Supr. 1984

）.

（
（11
） 

Sw
anson, Juggling Shareholder R

ights and Strike Suits in D
erivative Litigation:  The A

LI D
rops the B

all, 77  M
inn. L. R

ev. 1339 , 1351  （1993

）. 

（
（1注
） 

B
rehm

 v. Eisner, 746  A
.2 d 244 , 253  （D

el. Supr. 2000

）. 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
取
締
役
で
は
な
い
役
員
を
訴
え
る
と
き
は
、
も
っ
と
困
難
と
な

る
。R

ales v. B
lasband, 634  A

.2 d 927 , 934  （D
el. Supr. 1993

）.

（
（1（
） 

取
締
役
会
は
会
社
訴
訟
を
支
配
す
る
取
締
役
会
の
権
限
を
利
害
関
係
を
有
し
な
い
取
締
役
か
ら
成
る
委
員
会
に
委
譲
し
う
る
。Telxon C

orp. v. 

B
ogom

olny, 792  A
.2 d 964 , 973  （D

el. C
h. 2001

）. 
そ
し
て
、
取
締
役
に
対
す
る
代
表
訴
訟
を
終
結
さ
せ
る
た
め
の
権
限
を
特
別
委
員
会
が
有
す
る
こ
と

が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
（11
） 

A
uerbach v. B

ennett, 393  N
. E. 2 d 994 .

（
（11
） 

Sw
anson, supra note 129 , at 1357-58 .

（
（11
） 

C
offee, Liquidity Versus C

ontrol:  The Institutional Investor as C
orporate M

onitor, 91  C
olum

. L. R
ev. 1277 , 1291  （1991

）.

（
（11
） 

A
llen, O

ur Schizophrenic C
onception of the B

usiness C
orporation, 14  C

ardozo L. R
ev. 261 , 280  （1992

）.

（
（11
） 
B

lack, A
gents W

atching A
gents:  The Prom

is of Institutional Investor Voice, 39  U
.C

.L.A
. L. R

ev. 811 , 833  （1992

）. 

（
（11
） 

A
llen, supra note 135 , at 280 .

（
（11
） 

G
ilson &

 G
ordon, The A

gency C
osts of A

gency C
apitalism

:  A
ctivist Investors and the R

evaluation of G
overnance R

ights, 113  C
olum

. L. 
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R
ev. 863 , 863  （2013

）.
（
（11
） 

B
ainbridge, D

irector Prim
acy and Shareholder D

isem
pow

rm
ent, 119  H

arv. L. R
ev. 1735 , 1751  （2006

）;  Lin, supra note 88 , at 367-68 .
（
（1注
） 

Oʼ kelley &
 Thom

son, C
orporate and O

ther B
usiness A

ssociations 213-14  （6 th 2010

）.

（
（1（
） 

Johnson &
 R

icca, supra note 1 , at 81-82 .
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〈
論
　
　
説
〉国

際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
理
論
と
実
際
（
一
） 

東　
　
　

 

𣳾　

 

介

　
　

は
じ
め
に

Ⅰ　

国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
概
念

　

１　

国
際
法
人
格
の
定
義

　

２　

国
際
法
人
格
の
根
拠

Ⅱ　

国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
議
論
の
展
開

　

１　

国
際
行
政
連
合
の
国
際
法
人
格

　

２　

国
際
連
盟
の
国
際
法
人
格

Ⅲ　

国
際
連
合
の
国
際
法
人
格

　

１　
「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」

　

２　

国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見

　
　

⑴　

国
連
の
請
求
権
と
そ
の
根
拠
と
し
て
の
国
際
法
人
格

　
　

⑵　

国
連
の
職
員
に
関
す
る
保
護
権
と
黙
示
的
権
限
（
以
上
本
号
）

　

３　

裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
の
検
討

　
　

⑴　

勧
告
的
意
見
の
意
義

　
　

⑵　

勧
告
的
意
見
の
問
題
点

　

４　

勧
告
的
意
見
の
影
響

Ⅳ　

国
連
以
外
の
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格 

　

１　

普
遍
的
国
際
組
織

　

２　

地
域
的
国
際
組
織

　

３　

国
際
商
品
組
織

　
　

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

　

国
際
組
織
の
法
的
地
位
は
、
国
際
組
織
法
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
国
際
組
織
が
法
的
に
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占

め
、
ど
の
よ
う
な
資
格
な
い
し
能
力
を
も
ち
、
あ
る
い
は
責
任
を
負
う
の
か
と
い
う
問
題
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

1
（

。
そ

の
た
め
、
国
際
組
織
の
法
的
地
位
は
、
国
際
組
織
の
出
現
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　

国
際
組
織
の
法
的
地
位
に
は
、
国
際
法
上
の
地
位
と
組
織
の
構
成
員
で
あ
る
国
家
や
非
構
成
員
で
あ
る
国
家
の
国
内
法
上
の
地
位
が
あ

る
。
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
地
位
が
よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
国
内
法
上
の
地
位
の
重
要
性
も
こ
れ
に
劣
ら

な
い
。
国
際
組
織
の
活
動
の
相
当
な
部
分
が
当
該
組
織
の
構
成
員
で
あ
る
国
家
、
ま
た
は
非
構
成
員
で
あ
る
国
家
の
領
域
内
で
行
わ
れ
、

活
動
の
影
響
が
国
家
に
も
及
び
う
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
際
組
織
の
法
的
地
位
、
と
り
わ
け
国
際
法
上
の
地
位
を
明
確

に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
地
位
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
事
項
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
に
、
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
地
位

の
一
般
的
・
形
式
的
な
要
素
で
あ
る
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
人
格
な
い
し
国
際
法
上
の
主
体
性
で
あ
る）

2
（

。
第
二
に
、
国
際
組
織
の
国
際

法
上
の
地
位
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
個
別
的
・
具
体
的
な
事
柄
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
権
利
義
務
や
国
際
的
な

場
で
一
定
の
行
為
を
行
う
能
力
な
い
し
権
能
、
す
な
わ
ち
国
際
法
上
の
行
為
能
力
、
さ
ら
に
、
国
際
組
織
の
国
際
違
法
行
為
か
ら
生
じ
る

国
際
責
任
な
ど
が
あ
る
。
国
際
組
織
の
国
際
的
な
行
為
能
力
に
関
し
て
は
、
組
織
の
機
関
が
設
立
条
約
や
関
連
文
書
、
機
関
の
規
則
や
決

定
な
ど
に
基
づ
い
て
行
使
す
る
権
限
も
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
項
の
検
討
を
通
じ
て
、
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
全
般
的
な
地
位
が
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明
ら
か
に
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
独
自
の
存
在
を
示
す
要
素
と
し
て
の
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
つ
い
て
論
じ
る
。
従
来
か
ら

議
論
の
多
い
こ
の
法
人
格
概
念
の
意
味
内
容
を
た
ん
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
は
な
い
。
国
際
組
織
の
法
的
地
位
を
包
括
的
に
考
察
す
る

た
め
の
、
い
わ
ば
基
礎
的
作
業
と
し
て
行
う
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
、
そ
の
概

念
を
明
確
に
し
て
、
法
的
性
格
や
根
拠
と
と
も
に
そ
の
本
質
的
な
要
素
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
国
際
組
織
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
問

題
を
複
雑
に
し
て
い
る
最
大
の
要
因
と
し
て
、
国
際
法
人
格
の
概
念
が
明
確
に
さ
れ
な
い
ま
ま
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る）

3
（

。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
ま
ず
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
概
念
を
検
討
す
る
。
つ
ぎ
に
、
国
際
組
織
の
歴
史
的
な
発
展
過
程
で
生
じ

た
国
際
行
政
連
合
や
国
際
連
盟
な
ど
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
議
論
の
推
移
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
国
際
連
合
の
国
際
法
人
格

に
つ
い
て
、
憲
章
の
起
草
過
程
に
お
け
る
対
応
に
触
れ
て
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
を
め
ぐ
る
議
論
に
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
き
た
、
一
九
四
九
年
の
「
国
際
連
合
の
職
務
中
に
被
っ
た
損
害
賠
償
」
に
関
す
る
事
件
（
以
下
、「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」
と
す
る
）

に
関
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
を
検
討
す
る）

4
（

。
そ
の
う
え
で
、
国
際
組
織
の
設
立
条
約
に
お
け
る
関
連
規
定
か
ら
国
際
組
織

の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
実
行
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

　

Ⅰ　

国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
概
念

1
　
国
際
法
人
格
の
定
義

　

国
際
組
織
の
「
国
際
法
人
格
」（International legal （or

） juridical personality, Personnalité  juridique internationale, Internationale 
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R
echtspersö nlichkeit

）
と
い
う
用
語
は
、
一
般
に
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
主
体
性
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
国
際
法
上
の
権
利
義
務
を

享
有
す
る
資
格
を
さ
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る）

5
（

。
国
際
法
上
の
権
利
を
享
有
し
、
義
務
を
負
担
す
る
地
位
を
さ
し
て
い
る
と
い
っ
て
も

よ
い
で
あ
ろ
う
。
国
際
法
上
の
権
利
義
務
を
も
つ
者
は
、「
国
際
法
人
格
者
」
で
あ
る
が
、
国
際
法
人
格
は
、
こ
の
よ
う
な
国
際
法
人
格

者
の
国
際
法
上
の
権
利
義
務
の
担
い
手
と
し
て
の
資
格
な
い
し
地
位
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
国
際
法
上
の
権
利
義
務
の
担
い
手
は
、
一
般

に
国
際
法
関
係
の
当
事
者
を
意
味
す
る
「
国
際
法
の
主
体
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
よ
う
な
国
際
法
関
係
の
主
体
と
し
て
の
性
質
は
、「
国
際

法
上
の
主
体
性
」
と
表
現
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
法
人
格
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
関
係
の
主
体
な
い
し
当
事
者
と
し
て
の
資
格

や
地
位
を
示
す
概
念
で
も
あ
る）

6
（

。

　

国
際
組
織
が
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
際
組
織
が
国
際
法
上
の
権
利
義
務
の
担
い
手
、
つ
ま
り
国

際
法
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る）

7
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
際
組
織
が
当
該
組
織
の
構
成
員
で
あ
る
国
家
と
は
別
個
の
独
自
の
国
際
法

上
の
人
格
者
で
あ
っ
て
、
国
際
法
の
主
体
と
し
て
国
際
法
上
の
権
利
を
享
有
し
、
義
務
を
負
担
す
る
資
格
な
い
し
能
力
を
も
つ
こ
と
を
示

す
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
際
法
人
格
は
、
本
来
、
あ
る
法
的
実
体
の
国
際
法
上
の
地
位
を
形
式
的
・
抽
象
的
に
示
す
も
の
で

あ
り
、
具
体
的
な
国
際
法
上
の
権
利
義
務
や
国
際
的
な
行
為
を
行
う
法
的
能
力
と
は
直
接
の
関
係
の
な
い
法
理
論
上
の
概
念
で
あ
る）

8
（

。

2
　
国
際
法
人
格
の
根
拠

　

も
う
少
し
敷
衍
す
れ
ば
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
は
、
基
本
的
に
国
際
組
織
が
国
際
法
上
の
権
利
や
義
務
を
も
つ
こ
と
が
拠
り
ど
こ

ろ
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
権
利
や
義
務
は
、
す
で
に
存
在
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
権
利
や
義
務
を
生

じ
さ
せ
る
条
約
の
締
結
や
使
節
の
派
遣
・
接
受
な
ど
の
国
際
法
上
の
行
為
や
違
法
行
為
に
対
す
る
国
際
責
任
に
関
し
て
も
生
じ
る
。
国
際
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組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
し
て
組
織
の
権
利
・
義
務
だ
け
で
な
く
、
国
際
法
上
の
行
為
能
力
や
責
任
能
力
も
絡
め
て
論
じ
ら
れ
る
の
は
こ

の
た
め
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
は
、
当
該
組
織
が
享
有
す
る
国
際
法
上
の
権
利
（
義
務
）
能
力
や
行
為
能
力
、

責
任
能
力
を
も
つ
こ
と
の
結
果
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
こ
れ
ら
の
帰
結
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

9
（

。
国
際
組
織

の
国
際
法
人
格
か
ら
国
際
法
上
の
権
利
や
義
務
、
法
律
的
行
為
な
ど
を
行
う
能
力
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
国
連
損

害
賠
償
事
件
」
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
で
国
際
司
法
裁
判
所
が
示
し
た
判
断
や
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
た
論
者
の
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の

行
為
能
力
を
当
該
組
織
の
国
際
法
人
格
の
帰
結
と
し
て
導
く
議
論
に
は
、
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

な
議
論
で
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
と
権
利
能
力
、
と
り
わ
け
行
為
能
力
の
因
果
関
係
に
関
し
て
不
可
避
的
に
循
環
論
法
に
陥
る
こ

と
に
な
り
、
具
体
的
に
国
際
組
織
の
ど
の
よ
う
な
国
際
法
上
の
権
利
義
務
や
行
為
能
力
か
ら
国
際
法
人
格
を
導
き
、
逆
に
こ
の
国
際
法
人

格
か
ら
ど
の
よ
う
な
国
際
法
上
の
権
利
義
務
や
行
為
能
力
が
生
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る）

10
（

。

　

国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
根
拠
に
関
連
づ
け
て
い
え
ば
、
こ
の
国
際
法
人
格
の
存
在
を
決
定
す
る
の
は
一
般
国
際
法
で
あ
る
。
国
際

法
秩
序
に
お
け
る
国
際
組
織
法
の
原
理
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う）

11
（

。
と
は
い
え
、
法
人
格
の
概
念
は
、
す
べ
て
の
法
秩
序
に
内

在
す
る
基
本
概
念
の
一
つ
で
あ
り
、
共
通
の
本
質
的
要
素
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
、
国
際
法

の
生
成
・
発
展
を
国
家
中
心
主
義
の
立
場
か
ら
捉
え
て
、
国
際
組
織
の
成
立
と
そ
の
法
的
地
位
や
能
力
の
基
礎
を
国
家
の
意
思
に
求
め
、

国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
根
拠
を
設
立
条
約
、
あ
る
い
は
よ
り
直
接
的
に
、
組
織
を
設
立
し
た
国
家
の
意
思
に
基
づ
か
せ
る
傾
向
が
強

か
っ
た
。
国
家
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
国
際
社
会
の
実
情
と
国
際
法
が
発
達
し
て
き
た
経
緯
か
ら
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
理

解
で
き
る
が
、
国
際
組
織
の
法
的
地
位
や
能
力
な
ど
に
関
し
て
、
基
礎
を
な
す
事
実
的
な
要
素
を
法
的
原
理
と
し
て
論
じ
て
い
た
こ
と
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は
、
見
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
存
在
は
、
多
数
の
国
家
の
行
為
に
法
的
効
果
を
生
じ

さ
せ
る
国
際
法
の
作
用
、
法
を
創
造
す
る
主
体
の
事
実
的
な
行
為
に
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
国
際
法
と
国
際
組
織
法
の
原
理
に
よ
っ
て

客
観
的
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る）

12
（

。

Ⅱ　

国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
議
論
の
展
開

1
　
国
際
行
政
連
合
の
国
際
法
人
格

　

国
際
組
織
が
国
際
法
上
の
人
格
を
も
つ
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
ま
ず
、
一
九
世
紀
の
後
半
か
ら
設
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
国
際
行

政
連
合
に
関
し
て
提
起
さ
れ
た
。
国
際
法
の
主
体
を
国
家
に
限
定
す
る
伝
統
的
な
国
際
法
の
観
念
の
も
と
で
は
、
国
際
行
政
連
合
の
国
際

法
人
格
を
積
極
的
に
認
め
る
論
者
は
少
数
で
あ
っ
た
。
一
八
九
七
年
に
フ
ェ
ド
ッ
ツ
ィ
（P.  Fedozzi

）
は
、
伝
統
的
な
国
際
法
の
立
場

を
維
持
し
つ
つ
、
国
際
行
政
連
合
の
国
際
私
法
上
の
人
格
を
認
め
た）

1注
（

。
フ
ジ
ナ
ー
ト
（G

.  Fusinato

）
は
、
一
九
一
四
年
に
国
際
農
業
研

究
所
（International Institute of A

griculture

）
を
真
の
国
際
的
法
人
格
者
で
あ
る
と
主
張
し
た）

1注
（

。
し
か
し
、
ノ
イ
マ
イ
ヤ
ー

（K
.  N

eum
eyer

）
は
、
国
際
行
政
連
合
の
国
際
法
人
格
を
明
確
に
否
定
し
た
。
そ
し
て
、
国
際
行
政
連
合
は
、
実
定
法
の
観
点
か
ら
は
国

内
法
上
の
法
人
（personnes  m

orales

）
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
さ
え
な
い
か
の
い
ず
れ
か
に
す
ぎ
な
い
と
し
た）

1注
（

。

　

国
際
農
業
研
究
所
に
関
し
て
は
、
一
九
三
一
年
に
イ
タ
リ
ア
の
破
棄
院
が
国
際
法
人
格
を
認
め
て
、
国
内
法
的
レ
ベ
ル
に
止
ま
る
も
の

の
、
学
説
的
な
見
解
に
実
際
的
な
根
拠
が
与
え
ら
れ
た
。
破
棄
院
は
、
研
究
所
の
職
員
の
解
雇
か
ら
生
じ
た
補
償
問
題
を
め
ぐ
る
「
国
際

農
業
研
究
所
対
プ
ロ
フ
ィ
リ
」
事
件
の
上
告
審
判
決
に
お
い
て
、
同
研
究
所
が
国
際
行
政
連
合
で
あ
る
国
際
的
実
体
で
あ
り
、
所
在
国
と
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の
関
係
が
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
国
際
法
人
格
者
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
示
し
た）

16
（

。
な
お
、
一
九
二
八
年
七
月
二
八
日
に
、
国
際

連
盟
と
研
究
所
の
間
で
協
力
の
た
め
の
合
意
覚
書
（M

em
orandum

 of A
greem

ent

）
が
締
結
さ
れ
た）

1注
（

。

2
　
国
際
連
盟
の
国
際
法
人
格

　

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
連
盟
（
以
下
、
連
盟
と
す
る
）
の
設
立
は
、
こ
の
機
構
の
国
際
法
上
の
主
体
性
な
い
し
国
際
法
人
格
に
関

す
る
本
格
的
な
論
議
を
巻
き
起
こ
す
契
機
と
な
っ
た）

1注
（

。
連
盟
が
歴
史
上
、
は
じ
め
て
普
遍
的
な
政
治
的
機
構
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
た
こ
と

と
、
国
際
社
会
の
平
和
と
安
全
を
維
持
す
る
た
め
の
集
団
安
全
保
障
制
度
に
絡
む
も
の
を
中
心
と
す
る
、
従
来
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う

な
さ
ま
ざ
ま
の
大
き
な
権
限
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

連
盟
規
約
に
は
、
連
盟
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
明
確
な
規
定
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
法
学
者
の
間
で
も
、
連
盟
が
国
際

法
人
格
を
も
つ
か
否
か
が
か
な
り
広
範
に
議
論
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
若
干
の
論
者
は
、
連
盟
が
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
を
否
定
し
た
。

し
か
し
、
多
数
の
論
者
は
、
連
盟
が
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
た
。
連
盟
の
国
際
法
人
格
を
積
極
的
に
容
認
し
た
オ
ッ

ペ
ン
ハ
イ
ム
（L. O

ppenheim

）
は
、
連
盟
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「･･･

連
盟
は
、
国
際
法
の
主
体
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
家
と
同
じ
よ
う
な
国
際
人
格
者
の
よ
う
で
あ
る
。
連
盟
と
構
成
員
で
あ
る
連
盟
国

の
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
や
義
務
は
、
大
部
分
が
連
盟
規
約
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
連
盟
は
、
す
べ
て
の
点
で
特
殊
な
国
際
人
格

者
（une personne internationale sui generis

）
で
あ
り
、
他
の
い
か
な
る
主
体
と
も
比
較
で
き
な
い
よ
う
な
国
際
法
の
主
体
で
あ
る

こ
と
を
際
立
た
せ
る
必
要
が
あ
る
。（
中
略
）
連
盟
は
、
国
家
で
は
な
く
、
特
定
の
領
域
を
も
た
ず
、
統
治
す
べ
き
国
民
を
も
た
な
い

の
で
、
国
家
主
権
の
意
味
で
の
主
権
を
も
た
な
い
。
し
か
し
、
連
盟
は
、
特
殊
な
国
際
的
人
格
者
と
し
て
、
一
般
的
に
主
権
国
家
に
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よ
っ
て
し
か
行
使
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
の
主
体
で
あ
る）

1注
（

。」

　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
、
連
盟
の
法
的
地
位
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
判
断
を
連
盟
規
約
と
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
基
づ
く
連
盟
の
目
的
や

権
限
な
ど
か
ら
導
い
た
。
と
り
わ
け
、
連
盟
の
使
節
権
、
ザ
ー
ル
盆
地
や
委
任
統
治
領
に
関
す
る
権
能
、
ダ
ン
チ
ッ
ヒ
の
保
護
権
、
紛
争

当
事
国
へ
の
介
入
権
、
少
数
民
族
を
保
護
す
る
た
め
の
連
盟
国
の
国
内
問
題
へ
の
介
入
権
、
戦
争
と
平
和
を
宣
言
す
る
権
限
な
ど
を
判
断

材
料
と
し
た）

20
（

。

　

国
際
連
盟
の
出
現
は
、
そ
の
他
の
国
際
組
織
の
法
的
地
位
に
関
す
る
見
解
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
設

立
さ
れ
た
国
際
決
済
銀
行
（IB

S
）
や
ド
イ
ツ
の
賠
償
委
員
会
な
ど
に
関
し
て
も
、
国
際
法
上
の
人
格
な
い
し
地
位
を
認
め
る
見
解
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
連
盟
が
国
際
法
上
の
人
格
者
で
あ
る
と
認
め
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
（J.F.  W

illiam
s

）
は
、
国
際
決
済
銀
行
に

つ
い
て
も
、「
国
際
法
人
」（international body corporate

）、
な
い
し
「
国
際
法
人
格
者
」（personne juridique internationale

）
と
い

う
名
称
が
与
え
ら
れ
よ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
際
決
済
銀
行
に
つ
い
て
も
、
国
内
的
及
び
国
際
的
な
権
利
・
義
務
を
も
つ
特
殊

な
（sui generis

）
法
人
で
あ
る
と
し
た）

21
（

。

　

連
盟
の
国
際
法
人
格
を
国
家
と
し
て
最
初
に
明
確
に
認
め
た
の
は
ス
イ
ス
で
あ
る
。
ス
イ
ス
政
府
は
、
一
九
二
一
年
に
連
盟
と
の
間
で

連
盟
の
自
国
に
お
け
る
法
的
地
位
や
職
員
の
特
権
免
除
に
関
す
る
「
暫
定
協
定
」（M

odus Vivendi

）
を
締
結
し
た
際
に
、
連
盟
が
国
際

法
人
格
を
も
つ
こ
と
を
確
認
す
る
提
案
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
九
二
六
年
に
同
国
と
連
盟
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
改
正
暫
定
協
定
の

第
一
条
に
は
、
国
際
連
盟
の
国
際
的
人
格
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
明
確
な
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

「
ス
イ
ス
連
邦
政
府
は
、
国
際
連
盟
が
国
際
的
人
格
と
法
的
能
力
を
も
っ
て
お
り
、
国
際
法
の
規
則
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
国
際
連

盟
の
明
示
的
な
同
意
が
な
い
か
ぎ
り
、
ス
イ
ス
の
裁
判
所
で
訴
追
さ
れ
な
い
こ
と
を
認
め
る）

22
（

。」
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こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
国
際
法
学
者
が
連
盟
の
国
際
法
人
格
を
認
め
た
だ
け
で
な
く
、
連
盟
本
部
の
あ
っ
た
ス
イ
ス
政
府
も
明
確
に
認

め
た
。
ス
イ
ス
以
外
の
連
盟
国
が
連
盟
の
国
際
法
人
格
を
ど
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
九
二
六
年
の
暫

定
協
定
は
、
同
年
九
月
二
〇
日
に
連
盟
理
事
会
で
承
認
さ
れ
た
の
で
、
連
盟
の
国
際
法
人
格
は
、
連
盟
国
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う）

2注
（

。

Ⅲ　

国
際
連
合
の
国
際
法
人
格

1
　「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」

　

国
連
憲
章
に
は
、
国
際
連
合
（
以
下
、
国
連
と
す
る
）
の
国
際
法
上
の
人
格
に
関
す
る
い
か
な
る
規
定
も
な
い
。
一
九
四
五
年
の
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
で
国
連
憲
章
が
起
草
・
採
択
さ
れ
た
際
に
、
国
連
の
国
際
法
人
格
に
つ
い
て
規
定
す
べ
き
か
否
か
が
検
討
さ
れ
た

が
、
結
局
見
送
ら
れ
た
。
憲
章
で
国
連
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
規
定
を
設
け
な
い
こ
と
で
、
こ
の
組
織
が
超
国
家
的
性
質
を
も
つ
の
で

は
な
い
か
と
い
う
論
議
が
生
じ
る
の
を
回
避
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る）

2注
（

。
国
連
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
規
定
を
憲
章
で
設
け
て
も
、
国
連

が
加
盟
国
と
は
別
個
の
国
際
法
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
け
で
あ
り
、
国
際
法
人
格
と
超
国
家
的
性
質
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ

る
が
、
国
際
連
盟
に
関
し
て
超
国
家
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
議
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
た
ら
し
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
憲

章
で
国
連
の
国
際
法
人
格
つ
い
て
規
定
し
な
か
っ
た
の
は
、
意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
国
連
の
創
設
後
間
も
な
く
、
そ
の
国
際
法
人
格
が
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
四
八
年
九
月
一
七
日
に
、
エ
ル
サ

レ
ム
で
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
調
停
官
（M

ediator

）
の
ベ
ル
ナ
ド
ッ
テ
伯
爵
（C

ount Folke B
ernadotte

）
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
支
配
地
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区
を
通
行
中
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
過
激
派
集
団
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
た
。
調
停
官
に
同
行
し
て
い
て
い
た
国
連
監
視

員
（U

nited N
ations O

bserver

）
の
セ
ロ
ー
（A

ndré  Sé rot

）
大
佐
も
殺
害
さ
れ
た）

2注
（

。

　

国
連
総
会
は
、
同
年
の
第
三
会
期
に
事
務
総
長
の
覚
書
を
受
け
て
、
ま
ず
、
第
六
委
員
会
で
対
応
策
を
集
中
的
に
審
議
し
た
。
そ
し

て
、
同
委
員
会
が
提
出
し
た
決
議
に
基
づ
き
、
一
二
月
三
日
の
本
会
議
で
、
決
議
二
五
八
（
Ⅲ
）
を
全
会
一
致
で
採
択
し
、
国
連
が
こ
の

よ
う
な
事
件
に
責
任
を
負
う
べ
き
政
府
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
を
求

め
た）

26
（

。
裁
判
所
は
、
一
九
四
九
年
四
月
一
一
日
の
「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」
の
勧
告
的
意
見
で
、
国
連
が
こ
の
事
件
で
被
っ
た
自
ら
の
損

害
と
犠
牲
者
ま
た
は
そ
の
者
を
通
じ
て
権
利
を
も
つ
者
の
た
め
に
、
加
盟
国
か
非
加
盟
国
か
を
問
わ
ず
、
責
任
を
負
う
べ
き
国
家
に
対
し

て
、
国
際
的
な
請
求
を
行
う
能
力
を
も
つ
こ
と
を
認
め
た）

2注
（

。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
国
連
の
国
際
法
人
格
の
存
在
を
明
確
に
示
し
た
。
国
連

の
国
際
法
人
格
を
中
心
と
す
る
裁
判
所
の
判
断
の
主
要
点
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

2
　
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見

⑴　

国
連
の
請
求
権
と
そ
の
根
拠
と
し
て
の
国
際
法
人
格

　

裁
判
所
は
、
ま
ず
、
国
連
が
国
際
的
な
請
求
を
行
う
能
力
を
も
つ
か
否
か
は
、
憲
章
が
国
連
に
加
盟
国
に
対
し
て
国
連
自
身
の
権
利
を

尊
重
す
る
よ
う
求
め
得
る
よ
う
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
と
の
判
断
を
示
し
た）

2注
（

。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め

に
は
、
憲
章
が
国
連
に
加
盟
国
と
の
関
係
で
持
っ
て
い
る
権
利
を
尊
重
す
る
よ
う
加
盟
国
に
対
し
て
求
め
得
る
よ
う
な
地
位
を
与
え
て
い

る
か
否
か
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
国
連
が
「
国
際
的
人
格
」（international personality, 

personnalité  internationale

）
を
も
つ
か
否
か
に
他
な
ら
な
か
っ
た）

2注
（

。
国
連
憲
章
に
国
連
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
規
定
が
な
い
た
め
、
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裁
判
所
は
、
憲
章
が
国
連
に
ど
の
よ
う
な
性
格
を
与
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
た）

注0
（

。
そ
し
て
、
一
九
四
五
年
六
月
に
国
連
が
設

立
さ
れ
、
そ
の
目
的
や
原
則
は
、
憲
章
で
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
国
連
が
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
す
べ
く
国
際
場
裡
で
活
動
す
る
た
め
に

は
、
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し
た）

注1
（

。
裁
判
所
の
見
解
で
は
、
一
九
四
六
年
の
「
国
際
連
合
の
特
権
と
免
除
に
関
す

る
条
約
」
は
、
署
名
国
と
こ
の
機
構
の
間
の
権
利
義
務
を
生
じ
さ
せ
た
が
、「
国
際
的
な
場
と
国
際
的
な
人
格
を
も
つ
当
事
者
の
間
以
外

で
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
条
約
が
作
用
す
る
の
か
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
」
で
あ
っ
た）

注2
（

。
そ
し
て
、
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
示

し
て
い
る
。

「
裁
判
所
の
意
見
で
は
、
こ
の
機
構
は
、
権
利
や
任
務
を
行
使
し
、
享
有
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
そ
う
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
や
任
務
は
、
大
幅
な
国
際
的
人
格
（a large m

easure of international personality, une large m
esure de 

personnalité  internationale

）
を
も
っ
て
い
る
こ
と
と
、
国
際
的
な
場
で
活
動
す
る
能
力
に
基
づ
い
て
の
み
説
明
さ
れ
得
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
機
構
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
最
高
の
形
態
の
国
際
組
織
で
あ
り
、
も
し
国
際
的
人
格
が
欠
如
し
て
い
れ
ば
、
創
設
者
た
ち
の
意

図
を
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）

注注
（

。」「
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
、
こ
の
機
構
が
国
際
的
人
格
者
（an international person, une 

personne internationale

）
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
す
る）

注注
（

。」

　

も
っ
と
も
、
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
国
連
が
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
は
、
こ
の
機
構
が
国
家
と
同
じ
で
あ
る
と
か
、
そ
の
法
人
格
や
権

利
と
義
務
が
国
家
の
そ
れ
ら
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
い
わ
ん
や
超
国
家
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
国
際
法
人
格
が
意
味
し
た
の
は
、
国
連
が
「
国
際
法
の
主
体
で
あ
っ
て
、
国
際
的
な
権
利
・
義
務
を
も
ち
、
国
際
請
求
を
提
起
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
守
る
能
力
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た）

注注
（

。

　

裁
判
所
は
、
国
連
の
国
際
的
な
権
利
か
ら
、
こ
の
機
構
が
そ
の
職
員
の
職
務
遂
行
中
に
受
け
た
障
害
で
被
っ
た
損
害
に
対
す
る
賠
償
を
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得
る
た
め
に
、
責
任
の
あ
る
国
家
に
対
し
て
請
求
で
き
る
よ
う
な
権
利
が
生
じ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
国
家
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
国
際
的
権
利
と
義
務
の
す
べ
て
を
も
つ
が
、
こ
の
機
構
の
よ
う
な
実
体
（entity, entité

）

の
権
利
や
義
務
は
、「
そ
の
構
成
文
書
で
明
示
ま
た
は
黙
示
さ
れ
て
い
る
か
、
実
行
を
通
じ
て
発
達
し
た
目
的
や
任
務
に
依
存
す
る
。」
こ

の
機
構
の
任
務
は
、
国
際
的
な
場
で
五
八
な
い
し
そ
れ
以
上
の
外
務
省
と
の
共
同
行
動
に
か
か
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
効
果
的
に
遂
行
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
加
盟
国
は
、
そ
の
任
務
の
遂
行
に
必
要
な
国
際
的
請
求
を
行
う
能
力
を
こ
の
機
構
に
与
え
て
い

る
と
結
論
」
し
た）

注6
（

。

　

し
か
し
、
本
件
で
は
、
国
連
の
職
員
が
非
加
盟
国
で
職
務
を
遂
行
中
に
殺
害
さ
れ
た
た
め
、
裁
判
所
は
、
国
連
が
事
件
に
責
任
を
負
う

べ
き
非
加
盟
国
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
得
る
た
め
の
国
際
的
な
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
れ
と
も
、
当
該
非
加
盟
国
は
、
国
連

の
国
際
的
な
請
求
を
行
う
能
力
を
否
認
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
難
問
に
直
面
し
た
裁
判
所
は
、

詳
細
な
論
証
を
省
略
し
て
、
こ
の
場
合
に
も
国
連
が
請
求
権
を
も
つ
こ
と
を
認
め
る
観
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
国
際
社
会
の
大
多
数
を
構
成
す
る
五
〇
カ
国
は
、
国
際
法
に
従
っ
て
国
際
的
請
求
を
行
う
能
力
と
と
も
に
、
た
ん
に
こ
れ
ら
の
国
の

み
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
、
客
観
的
国
際
人
格
（objective international personality, une personnalité  internationale 

objective

）
を
も
つ
実
体
を
創
設
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
た）

注注
（

。」

⑵　

国
連
の
職
員
に
関
す
る
保
護
権
と
黙
示
的
権
限

　

国
連
の
国
際
法
人
格
に
は
直
接
関
係
し
な
い
が
、
裁
判
所
は
、
本
件
の
勧
告
的
意
見
で
国
連
が
犠
牲
に
な
っ
た
職
員
、
ま
た
は
職
員
を

通
じ
て
権
利
を
も
つ
者
が
受
け
た
損
害
に
対
し
て
請
求
を
行
う
能
力
を
も
つ
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
積
極
的
な
判
断
を
示
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し
た）

注注
（

。
要
点
を
簡
潔
に
示
せ
ば
、
裁
判
所
は
、
国
家
が
他
国
の
国
際
違
法
行
為
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
自
国
民
に
関
し
て
行
使
で
き
る

国
際
法
の
伝
統
的
な
規
則
に
基
づ
く
外
交
的
保
護
権
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、
国
連
が
職
務
の
遂
行
中
に
国
家
の
国
際
義
務
に
違
反
す
る
行
為

に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
職
員
に
関
し
て
「
機
能
的
保
護
権
」（right of functional protection, droit de protection fonctionnelle

）
を

も
つ
こ
と
を
認
め
た）

注注
（

。

　

裁
判
所
は
、
こ
の
国
連
の
職
員
に
関
す
る
機
能
的
保
護
権
の
根
拠
を
探
り
、
憲
章
に
は
国
連
に
こ
の
よ
う
な
能
力
を
与
え
る
明
示
的
な

規
定
が
な
い
こ
と
を
認
め
て
、
国
連
の
任
務
に
関
す
る
憲
章
規
定
や
こ
の
任
務
に
関
す
る
職
員
の
役
割
が
、
損
害
を
被
っ
た
職
員
を
保
護

す
る
権
限
を
国
連
に
与
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
否
か
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
、「
憲
章
は
、
明
示
的
に
規
定
し
て
い
な
い
が
、
こ

の
機
構
は
、
こ
の
よ
う
な
権
限
を
も
つ
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
こ
の
「
権
限
は
、
国
際
法
上
、
そ
の
任
務
の
遂
行
に

不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
憲
章
で
必
然
的
な
含
意
（necessary im

plication, consequence né cessaire

）
と
し
て
国
連
に
与
え
ら
れ
て
い

る
」
と
い
う
判
断
を
示
し
た）

注0
（

。

　

国
連
の
職
員
に
関
す
る
機
能
的
保
護
権
を
明
確
に
認
め
た
こ
の
判
断
は
、
以
後
、
国
際
組
織
の
設
立
文
書
に
明
示
的
な
規
定
が
な
く
て

も
、
当
該
組
織
が
そ
の
目
的
の
達
成
と
任
務
の
遂
行
上
必
要
な
権
限
は
、
暗
黙
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、「
黙
示
的
権
限
説
」
の
有

力
な
理
論
的
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た）

注注
（

。
な
お
、
裁
判
所
は
、
職
員
が
無
国
籍
で
あ
る
場
合
と
職
員
が
国
籍
国
の
行
為
に
よ
っ
て

損
害
を
被
っ
た
場
合
も
想
定
し
て
い
た
。
裁
判
所
は
、
犠
牲
者
の
職
員
の
国
籍
国
が
職
員
に
関
し
て
外
交
的
保
護
権
を
も
ち
、
国
連
の
機

能
的
保
護
権
と
競
合
す
る
可
能
性
を
否
定
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
一
般
条
約
や
協
定
で
調
整
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し

た
）
注1
（

。
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〔
註
〕

（
1
） 

国
際
組
織
の
こ
の
よ
う
な
地
位
は
、
し
ば
し
ば
“legal status

”と
表
現
さ
れ
る
。Scherm

ers, H
. G

., International Institutional Law
, vol.II, （1972

）, 
pp.622-629 .　

Scherem
ers, H

. G
., &

 B
lokker, N

. M
., International Institutional Law

, 4 th R
ev.ed. M

artinus N
ijhoff （2003

）, pp.987-994 , §§
1562-

1571 . B
ekker, P.H

.F., The Legal Position of International O
rganizations: A Functional N

eccessity Analysis of their Legal Status and Im
m

unities, 

M
artinus N

ijhoff （1994

）, pp.6 ,51-53 . 

し
か
し
、
ワ
イ
ス
ベ
ル
グ
（G
.  W

eissberg

）
は
、
“status

”を
国
連
の
国
際
法
人
格
と
と
も
に
、
条
約
締
結
権
、

国
際
平
和
と
安
全
の
回
復
、
維
持
、
特
権
・
免
除
、
国
際
請
求
の
支
援
な
ど
の
国
際
的
な
法
的
能
力
な
い
し
権
能
に
関
し
て
も
用
い
て
い
る
。The 

International Status of the U
nited N

ations, O
ceana /  Stevens &

 Sons （1961

）, pp.10-32 , 33-77 ,78-105 ,106-140 ,141-169 ,170-200 .
 

　

ベ
ッ
カ
ー
は
、
国
際
組
織
の
こ
の
よ
う
な
法
的
地
位
を
示
す
用
語
と
し
て
“legal  status

”よ
り
広
い
意
味
を
も
つ
“legal position

”が
適
し
て
い
る
と
い

う
。B

ekker, ibid, note （1
）, p.51 . 
ル
ナ
ー
ル
と
フ
ァ
ン
・
ヌ
ッ
フ
ェ
ル
が
い
う
欧
州
連
合
（European U

nion

：EU

）
の
国
際
法
に
お
け
る
“position

”も

同
じ
意
図
で
あ
ろ
う
。Lenaert, K

. &
 van N

uffel, K
., European U

nion Law, 3 rd ed. Sw
eet &

 M
axw

ell （2011

）, p.951 . 

本
稿
に
お
い
て
も
、
国
際
組

織
の
国
際
法
上
の
地
位
は
、
国
際
法
人
格
と
い
う
一
般
的
・
形
式
的
な
意
味
に
お
け
る
地
位
と
と
も
に
、
国
際
組
織
の
権
能
な
い
し
は
権
限
と
国
際
責
任
と

い
う
個
別
的
・
具
体
的
な
意
味
に
お
け
る
地
位
を
含
む
も
の
と
し
て
論
じ
る
。

（
2
） 

国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
地
位
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
国
際
法
の
主
体
な
い
し
国
際
法
上
の
人
格
者
と
し
て
の
観
点
か
ら
議
論
さ
れ

た
。
詳
細
は
、
Ⅱ
の
本
文
と
註
を
参
照
。
こ
れ
は
、
そ
の
後
も
続
い
て
い
る
。Seidle- H

ohenveldern, I., The Legal Personality of International and 

Supranational O
rganizations, Revue Egyptienne de D

roit International （
以
下
で
は
、REgyp.D

I

と
す
る
）, vol.21 , （1965

）, pp.35-72 , at p.35 . 
M

ugerw
a, N

., Subject of International Law, Sø rensen, M
., （ed.

）, M
anual of Public International Law, M

acm
illan （1968

）, pp. 247-310 , at pp.257-
260 . R

euterswä rd, R
., The Legal N

ature of International O
rganizations, N

ordisk Tidsskrit for International Ret og Jus G
entium

 （N
ord.TIR

）, vol.49 , 

（1980

）, pp.14-15 . 

国
際
司
法
裁
判
所
も
、W

H
O

と
エ
ジ
プ
ト
間
の
協
定
の
解
釈
に
関
す
る
一
九
八
〇
年
一
二
月
二
〇
日
の
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
、「
国

際
組
織
は
、
国
際
法
の
主
体
（International organizations are subjects of international law, Lʼ organisation internationale est un sujet de droit 

international

）
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
国
際
法
の
一
般
的
規
則
、
憲
章
ま
た
は
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
国
際
協
定
で
課
さ
れ
て
い
る
い
ず
れ

か
の
義
務
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
。」
と
し
た
。W

H
O

が
意
見
を
要
請
し
た
が
、
裁
判
所
が
応
じ
な
か
っ
た
。「
武
力
紛
争
時
に
お
け
る
国
家
の
核
兵

器
使
用
の
合
法
性
」
に
関
す
る
一
九
九
六
年
七
月
八
日
の
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
も
、「
国
際
組
織
が
国
際
法
の
主
体
で
あ
っ
て
、
国
家
と
異
な
り
、
一
般
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的
な
権
能
（com

petence

）
を
も
た
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。Interpretation of the A

greem
ent of 25  M

arch 

1951  betw
een W

H
O

 and Egypt, A
dvisory O

pinion, IC
J.Reports, 1980 , pp.89-90 , para.37 .　

Legality of the U
se by a State of N

uclear W
eapons in 

arm
ed C

onflict, A
dvisory O

pinion, IC
J. Reports, 1996 , p.78 , para.24 . 

 

　

国
際
連
盟
の
設
立
後
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
議
論
が
徐
々
に
一
般
化
し
、
国
際
連
合
の
設
立
後
、
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

フ
ァ
ス
ベ
ン
ダ
ー
の
以
下
の
論
文
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
主
体
性
を
中
心
に
論
じ
た
比
較
的
新
し
い
例
で
あ
る
。Vasß

bender, M
., D

ie 

Vö lkerrechtssubjektivitä t internationaler O
rganisationen,  Ö

sterreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht （Ö
ZöRV.

）, vol.37 , 

（1986

）, pp. 17-49 . 

（
3
） 

国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
議
論
を
錯
綜
さ
せ
て
い
る
要
因
の
一
つ
に
、
国
際
法
人
格
の
概
念
や
こ
の
用
語
の
意
味
内
容
が
論
者
に
よ
っ
て

異
な
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
国
連
の
国
際
法
人
格
の
存
在
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
後
述
す
る
、
一
九
四
九
年
四
月
一
一
日
の
国
際
司
法
裁
判
所

「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」
の
勧
告
的
意
見
で
一
応
決
着
し
た
が
、
勧
告
的
意
見
は
、
さ
ら
に
複
雑
な
問
題
を
提
起
し
て
き
て
い
る
。Injuries Suffered in the 

Service of the U
nited N

ations, A
dvisory O

pinion, 11  A
pril 1949 , IC

J. Reports, 1949 , pp.2-219 . 
 

　

周
知
の
通
り
、
法
人
格
の
概
念
の
使
用
に
は
、
従
来
か
ら
も
ネ
カ
ム
（A

.  Né ká m

）
に
よ
る
強
い
批
判
が
あ
り
、
国
際
法
の
分
野
に
関
し
て
は
、
オ
コ

ン
ネ
ル
（D

.P. Oʼ C
onnell

）
の
現
状
を
冷
静
に
と
ら
え
た
指
摘
も
あ
る
。Né ká m

, A
., The Personality C

onception of the Legal Personality, H
arvard 

U
niversty Press （1938

）.　

ネ
カ
ム
は
、
法
人
格
に
関
す
る
議
論
の
歴
史
的
展
開
と
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
て
、
こ
の
概
念
を
使
用
し
な
い
こ
と
を
主
張
し

た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
法
人
格
の
理
論
は
、「
法
的
現
象
の
科
学
的
な
意
見
と
し
て
は
、
そ
の
基
礎
が
ま
っ
た
く
不
正
確
で
根
拠
が
な
く
、
そ
の
帰
結

（results

）
を
誤
解
さ
せ
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
人
で
は
な
い
権
利
主
体
を
「
法
人
格
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
も
異
議
を
唱
え
て
、「
法
的
実
体
」（legal 

entity

）
の
概
念
の
使
用
を
提
唱
し
た
。ibid., pp.120-124 . 

オ
コ
ン
ネ
ル
は
、
国
内
法
学
が
こ
の
（
法
人
格
に
関
す
る
）
問
題
に
傾
注
し
て
い
た
ま
さ
に
そ

の
時
期
に
、
法
人
格
に
関
す
る
議
論
を
回
避
で
き
た
の
に
、
国
内
法
が
論
争
に
飽
き
飽
き
し
て
い
る
時
に
、
こ
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
の
は
奇
妙
な
こ
と

で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。Oʼ C

onnell,  D
.P., International Law, vol.I, Stevens &

 Sons &
 O

ceana （1965

）, p.89 .
 

　

し
か
し
、
こ
の
概
念
の
使
用
は
、「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」
以
来
、
国
際
組
織
の
法
的
地
位
に
関
し
て
む
し
ろ
一
般
化
し
て
お
り
、
こ
の
概
念
を
使
用
す

る
こ
と
の
適
否
を
論
じ
る
段
階
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
勧
告
的
意
見
以
来
生
じ
て
い
る
概
念
上
の
混
乱
を
整
序
し
、
さ

ら
に
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
議
論
に
お
け
る
恣
意
的
と
も
み
え
る
使
用
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
錯
綜
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す
る
議
論
の
現
状
を
み
る
と
、
ネ
カ
ム
の
提
言
を
検
討
す
る
価
値
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
4
） 

Ibid.
（
5
） 

Scherm
ers, op.cit. supra, note （1

）, p.625 . B
roches, A

., International Legal A
specs of the operations of the W

orld B
ank, Recueil des C

ours de 

lʼAcadem
ie de droit international de La H

aye （R
C

A
D

I

）, vol.98 , （1959- III

）, pp.316 ,317 . B
in C

heng, ibid. R
einish, ibid, p.13 .

 

　
「
法
人
格
」
と
「
法
人
格
者
」（legal person, personne juridique, R

echtsperson

）
の
直
接
の
語
源
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
のpersona

は
、
演
劇
で
使
用
さ

れ
る
仮
面
（m

ask
）
と
こ
れ
か
ら
転
じ
て
演
劇
に
お
け
る
役
割
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
、
発
音
も
酷
似
す
る
ギ
リ
シ
ャ
語
のπρ

όσωπ
oν

（prosopon

）
に
由

来
す
る
ら
し
い
。
ロ
ー
マ
法
で
はpersona

は
、
後
に
訴
訟
手
続
に
お
け
る
「
政
務
官
、
審
判
人
、
原
告
、
被
告
等
」
の
法
的
な
内
容
を
も
つ
用
語
と
し
て

用
い
ら
れ
た
と
い
う
。
恒
藤
恭
「
法
律
意
識
に
お
け
る
人
格
者
概
念
（
二･

完
）」『
法
学
論
叢
』
第
二
三
巻
六
号
（
一
九
三
〇
）、
五
一

－

五
二
頁
。
恒
藤

恭
『
法
的
人
格
者
の
理
論
』
弘
文
堂
書
房
（
一
九
三
五
）、
四

－

一
〇
頁
。N

ijm
an, E.J., The C

oncept of International Legal Personality, T.M
.C

. A
sser 

（2004

）, Preface, vii.

参
照
。

（
6
） 

恒
藤
、
前
掲
論
文
（
一
）、『
法
学
論
叢
』
第
二
三
巻
一
号
（
一
九
三
〇
）、
一
九

－

二
〇
、
二
五
頁
註
一
。
同
、
前
掲
論
文
（
二
・
完
）、『
法
学
論

叢
』
第
二
三
巻
六
号
、（
一
九
三
一
）、
八
一
九

－

八
二
五
、
八
二
八

－

八
三
〇
頁
。
同
、
前
掲
書
、
二
一

－

二
二
、
二
七
、
一
五
九

－

一
六
〇
、
一
八
六

－

一
九
七
、
二
一
七

－

二
二
〇
一
頁
。
い
ず
れ
に
し
て
も
法
人
格
の
概
念
は
、
国
際
法
上
の
権
利
義
務
や
法
的
行
為
の
種
類
や
内
容
、
範
囲
を
量
的
に
示
す
定

量
的
な
意
味
を
含
ま
な
い
。

（
7
） 

註
（
2
）
を
参
照

（
8
） 

ワ
イ
ス
ベ
ル
グ
は
、「
学
術
的
用
語
、
法
的
な
擬
制
、
法
の
人
為
的
創
造
物
」
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
が
、
国
際
法
人
格
と
国
際
法
人
格
者
の
国
際
法

と
国
際
組
織
法
の
基
本
概
念
と
し
て
の
重
要
性
に
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
。 W

eisberg, op.cit. supra, note （1

）, p.21 . 

な
お
、
以
下
で
は
、
可
能
な
範

囲
で
「
実
体
」
な
い
し
「
法
的
実
体
」
と
い
う
用
語
も
使
用
す
る
。
裁
判
所
も
国
連
に
関
し
て
“an entity,

《une entité

》
を
使
っ
た
。IC

J. Reports, 1949 , 
op.cit. supra, note （3

）, pp.180 ,185 . Scherm
ers &

 B
lokker, op.cit. supra, note （1

）, p.985 , §
. 1559 .

（
9
） 

権
利
能
力
や
行
為
能
力
は
、
も
と
も
と
国
内
私
法
上
の
概
念
で
あ
る
。
国
際
法
の
領
域
で
は
、
従
来
か
ら
権
利
や
能
力
、
権
能
、
権
限
な
ど
の
用
語

が
か
な
ら
ず
し
も
明
確
に
区
別
さ
れ
ず
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
法
律
上
の
「
能
力
」
に
は
、
権
利
義
務
の
主
体
と
な
る
資
格
を
さ
す
権
利
能
力
と
法
律
行
為

を
行
う
能
力
を
さ
す
行
為
能
力
が
あ
る
。
権
利
能
力
は
、
権
利
を
享
有
し
う
る
法
律
上
の
資
格
を
さ
す
。
正
確
に
は
権
利
を
享
有
し
、
義
務
を
履
行
す
べ
き
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地
位
が
問
題
に
な
る
か
ら
、
権
利
・
義
務
法
力
で
あ
る
が
、
た
ん
に
「
権
利
能
力
」
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
法
的
な
実
体
に
は
、
公
法
上
の
権
利
能

力
も
あ
り
う
る
が
、
近
代
法
に
お
け
る
私
法
上
の
権
利
関
係
が
重
視
さ
れ
、
公
法
上
の
権
利
を
享
有
す
る
地
位
に
関
す
る
一
般
的
な
法
理
が
存
在
し
な
い
こ

と
も
あ
り
、
公
法
上
の
権
利
能
力
の
観
念
は
発
達
し
な
か
っ
た
。

 

　
「
行
為
能
力
」
は
、
法
律
行
為
を
単
独
で
完
全
に
行
い
う
る
法
的
な
能
力
な
い
し
資
格
を
さ
す
。
権
利
能
力
者
が
個
々
の
権
利
や
義
務
を
取
得
す
る
た
め

の
主
要
な
手
段
と
な
る
の
が
法
律
行
為
で
あ
る
。
法
律
行
為
は
、
権
利
義
務
の
取
得
や
喪
失
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
行
為
能
力
は
、
権
利
能
力
の
存
在

を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
権
利
能
力
の
な
い
者
に
は
、
行
為
能
力
は
な
い
。
し
か
し
、
行
為
能
力
を
も
つ
者
に
は
、
必
ず
権
利
能
力
が
備
わ
っ

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
権
利
能
力
者
が
単
独
で
完
全
な
法
律
行
為
を
な
す
た
め
に
は
、
意
思
能
力
と
行
為
能
力
を
必
要
と
す
る
。
末
広
厳
太
郎
・
田
中
耕
太
郎

責
任
編
集
『
法
律
学
辞
典
』
岩
波
書
店
、
第
一
巻
（
一
九
三
四
）、
六
五
四

－

六
五
六
頁
、
第
二
巻
（
一
九
三
七
）、
六
六
四
頁
。
我
妻
栄
編
集
代
表
『
新

版 

新
法
理
学
辞
典
』
有
斐
閣
（
一
九
六
八
）、
二
三
四
、
二
四
七
、
二
五
二
、
八
八
八
頁
。
末
川
博
編
『
全
訂 

法
学
辞
典
』
日
本
評
論
社
（
一
九
七
六
）、

二
五
二

－

二
五
三
、
二
六
五

－

二
六
六
頁
。

 

　

行
為
能
力
と
「
権
能
」
や
「
権
限
」
の
区
別
は
難
し
い
が
、
国
内
法
で
は
、
私
法
上
の
典
型
的
な
行
為
能
力
と
し
て
、
契
約
の
締
結
、
動
産
・
不
動
産
の

取
得
と
処
分
、
訴
訟
の
提
起
が
あ
る
。
国
内
法
の
概
念
や
法
理
を
国
際
法
の
領
域
で
類
推
・
適
用
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

国
際
法
の
多
く
の
規
則
や
そ
れ
ら
を
含
む
制
度
が
国
内
法
の
規
則
や
制
度
の
類
推
、
拡
大
・
縮
小
な
ど
の
必
要
な
変
更
を
加
え
て
適
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
事
実
、
国
連
憲
章
第
一
〇
四
条
と
「
国
際
連
合
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
」（「
国
連
特
権
免
除
条
約
」）
第
一
条
、「
専
門
機
関
の

特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
」（「
専
門
機
関
特
権
免
除
条
約
」）
第
二
条
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
連
と
専
門
機
関
が
加
盟
国
に
お
け
る
法
人
格
を
も
つ
こ
と
を

明
示
的
に
規
定
し
、
次
の
能
力
（
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
で
は
、capacity, capacité , capacidad

）
を
も
つ
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
⒜
契
約
を

締
結
す
る
こ
と
、
⒝
不
動
産
及
び
動
産
を
取
得
し
、
及
び
処
分
す
る
こ
と
、
⒞
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
わ
が
国
の
公
定
訳
で
は
、
こ
れ
ら
の
用

語
は
、「
能
力
」
で
あ
る
が
、
条
約
の
正
文
で
あ
る
中
国
語
版
の
本
文
で
は
、
明
確
に
「
行
為
能
力
」
と
な
っ
て
い
て
、
行
為
能
力
の
概
念
は
公
認
さ
れ
て

い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
こ
と
は
、
国
際
法
と
国
内
法
の
違
い
を
考
慮
に
い
れ
て
理
論
構
成
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

 

　

国
際
法
で
は
、
国
際
法
の
主
体
の
権
利
能
力
や
行
為
能
力
に
関
す
る
確
立
し
た
用
語
法
は
な
い
。
上
記
の
よ
う
に
、
国
連
憲
章
や
国
連
特
権
免
除
条
約
、

専
門
機
関
特
権
免
除
条
約
の
関
連
規
定
で
は
、
国
連
な
ど
の
加
盟
国
の
国
内
法
上
の
行
為
能
力
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
国
際
法
上
の
権

利
能
力
と
行
為
能
力
を
以
下
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
る
。
権
利
能
力
は
、
国
際
組
織
を
含
む
国
際
法
主
体
の
国
際
法
上
の
権
利
義
務
を
も
つ
資
格
を
さ
し
、
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行
為
能
力
は
、
条
約
の
締
結
、
職
員
の
保
護
、
使
節
の
接
受
や
派
遣
、
領
域
の
管
理
や
統
治
、
軍
隊
の
保
持
・
運
用
、
国
際
的
な
訴
訟
の
提
起
、
国
際
責
任

な
ど
を
享
有
し
、
負
担
す
る
能
力
な
い
し
資
格
を
さ
す
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
、
国
際
組
織
の
内
部
機
関
の
設
置
や
内
部
的
秩
序
の
維
持
、
機
関
の
設
立
文

書
や
そ
の
他
の
文
書
に
内
部
的
規
則
、
実
行
な
ど
に
基
づ
い
て
確
立
さ
れ
て
い
る
そ
の
他
の
能
力
な
い
し
権
能
に
つ
い
て
は
、「
権
限
」

（pow
er,  com

petence

）
の
方
が
よ
り
適
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
基
本
的
に
こ
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

 

　

英
米
法
で
は
“capacity

”は
、
行
為
能
力
を
さ
す
場
合
が
多
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
《capacité

》
も
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
が
、
行
為
能
力
は
、

《capacite  juridique
》
と
も
表
現
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
語
で
は
、
“Geschaftsfä higkeit, H

andlungsufä higkeit

”で
あ
る
。
英
米
法
系
の
国
際
法
学
者
で
こ
の

用
語
を
国
際
法
上
の
権
利
能
力
に
近
い
意
味
で
用
い
た
の
は
、
ビ
ン
・
チ
ェ
ン
で
あ
る
。B

in C
heng, Introduction to Subject of International Law, 

B
edjaoui, M

., （gen.ed.
） International Law

: Achievem
ents and Prospects, M

artinus N
ijhoff （1991

）, pp.23-40 . 

論
文
で
は
、
以
下
の
よ
う
に

“capacity

”を
国
際
法
人
格
の
概
念
と
関
係
づ
け
て
、
権
利
や
義
務
を
も
つ
能
力
を
さ
す
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
。

　
　

 　

“International legal personality is sim
ply legal personality under the international legal system

. It is the status enjoyed by subjects of 

international law, denoting their capacity to bear rights and duties under international law. B
y rights and duties of international law

 are m
eant 

strictly legal rights and legal duties, under rules of international law, directly possessed by, or incum
bent upon, the subject concerned. In other 

w
ords, international legal personality m

eans being the direct addressees of rules of rules of international law.

” ibid., p.25 .
 

　

他
方
、
ビ
ン
・
チ
ェ
ン
は
、
条
約
締
結
権
や
違
法
行
為
能
力
の
よ
う
な
典
型
的
な
行
為
能
力
に
属
す
る
と
み
ら
れ
る
行
為
に
つ
い
て
“capacity

”で
は
な

く
、
“right

”を
用
い
て
い
る
。
“right of treaty

”, 

“right to bring international claim
, to sue and be sued in the international plane

”, 

“right to be directly 
responsible for any breach of one' s ow

n legal obligations （D
eliktsfä higkeit

）”
な
ど
で
あ
る
。ibid. p.38 . 

ス
ヘ
ル
メ
ル
ス
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
上

の
行
為
能
力
を
“Capacity to act under international law

”と
表
現
し
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
国
際
法
上
の
行
為
能
力
と
し
て
、
他
の
「
国
際
法
主
体
を
承

認
す
る
権
利
」
も
あ
げ
て
い
る
。Scherm

ers, H
.G

., The Internaional O
rganizations, B

edjaoui, （gen. ed.

）, ibid., pp. 73-76 .
 

　
「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」
の
勧
告
的
意
見
手
続
に
お
い
て
事
務
総
長
の
代
理
人
（C

ounsel

）
と
し
て
国
際
司
法
裁
判
所
で
陳
述
を
行
っ
た
フ
ェ
ラ
ー

（A
,H

.  Feller

）
は
、
国
連
の
国
際
法
人
格
の
存
在
を
論
じ
て
、「
法
人
格
の
本
質
は
、
権
利
を
享
有
し
義
務
を
負
担
す
る
能
力
で
あ
る
。」（The essence of 

legal personality is the capacity to enjoy legal rights and assum
e duties.

）
で
あ
る
」
と
し
て
、
“capacity

”を
や
は
り
権
利
能
力
を
さ
す
も
の
と
し
て

扱
っ
た
。
そ
し
て
、「
国
際
連
合
と
呼
ば
れ
る
国
際
法
人
格
（
者
）
は
、
同
様
に
一
般
国
際
法
と
条
約
国
際
法
か
ら
生
じ
る
権
利
を
享
有
す
る
。」
と
述
べ
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た
。Statem

ent by M
r. Feller, C

ounsel for the Secretary- G
eneral, A

nnexe aux Proces- Verbax, C
our Internationale de Justice, M

em
oires, Plaidoiries 

et D
ocum

ents, Ré parations des D
om

m
ages subis au Service des N

ations U
nies, C

our Internationale de Justice （C
IJ

）, 1949 , pp.70-93 , at p.76 .
 

　

ド
イ
ツ
法
系
の
国
際
法
学
者
は
、
従
来
か
ら
「
国
際
法
上
の
権
利
能
力
」（vö lkerrechtsliche R

echtsfä higkeit

）
と
「
国
際
法
上
の
行
為
能
力
」 

（vö lkerrechtsliche  H
andlungsfä higkeit

）
の
用
語
を
使
い
分
け
て
い
る
。K

orte, H
., G

rundfragen der völkerrechtlichen Rechtsfähigkeit und 

H
andlungstfähigkeit der Staaten, Verlag fü r Staatsw

issenschften und G
eschichte G

.m
.b.H

. （1934

）, pp.45-55 , 56-72 , 135-143 .　

H
eydte, F. A

., 

Völkerrecht, Springer Verlag  （1958

）, pp.91-96 .　

Verdroß
, A

, Völkerrecht, 5 te N
eubearbeit. &

 Erw
eit.. A

ufl, Springer Verlag （1964

）, p.190 .
 

 

ラ
イ
ニ
シ
ュ
は
、
国
内
法
や
国
際
組
織
の
設
立
条
約
、
本
部
協
定
、
特
権
免
除
条
約
、
裁
判
所
、
著
述
家
な
ど
が
用
い
て
い
るlegal （juridical

） 
personality

やlegal （juridical
） capacity 

に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。「
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、personality

は
、
特
定
の
法
秩
序
に
お
け
る
法
の
主

体
と
し
て
の
あ
る
実
体
の
存
在
に
関
す
る
よ
り
基
本
的
な
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、capacity

は
、
よ
り
し
ば
し
ば
、
人
格
を
も

つ
実
体
が
保
持
す
る
特
定
の
法
的
権
能
（specific legal pow

ers

）
を
示
す
、
人
格
の
資
格
（a qualification of  personality

）
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い

る
。」
も
っ
と
も
、
法
人
格
や
能
力
な
ど
は
、
諸
国
の
様
々
な
法
制
度
に
深
く
根
ざ
し
た
概
念
で
あ
り
、
定
義
の
仕
方
や
適
用
に
も
違
い
が
あ
る
と
し
、
諸

国
の
裁
判
所
や
法
理
論
に
お
け
る
用
語
法
は
、
用
心
し
て
扱
う
べ
き
で
、
根
底
に
あ
る
考
え
方
を
容
易
に
移
し
替
え
ら
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
、

慎
重
に
対
応
す
る
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。R

einisch, A
., International O

rganizatios Before N
ational C

ourts, C
am

bridge U
niversity Press, （2000

）, 
pp.14 ,71 .

 

　

わ
が
国
で
は
、
国
際
組
織
の
「
権
利
能
力
」
を
論
じ
た
著
作
に
山
本
草
二
『
国
際
法
』
有
斐
閣
（
一
九
八
五
）、
一
〇
九

－

一
二
四
頁
が
あ
る
。
同
書
で

は
、
国
際
組
織
の
条
約
締
結
能
力
を
国
際
法
上
の
権
利
能
力
と
し
て
い
る
。
八
八
、
一
一
七
頁
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
国
際
組
織
の
条
約
締
結
能
力
を
典

型
的
な
国
際
法
上
の
行
為
能
力
と
み
る
立
場
か
ら
論
じ
る
。

 

　

国
際
司
法
裁
判
所
は
、
一
九
四
九
年
の
「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」
の
勧
告
的
意
見
で
、
国
連
の
国
際
請
求
を
行
う
能
力
を
“capacity to bring an 

international claim

”, 《la qualité  pour presenter une reclam
ation internationale

》
と
表
現
し
て
、
“capacity

”に
対
応
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
に
は
、

《capacité

》
で
は
な
く
、《qualité

》
を
用
い
た
。
裁
判
所
は
、
国
際
請
求
を
行
う
能
力
を
“com

petence

”と
も
表
現
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
や
は
り

《qualité

》
を
用
い
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
連
の
国
際
請
求
を
提
起
す
る
能
力
を
国
際
行
為
能
力
と
み
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。IC

J. Reports, 1949 , 
ibid., p.177 . 

な
お
、
同
事
件
に
お
い
て
国
連
事
務
総
長
を
代
表
し
て
一
九
四
九
年
三
月
七
日
に
裁
判
所
で
陳
述
し
た
ケ
ル
ノ
（I.  K

erno

）
事
務
次
長
補
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は
、
以
下
の
よ
う
に
も
陳
述
し
た
。

　
　

 「･･･

わ
れ
わ
れ
の
意
見
で
は
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
憲
章
を
作
成
し
た
人
び
と
は
、
独
自
の
国
際
人
格
を
も
つ
国
際
組
織
を
創
設
し
た
。
国
際
人

格
は
、
国
際
的
性
格
に
不
可
欠
な
若
干
の
権
利
を
含
み
、
と
く
に
こ
の
不
可
欠
な
権
利
の
中
に
、
国
連
を
代
表
し
て
任
務
を
遂
行
し
て
い
る
組
織
の
職
員

が
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
彼
ら
を
保
護
す
る
権
利
を
も
つ
の
で
あ
る
。」Exposé  du D

r. Ivan K
erno, C

our Internationale de Justice （C
IJ

）, 1949 , 
ibid., p.51 .

 

　

国
家
の
場
合
は
、
長
い
歴
史
的
背
景
と
形
態
や
主
権
概
念
に
基
づ
く
法
的
地
位
な
ど
の
近
似
性
か
ら
、
国
際
法
主
体
性
な
い
し
国
際
法
人
格
と
ほ
ぼ
共
通

す
る
国
際
法
上
の
権
利
能
力
や
行
為
能
力
の
因
果
関
係
を
無
視
し
て
論
じ
て
も
さ
ほ
ど
違
和
感
は
与
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
歴
史
や
規
模
、
目
的
や
任
務

が
異
な
り
、
多
様
性
を
特
徴
と
す
る
国
際
組
織
を
国
家
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
10
）　

こ
の
見
解
で
は
、
国
際
法
人
格
を
も
つ
実
体
、
国
家
と
国
際
組
織
は
、
同
一
の
国
際
法
上
の
権
利
義
務
と
行
為
能
力
を
も
つ
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
が
、
裁
判
所
が
同
事
件
で
示
し
た
国
家
と
国
連
の
国
際
法
上
の
権
利
義
務
は
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
正
当
な
判
断
と
相
容
れ
な
い
。IC

J. 

Reports, 1949 , op.cit. supra, note （3
）, p.9 . 

ま
た
、
裁
判
所
が
世
界
保
健
機
関
（W

H
O

）
に
よ
る
武
力
紛
争
に
お
け
る
核
兵
器
の
使
用
の
合
法
性
に
関
す

る
勧
告
的
意
見
の
要
請
を
退
け
た
際
に
示
し
た
、
国
際
組
織
の
法
的
能
力
は
、「
専
門
性
の
原
則
」（principle of speciality

）
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
、
組
織

の
任
務
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
類
似
の
判
断
と
も
整
合
し
な
い
。IC

J. Rep. 1996 , op.cit. supra, note （2

）, p.78 . 

人
権
の
国
際
的
保
障
の
動
き
の
中
で
、

個
人
に
も
一
定
の
国
際
法
上
の
権
利
義
務
が
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
個
人
の
国
際
法
主
体
性
、
し
た
が
っ
て
、
国
際
法
人
格
も
否
定
し
が
た
く
な
っ
て
い
る

が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
個
人
に
は
国
家
や
国
際
組
織
の
よ
う
な
条
約
締
結
能
力
や
使
節
の
派
遣
・
接
受
能
力
な
ど
は
な
く
、
条
約
な
ど
で
特
別
に
認
め
て

い
る
場
合
は
別
に
し
て
、
国
際
請
求
を
提
起
す
る
能
力
も
な
い
。

（
11
） 

K
elsen, H

., Principles of International Law, 2 nd ed. Tucker, R
. W

., （rev. &
 ed.

） Hort/  R
inehart &

 W
inston （1966

）, p.573 . 

こ
れ
は
、
彼
の
国

際
法
と
国
内
法
の
一
元
論
と
は
関
係
が
な
い
。Scherm

ers, H
. G

. &
 B

lokker, N
. M

., op.cit. supra, note （1

）, pp.985-986 , §§
. 1559-1561 . C

heng, B
., 

op. cit. supra, note （4

）, p.23 .

（
12
） 

国
際
組
織
を
設
立
し
、
国
際
法
上
の
権
利
能
力
や
行
為
能
力
、
責
任
能
力
な
ど
を
付
与
す
る
の
は
国
家
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
国
際
組
織
の
国
際
法

人
格
を
生
じ
さ
せ
る
の
は
国
家
で
あ
る
が
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
有
無
を
決
定
す
る
の
は
国
際
法
で
あ
る
。
条
約
を
締
結
す
る
の
は
国
家
や
国
際
組

織
で
あ
る
が
、
条
約
の
有
効
性
や
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
の
は
、
条
約
法
と
い
う
国
際
法
の
規
則
で
あ
る
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
付
言
す
れ
ば
、「
国
連
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損
害
賠
償
事
件
」
が
示
す
よ
う
に
、
国
際
組
織
の
設
立
条
約
に
当
該
組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
明
示
的
な
規
定
が
な
く
て
も
、
組
織
の
国
際
法
上
の
権

利
や
義
務
、
国
際
的
な
行
為
な
ど
か
ら
国
際
法
人
格
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
事
実
も
こ
の
よ
う
な
判
断
を
間
接
的
に
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

（
13
） 

Fedozzi, P., G
li enti collettivi nel diritto internazionale privato, con speciale riguardo al diritto di successione, Fratelli D

rucker 

（1897

）, 
p.120 . 

他
方
で
、
国
際
行
政
連
合
は
、
主
権
を
も
た
な
い
と
し
て
、
国
家
の
よ
う
な
国
際
法
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
否
認
し
た
と
い
う
。
国
際
法
の
主
体
性

と
国
家
主
権
を
結
び
付
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
判
断
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
当
時
の
国
際
社
会
に
お
け
る
国
家
の
地
位
と
そ
の
権
利
義
務
関
係
が
、
主
権

を
中
心
に
判
断
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
国
際
行
政
連
合
や
国
際
決
済
銀
行
、
賠
償
委
員
会
、
国
際
連
盟
の
国
際
法
人
格
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て

は
、
ワ
イ
ス
ベ
ル
グ
の
簡
潔
な
記
述
が
あ
る
。W

eissberg, op. cit. supra, note （1

）, pp.1-9 .

（
14
） 

Fusinato, G
., La personalità giuridica dellʼ Istituto internazionale di agricoltura, nel quale ricordava che la convenzione internazionale da cui 

era nato lʼ Istituto aveva riconosciuto a questo personalità giuridica internazionale, Rivista di D
iritto Internazionale （RD

I（2

））, vol.8 , （1914

）. 
pp.154-155 . 

も
っ
と
も
、
彼
も
国
際
法
の
主
体
に
な
れ
る
の
は
国
家
だ
け
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
国
際
法
人
格
と
国
際
法
の
主
体
と
の
区
別
が

み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
国
際
連
盟
の
設
立
後
に
も
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ジ
オ
ッ
ト
・
ピ
ン
ト
ー
ル
は
、
国
家
だ
け
が
国
際
法
人
格
者
で
あ
っ

て
、
国
際
連
盟
な
ど
は
、
た
ん
に
国
際
法
の
主
体
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
ま
っ
た
く
逆
の
主
張
を
し
た
。Siotto- Pintor, M

., Les sujets du droit international 

autres que les Etats, RC
AD

I, vol.41 , （1932- III
）, pp.251 , 299 .

（
15
） 

N
eum

eyer, K
., Les U

nions Internationales, Revue de D
roit International （RD

I, （1

））, vol.2 , （1924

）, pp.356-357 . 

ワ
イ
ス
バ
ー
グ
に
よ
れ
ば
、

ア
ン
ツ
ィ
ロ
ッ
テ
ィ
は
、
一
九
〇
四
年
と
一
九
一
二
年
の
著
作
で
、
そ
れ
ぞ
れ
国
家
以
外
に
国
際
法
の
主
体
が
存
在
す
る
こ
と
は
想
定
で
き
ず
、
国
家
間
の

相
互
関
係
を
規
律
す
る
た
め
に
国
家
の
集
合
的
意
思
で
設
置
さ
れ
る
国
際
法
の
観
念
そ
の
も
の
か
ら
し
て
、
こ
の
法
の
主
体
は
国
家
で
あ
り
、
国
家
だ
け
で

あ
る
と
述
べ
て
い
た
。W

eissberg, op.cit. supra, note （1

）, pp.2-3 . 
も
っ
と
も
、
ア
ン
ツ
ィ
ロ
ッ
テ
ィ
は
、
一
九
二
八
年
の
著
作
で
国
家
主
権
と
国
際
法

人
格
や
国
際
法
の
主
体
の
概
念
を
結
び
付
け
る
こ
と
の
誤
り
を
指
摘
し
た
。A

nzilotti, D
., C

orso di diritto internazionale, 3 rd ed. vol.1 , A
thenaem

 

（1928

）., 

『
国
際
法
の
基
礎
理
論
』（
一
又
正
雄
訳
）（
一
九
七
一
）、
一
七
二

－

一
七
三
頁
参
照
。

（
16
） 
International Institute of A

griculture v. Profili, C
ourt of C

assation, 26  February 1931 , Annual D
igests of International Law

 Reports （AD
ILR

）, 
vol.5 , （1929-30

）, C
ase N

o.254 , pp.413-415 . RD
I （2

）, vol.23  （1931

）, p.386 . W
hitem

an, M
., D

igest of International Law, U
S.G

overnm
ent Printing 

O
ffice, vol.1 , （1963

）, p.46 . 

一
九
三
〇
年
六
月
二
〇
日
に
イ
タ
リ
ア
は
、
同
研
究
所
の
特
権
・
免
除
に
関
す
る
法
律
を
制
定
し
た
。Ibid., p.415 .
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（
17
） 

H
obson, A

., The International Institute of Agriculture: A
n H

istorical and C
ritical A

nalysis of its O
rganization, A

ctivities and Policies of 

A
dm

inistration, U
niversity of C

alifornia Press （1931

） pp.231-236 , 344-345 .
（
18
） 
連
盟
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
的
な
性
格
も
大
き
な
論
議
の
的
に
な
っ
た
。
多
く
の
論
者
は
、
連
盟
を
「
超
国
家
」（Super  State

）
で
あ
る
と
い
う
少

数
説
を
否
定
し
、「
国
家
連
合
」 （confederation

）
で
あ
る
し
た
。
コ
ー
ベ
ッ
ト
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。C

orbett, P.E., W
hat is the League of N

ations, 

Britsh Yearbook of International Law
 （Brit.YIL

）, vol.24 , （1923

）, pp.147-148 . 

ア
ン
ツ
ィ
ロ
ッ
テ
ィ
は
、
連
盟
を
連
邦
国
家
と
同
様
に
み
な
し
た
。
一

又
訳
『
国
際
法
の
基
礎
理
論
』、
前
掲
書
、
一
六
七

－

一
七
二
頁
。
連
盟
を
超
国
家
と
み
る
こ
と
に
反
対
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
は
、
連
盟
を
「
国
家
連
合
」

（C
onfederation

）
と
呼
ぶ
こ
と
に
も
異
論
を
唱
え
た
。
そ
し
て
、
連
盟
が
そ
の
よ
う
な
特
質
を
持
た
な
い
と
し
て
、「
国
家
」（State

）
や
「
連
邦
」

（Federation

）、「
国
家
連
合
」（U

nion of States

）
な
ど
の
名
称
を
与
え
る
こ
と
に
も
反
対
し
た
。W

illiam
s, J.F., Som

e Aspects of the C
ovenant of the 

League of N
ations, O

xford U
niversity Press （1934

）, pp.38-44 . 

連
盟
は
、
国
内
私
法
上
の
類
推
を
す
れ
ば
、
法
人
（corporation

）
の
よ
う
な
性
質
を

持
つ
と
し
た
。ibid., pp.42-43 .

 

　

連
盟
の
国
際
法
人
格
の
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
お
い
て
連
盟
の
超
国
家
的
性
格
に
関
す
る
懸
念
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
の
問
題
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
の
国
際
連
合
の
設
立
の
際
に
も
生
じ
た
。

（
19
） 

O
ppenheim

,L., Le C
aractè re essentiel de la Socié té  des N

ations, Revue générale de D
roit International Public （RG

D
IP

）, 2 m
e Sé r. vol.1 , 

（1919

）, p.234-244 . 

連
盟
の
国
際
法
人
格
の
そ
の
他
の
肯
定
論
者
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
専
門
家
が
あ
げ
ら
れ
る
。
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
、
ラ
ル
ノ
ー
ド
、

ク
ラ
ウ
ス
、
ル
ジ
エ
ー
、
フ
ォ
ー
シ
ー
ユ
、
レ
ズ
ロ
ッ
プ
、
レ
ィ
、
シ
ュ
ッ
キ
ン
グ
＝
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ク
、
シ
ュ
ト
ル
プ
、
フ
ラ
イ
シ
ュ
マ
ン
、
リ
ス
ト
、

フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
、
ア
ン
ツ
ィ
ロ
ッ
テ
ィ
、
ク
ン
ツ
、
マ
ク
ネ
ア
ー
、
ロ
ー
レ
ン
ス
、
コ
ー
ベ
ッ
ト
、
ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
な
ど
で
あ
る
。Larnaude, M

.F., 

Société des N
ations, Im

prim
erie N

ationale （1920

）, p.4 . K
raus, H

., Vom
 W

esen des Völkerbundes, D
eutsche Verlagsgesellschaft für Politik und 

G
eschite （1920

）, pp.12-13 . 

（
も
っ
と
も
、
連
盟
の
国
際
法
人
格
へ
の
直
接
の
言
及
は
な
い
） Rougier,A

., La Prem
iè re A

ssem
blé e de la Socié té  des 

N
ations, RG

D
IP. vol.23 , （1921

）, p.200 . Fauchille, P., Traité de D
roit International Public, tom

.1 , Prem
iè re Partie, R

ousseau （1922

）, pp.215-216 . 
R

edslob, R
., Théorie de la Société des N

ations, R
ousseau （1927

）, pp.1-14 . R
ay, J., C

om
m

entaire du Pacte de la Société des N
ations, R

ecueil Sirey 

（1930

）, pp.63-64 . Schücking, W
. &

 W
ehberg, H

., D
ie Satzungdes Völkerbundes, B

and 1 ,3  neubearbeitete und erw
eiterte A

uf.,F. Vahlen （1931

）, 
p.103 . L

iszt, F., Freischm
an 

（ed.

）, D
as V

ölkerrecht, Springer V
erlag 

（1925
）, pp.392-393 . V

erdross, A
., D

ie Verfassung der 
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Völkerrechtsgem
einschaft, Springer Verlag （1926

）, p.111 . Strupp, K
., G

rundzüge des positiven Völkerrechts, 5  A
uf. L. R

öhrscheid Verlag. （1932

）, 
pp.52-53 . K

unz,J., D
ie Staatenverbindungen, W

. K
ohlham

m
er （1929

）, pp.504-505 . O
ppenheim

, L. &
 M

cN
air, A

.D
., International Law, 4 th ed. 

Longm
ans/  G

reen &
 C

o. （1928

）, pp.321-322 . Law
rence, T. J., The Principles of International Law, M

acm
illan （1928

）, pp.77 , 79 .
 

　

ロ
ー
レ
ン
ス
は
、
連
盟
を
「
特
殊
な
国
際
人
格
者
」
で
あ
る
と
し
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
著
作
を
引
用
し
て
、
国
家
連
合
（Staatenbund

）
で
も
連
邦
国

家
（B

undesstaat

）
で
も
な
い
、「
異
例
の
国
際
人
格
者
」（an anom

alous international person

）
で
あ
る
と
し
た
。ibid. O

ppenheim
, L.- Lauterpacht, H

., 

（ed.

）, International Law, vol.1 , Longm
ans （1963

）, p.384 .  

立
作
太
郎
『
連
盟
規
約
論
』（
一
九
三
二
）、
一
六
、
一
八

－

四
一
頁
。

 

　

連
盟
の
国
際
法
人
格
の
否
定
論
者
は
、
ホ
ー
ル
、
マ
コ
ウ
ス
キ
ー
、
フ
ー
バ
ー
な
ど
で
あ
っ
た
。
立
も
連
盟
の
法
人
格
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。H

all, 

W
.E., International Law, 8 th ed. O

xforf U
niversity Press （1924

）, p.32 . M
akow

ski, L., La Situation Juridique du Territoire de la V
ille Libre, 

RG
D

IP. vol.30 , （1923

）, p.216 . H
uber, M

., D
ie konstruktiven G

rundlagen des Vö lkerbund Vertrages, ZV, vol.12 , （1923

）, pp.11-12 . 

立
、
前
掲
書
、

一
八
頁
。

（
20
） 

O
ppenheim

, RG
D

IP. ibid., pp.239-240 .　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
、
連
盟
の
国
際
法
人
格
の
存
在
を
国
際
法
上
の
権
利
や
義
務
と
と
も
に
、
国
際
法
上

の
行
為
能
力
と
も
絡
め
て
認
め
た
の
で
あ
り
、
正
し
い
判
断
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
コ
ー
ベ
ッ
ト
は
、
連
盟
の
国
際
法
人
格
を
認
め
つ
つ
、
連

盟
が
も
つ
と
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
権
限
に
つ
い
て
個
別
に
吟
味
し
て
、
連
盟
は
厳
密
に
は
こ
れ
ら
の
権
限
を
も
っ
て
い
な
い
と
主
張
し
た
。C

orbett, op.cit. 

supra, note

（18

）. 

な
お
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
見
解
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」
の
際
に
国
際
司
法
裁
判
所
に
提
出
し
た
、
国
連
の

国
際
法
人
格
の
存
在
を
詳
細
に
論
じ
た
陳
述
書
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
陳
述
書
は
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
論
文
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
彼
の
そ
の
後
の

著
作
に
お
け
る
連
盟
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
記
述
の
原
典
と
み
ら
れ
る
。W

ritten Statem
ent Presented by the G

overnm
ent of the U

nited K
ingdom

 

under A
rticle 66  of the Statute of the C

ourt and the O
rder of the C

ourt dated 11 th D
ecem

ber 1948 , M
em

oires, Plaidoireis et D
ocum

ents,Ré paration 
des D

om
m

ages suibs au Service des N
ations U

nies, Avis C
onsultatif du 11  Avril 1949 , note 3 , IC

J.Report, 1949 , op.cit.supra, N
ote （3

）, pp.26-28 .

（
21
） 

W
illiam

s, J.F., The Legal Character of the Bank for International Settlem
ent, Am

erican Journal of International Law （Am
.JIL

）, vol.24 , （1930

）, 
p.418 , note 13 .

（
22
） 

一
九
二
一
年
の
暫
定
協
定
は
、
ス
イ
ス
の
モ
タ
（G

.M
otta

）
連
邦
政
治
局
長
と
連
盟
の
ド
ラ
モ
ン
ド
（E.  D

rum
m

ond,  Sir

）
初
代
事
務
総
長
の
間

で
同
年
七
月
一
九
日
と
一
〇
月
二
四
日
の
交
換
書
簡
で
結
ば
れ
た
。
事
務
総
長
は
、
ス
イ
ス
政
府
が
書
簡
で
提
案
し
た
連
盟
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
規
定
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を
時
期
尚
早
で
あ
り
、
さ
ら
に
検
討
し
た
い
と
回
答
し
て
い
た
。
一
九
二
六
年
の
暫
定
協
定
は
、
同
年
九
月
二
〇
日
に
覚
書
（N

ote

）
の
形
で
連
盟
理
事
会

に
提
出
し
て
承
認
さ
れ
た
。H

ill, M
., Im

m
unities and Privileges of International O

fficials: the Experience of the League of N
ations, C

arnegie 

Endow
m

ent for International Peace （1947

）, pp.126 , 129 , 134 , 137-138 . League of N
ations O

fficial Journal （LN
O

J

）, 7 th Year, N
o.7 , 1926 , 

pp.1407 , 1422-1424 .

（
23
） 

一
九
二
七
年
一
二
月
一
二
日
に
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
（PC

IJ

）
は
、「
ダ
ニ
ュ
ー
ヴ
河
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会
の
管
轄
権
」
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
に

お
い
て
、
同
委
員
会
の
任
務
と
権
限
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

 

　
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会
は
、
国
家
で
は
な
く
、
特
別
な
目
的
を
も
つ
国
際
組
織 （international institution

）
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
目
的
に
関
し
て
確
定
規

程
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
任
務
だ
け
を
も
つ
。
し
か
し
、
規
程
が
制
約
を
課
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の
任
務
を
完
全
に
遂
行
す
る
た
め
の
権
限
を

も
っ
て
い
る
。」Jurisdiction of the European C

om
m

ission of the D
anube, A

dvisory O
pinion, 1927 , PC

IJ.Ser.B, N
o.14 ,p.64 . 

ア
ン
ツ
ィ
ロ
ッ
テ
ィ
が

一
九
二
九
年
に
国
家
だ
け
を
国
際
法
の
主
体
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
の
誤
り
を
指
摘
す
る
に
い
た
っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
一
又
訳
『
国
際
法
の
基
礎
理
論
』
前
掲
書
、
一
六
七

－

一
七
二
頁
。

（
24
） 

サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
で
ベ
ル
ギ
ー
の
代
表
は
、
国
連
の
国
際
的
地
位
に
つ
い
て
、
憲
章
で
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
修
正
案
を
第
四
委
員
会
第

二
小
委
員
会
に
提
出
し
た
。「
憲
章
の
当
事
国
は
、
設
立
中
の
機
構
が
国
際
的
地
位
に
関
わ
る
権
利
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
地
位
を
も
つ
こ
と
承
認
す

る
。」
し
か
し
、
修
正
案
を
審
議
し
た
委
員
会
は
、
国
連
の
国
際
的
地
位
を
憲
章
で
定
め
る
こ
と
を
不
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
委
員
会
は
、
憲
章
規
定

の
全
体
か
ら
み
て
暗
黙
裡
に
決
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
た
。U

nited N
ations C

onference on International O
rganization （U

N
C

IO

）, D
oc.803 , 

IV
/2/ A

/7 , .817 . U
N

C
IO

. D
oc.Vol.13 .D

ocs.873 , IV
/2/37⑵

, ibid., pp.654-655 . D
oc.933 , IV

/2/ A
/42⑵

, ibid., p.710 . U
N

C
IO

. D
oc.1153 , 

IV/12/⒧
, ibid., p.104 . 

結
局
、
会
議
で
は
、
国
連
の
加
盟
国
の
国
内
に
お
け
る
地
位
に
関
す
る
第
一
〇
四
条
と
第
一
〇
五
条
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

 

　

こ
の
事
情
を
会
議
に
出
席
し
た
ア
メ
リ
カ
代
表
団
の
団
長
ス
テ
テ
ィ
ニ
ア
ス
（E. Stettinius,  Jr.

）
国
務
長
官
が
作
成
し
た
『
国
際
連
合
憲
章
：
サ
ン
・

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
の
成
果
に
関
す
る
大
統
領
へ
の
報
告
書
』
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　

 「
こ
の
条
文
（
憲
章
第
一
〇
五
条

－

筆
者
注
）
は
、
こ
の
機
構
の
『
国
際
的
人
格
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
扱
っ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
委
員

会
は
、
国
際
連
合
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
超
国
家
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
意
味
合
い
を
避
け
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
国
際
的
人
格
に
関
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す
る
そ
の
他
の
い
か
な
る
問
題
も
憲
章
で
述
べ
ら
れ
る
必
要
は
な
い
。
実
行
が
必
要
と
す
る
限
度
の
適
当
な
規
則
の
発
達
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。」U

S. 

State D
epartm

ent, C
harter of the U

nited N
ations, Report to the President on the Results of the San Francisco C

onference by the C
hairm

an of the 

U
nited States D

elegation, the Secretary of State, （1945

）, pp.157-158 .

（
25
） 
一
九
四
八
年
五
月
一
四
日
に
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ユ
ダ
ヤ
人
勢
力
が
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
の
成
立
を
宣
言
し
、
こ
れ
に
反
発
し
た
ア
ラ
ブ
諸
国
が
武
力
介
入

し
て
、
第
一
次
中
東
戦
争
に
な
っ
た
。
国
連
は
、
苦
心
し
て
停
戦
を
も
た
ら
し
、
パ
レ
ス
チ
ナ
休
戦
監
視
機
構
（U

N
TSO

）
を
設
立
し
た
。
ベ
ル
ナ
ド
ッ

テ
伯
爵
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
王
室
に
近
い
、
同
国
の
赤
十
字
社
の
副
総
裁
で
あ
っ
た
が
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
元
外
務
大
臣
で
あ
っ
た
リ
ー
（T. H

. Lie

）
初

代
事
務
総
長
の
要
請
と
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
の
決
定
を
経
て
、
国
連
調
停
官
（U

N  M
ediator on Palestine

）
に
就
任
し
て
い
た
。
伯
爵
は
、

パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア
ラ
ブ
人
た
ち
の
立
場
に
同
情
的
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、
暗
殺
の
前
日
に
、
ア
ラ
ブ
人
避
難
民
の
パ
レ
ス
チ
ナ
帰
還
と
一
九
四
七
年
一
一
月

二
九
日
に
国
連
総
会
が
採
択
し
た
パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
決
議
（
パ
レ
ス
チ
ナ
を
ア
ラ
ブ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
地
区
に
分
割
し
、
エ
ル
サ
レ
ム
を
国
際
化
し
て
国
連

の
管
理
の
も
と
に
置
く
と
す
る
も
の
で
、
表
決
結
果
は
、
賛
成
33
、
反
対
13
、
棄
権
10
で
あ
っ
た
）
を
若
干
ア
ラ
ブ
人
に
有
利
に
手
直
し
す
る
よ
う
勧
告
す

る
報
告
書
を
作
成
し
て
い
た
。
な
お
、
同
地
で
は
、
こ
の
事
件
ま
で
に
す
で
に
六
名
の
国
連
要
員
が
殺
害
さ
れ
て
い
た
。Exposé  du D

r. Ivan K
erno, 

Ré paration des D
om

m
ages subis au Service des N

ations U
nies, A

nnexes aux Procé s- Verbaux, A
nnexes to the M

inutes, Sé ance publique du 7  m
ars 

1949 , C
our Internationale de Justice, M

em
oires, Plaidoiries et D

ocum
ents, pp.53-54 . W

right, Q
.,R

esponsibility for Injuries to U
nited N

ations 

O
fficials, Editorial C

om
m

ent, AJIL. vol.43 , （1949
）, p.97 . 

暗
殺
事
件
の
詳
細
は
、
以
下
を
参
照
。U

nited N
ations, Bulletin, vol.5 , N

o.7 , O
ctober 1 , 

1948 , pp.756-761 . 
 

　

調
停
官
暗
殺
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
同
日
、
パ
リ
で
開
催
さ
れ
て
い
た
安
全
保
障
理
事
会
に
伝
え
ら
れ
た
。
理
事
会
は
、
翌
一
八
日
の
第
三
五
八
回
会
合
で
、

「
テ
ロ
リ
ス
ト
の
犯
罪
集
団
の
卑
劣
な
行
為
に
よ
る
調
停
官
の
悲
劇
的
な
死
に
深
い
衝
撃
を
受
け
た
」
と
し
て
、
事
務
総
長
に
対
し
て
国
連
旗
を
三
日
間
半

旗
に
し
、
必
要
な
経
費
を
国
連
の
運
転
基
金
で
賄
う
こ
と
を
要
請
す
る
決
議
五
七
（
一
九
四
八
）
を
全
会
一
致
で
採
択
し
た
。U

N
. O

ff. Rec. Resolutions 

and D
ecisions of the Security C

ouncil 1948 , 3 rd Year, p.25 .

（
26
） 

総
会
が
裁
判
所
に
勧
告
的
意
見
を
要
請
し
た
問
題
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

 

　

 「
Ⅰ
．
国
連
の
職
員
（agent

）
が
職
務
を
遂
行
中
に
、
国
家
責
任
を
伴
う
よ
う
な
状
況
の
下
で
損
害
を
被
っ
た 

場
合
に
、
国
連
は
、
一
機
構
と
し
て
、
責

任
を
負
う
べ
き
法
律
上
ま
た
は
事
実
上
の
政
府
に
対
し
て
、
⒜
国
際
連
合
に
、
⒝
犠
牲
者
ま
た
は
犠
牲
者
を
通
じ
て
権
限
を
も
つ
者
に
も
た
ら
さ
れ
た
損
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害
に
つ
い
て
正
当
な
賠
償
を
得
る
た
め
に
、
国
際
的
請
求
を
行
う
能
力
を
も
つ
か
。

 
　

  
Ⅱ
．
第
一
点
の
⒝
に
つ
い
て
肯
定
的
な
回
答
が
で
た
場
合
に
、
国
連
の
行
為
は
、
犠
牲
者
が
国
民
で
あ
る
国
家
の
も
つ
権
利
と
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
れ

る
べ
き
か
。」

 

　

A/ R
ES/258

（III

）, A/ PV.169 .03  D
ecem

ber 1948 . R
eparation for Injuries Suffered in the Service of the U

nited N
ations, A

dvisory O
pinion, A

pril 

11 th, 1949 , IC
J. Reports 1949 , op.cit.supra, note （3

）, pp.2-219 .175 .

（
27
） 

IC
J. Reports 1949 , Ibid., pp.174-188 . 

裁
判
所
は
、
国
連
総
会
が
勧
告
的
意
見
を
求
め
た
本
件
の
問
題
を
最
終
的
に
以
下
の
よ
う
に
再
構
成
し
て
判

断
し
た
。

 

　

問
題
Ｉ
⒜
：
⒤ 

国
連
の
職
員
が
任
務
遂
行
中
に
加
盟
国
の
責
任
を
伴
う
状
況
で
危
害
を
受
け
た
場
合
に
、
国
連
は
、
一
機
構
と
し
て
（
以
下
で
は
省
略
）

国
連
に
生
じ
た
損
害
に
関
し
て
賠
償
を
得
る
目
的
で
、
事
実
上
ま
た
は
法
律
上
の
政
府
に
対
す
る
国
際
請
求
を
提
起
す
る
能
力
を
も
つ
（
全
員
一
致
）。

ⅱ 

国
連
の
職
員
が
職
務
遂
行
中
に
加
盟
国
で
な
い
国
の
責
任
を
伴
う
状
況
で
危
害
を
受
け
た
場
合
に
、
国
連
は
、
国
連
に
生
じ
た
損
害
に
関
し
て
賠
償
を

得
る
目
的
で
、
事
実
上
ま
た
は
法
律
上
の
政
府
に
対
す
る
国
際
請
求
を
提
起
す
る
能
力
を
も
つ
（
全
員
一
致
）。

 

　

問
題
Ｉ
⒝
：
⒤ 

国
連
の
職
員
が
任
務
遂
行
中
に
加
盟
国
の
責
任
を
伴
う
状
況
で
危
害
を
受
け
た
場
合
、
国
連
は
、
犠
牲
者
ま
た
は
彼
を
通
じ
て
権
利
を

も
つ
者
に
生
じ
た
損
害
に
関
し
て
賠
償
を
得
る
目
的
で
、
事
実
上
ま
た
は
法
律
上
の
政
府
に
対
す
る
国
際
請
求
を
提
起
す
る
能
力
を
も
つ
（
11
対
4
）。

ⅱ 

国
連
の
職
員
が
任
務
遂
行
中
に
非
加
盟
国
の
責
任
を
伴
う
状
況
で
危
害
を
受
け
た
場
合
、
国
連
は
、
犠
牲
者
ま
た
は
彼
を
通
じ
て
権
利
を
も
つ
者
に
生

じ
た
損
害
に
関
し
て
賠
償
を
得
る
目
的
で
、
事
実
上
ま
た
は
法
律
上
の
政
府
に
対
す
る
国
際
請
求
を
提
起
す
る
能
力
を
も
つ
（
11
対
4
）。

 

　

問
題
Ⅱ
：
国
連
は
、
そ
の
職
員
が
被
っ
た
損
害
の
た
め
の
賠
償
請
求
を
提
起
す
る
場
合
、
自
ら
に
対
す
る
義
務
の
違
反
の
み
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
規
則
の
順
守
は
、
通
常
、
国
連
の
行
為
と
職
員
の
国
籍
国
の
権
利
の
抵
触
を
防
止
し
、
請
求
の
調
和
を
も
た
ら
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
調
和
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
な
場
合
に
当
て
は
ま
る
考
慮
及
び
国
連
が
個
々
の
国
と
の
間
で
、
一
般
的
ま
た
は
各
場
合
に
行
う
合
意
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
10
対
4
）。ibid., pp.187-188 .

（
28
） 
Ibid., p.178 . 

裁
判
所
は
、
本
件
に
お
け
る
国
連
の
「
国
際
請
求
を
提
起
す
る
権
能
」
を
請
求
の
確
定
、
提
示
及
び
解
決
の
た
め
に
国
際
法
で
認
め
ら

れ
た
通
常
の
方
法
に
訴
え
る
能
力
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
方
法
と
し
て
、「
国
際
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
請
求
の
確
定
、
提
出
及
び
解
決
の
た

め
に
国
際
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
通
常
の
方
法
で
あ
る
抗
議
、
調
査
の
要
請
、
交
渉
、
合
意
に
基
づ
く
仲
裁
裁
判
ま
た
は
（
当
裁
判
所
）
へ
の
付
託
」
を
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あ
げ
た
。ibid., p.177 . 

つ
ま
り
、
国
際
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
能
力
に
限
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
請
求
権
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
あ
る
が
、

権
利
を
実
現
す
る
た
め
に
行
う
請
求
は
、
権
利
と
一
体
の
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
侵
害
さ
れ
た
権
利
の
回
復
の
た
め
の
国
際
訴
訟
を
提
起

す
る
こ
と
を
中
心
と
す
る
国
際
請
求
を
行
う
能
力
は
、
国
際
法
上
の
行
為
能
力
に
属
す
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。M

ugerw
a, op.cit. supra, note （2

）, 
p.257 .

 

　

国
連
に
国
際
請
求
を
提
起
す
る
能
力
が
な
け
れ
ば
、
国
連
が
加
盟
国
の
国
際
義
務
違
反
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
損
害
賠
償

を
受
け
得
る
の
か
判
断
で
き
な
い
と
い
う
裁
判
所
の
見
解
は
、
一
般
論
と
し
て
は
容
認
で
き
る
。
請
求
権
は
、
本
来
、
権
利
を
侵
害
さ
れ
て
損
害
を
被
っ
た

権
利
主
体
を
保
護
す
る
た
め
に
あ
り
、
権
利
主
体
の
権
利
と
こ
の
権
利
の
侵
害
か
ら
生
じ
た
損
害
に
対
す
る
請
求
権
は
、
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
請
求
権

の
裏
付
け
の
な
い
権
利
は
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
権
利
主
体
、
す
な
わ
ち
法
人
格
者
は
、
侵
害
さ
れ
た
権
利
に
関
し

て
当
然
に
損
害
賠
償
請
求
権
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
損
害
賠
償
の
直
接
的
請
求
か
ら
訴
訟
提
起
ま
で
の
請
求
権
を
具
体
的
に
行
使
す
る
能
力

は
、
権
利
能
力
の
範
囲
を
超
え
て
行
為
能
力
に
属
す
る
。
我
妻
栄
、
兼
子
一
「
請
求
」、
勝
本
正
晃
「
損
害
賠
償
請
求
権
」、
末
広
・
田
中
編
、
前
掲
『
法
律

学
辞
典
』
第
三
巻
（
一
九
三
六
）、
一
四
八
五

－
一
四
八
七
、
一
七
五
五

－

一
七
八
五
頁
。

（
29
） 

Ibid. 

裁
判
所
は
、
こ
れ
は
疑
い
も
な
く
理
論
的
な
意
見
で
あ
り
、
時
に
は
論
争
を
生
じ
さ
せ
た
が
、
国
連
が
法
人
格
を
も
つ
こ
と
が
容
認
さ
れ
れ

ば
、
国
連
が
加
盟
国
の
負
っ
て
い
る
義
務
を
利
用
で
き
る
実
体
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
た
。
裁
判
所
は
、
こ
の
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
国
連
の
「
国

際
的
人
格
」（interanational personality, personnalité  internatinale

）
と
表
現
し
、「
国
際
法
人
格
」（international legal personality, personnalité  

juridique intenatinle

）
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
な
い
が
、
そ
の
趣
旨
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
勧
告
的
意
見
を
引
用
す
る
場
合
以
外
は

「
国
際
法
人
格
」
と
記
す
こ
と
に
す
る
。

（
30
） 

Ibid. 

裁
判
所
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
ま
ず
、
い
ず
れ
の
法
制
度
に
お
い
て
も
法
主
体
の
性
質
や
そ
の
権
利
の
範
囲
は
、
同
じ
も
の
で
は
な
く
、
法

主
体
の
性
質
は
、
社
会
の
必
要
性
に
依
存
す
る
と
し
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
国
連
の
任
務
や
加
盟
国
と
機
構
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
憲
章
は
、
こ
の
機
構
を
た
ん
な
る
「
共
通
の
目
的
の
達
成
に
あ
た
っ
て
諸
国
の
行
動
を
調
和
す
る
た
め
の
中
心
」
と
す
る
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
い

く
つ
か
の
機
関
を
備
え
さ
せ
、
特
別
な
任
務
を
与
え
て
い
る
。
加
盟
国
と
機
構
の
関
係
を
定
め
、
加
盟
国
に
機
構
の
活
動
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
援
助
を
与

え
、
安
全
保
障
理
事
会
の
決
定
を
履
行
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
（
第
二
条
五
項
）。
総
会
に
は
加
盟
国
に
勧
告
す
る
権
限
を
与
え
、
機
構
に
は
加
盟
国
の
領

域
に
お
け
る
法
的
能
力
と
特
権
や
免
除
を
与
え
て
い
る
。
加
盟
国
と
機
構
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
。
実
行
、
と
く
に
機
構
が
当
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事
者
で
あ
る
条
約
の
締
結
は
、
機
構
が
加
盟
国
と
は
違
う
立
場
に
立
ち
、
加
盟
国
に
義
務
を
想
起
さ
せ
る
任
務
を
負
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
機
構
は
、
政
治
的

団
体
、
重
要
な
性
質
の
任
務
を
負
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
任
務
は
、
国
際
平
和
と
安
全
を
維
持
す
る
こ
と
、
諸
国
間
の
友
好
関
係
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
、
経

済
的
、
社
会
的
、
文
化
的
ま
た
は
人
道
的
な
問
題
の
解
決
の
た
め
の
国
際
協
力
を
達
成
す
る
こ
と
な
ど
幅
広
い
も
の
で
あ
る
（
第
一
条
）。ibid., pp.178-

179 .

（
31
） 

Ibid., p.178 .

（
32
） 

Ibid., p.179 .

（
33
） 

Ibid. 

裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
加
盟
国
は
、
国
連
に
一
定
の
任
務
を
付
随
す
る
義
務
や
責
任
と
と
も
に
委
ね
て
、
こ
れ
ら
の
任
務
を
効
果
的
に
遂
行
す
る

の
に
必
要
な
権
能
を
与
え
て
い
た
。

（
34
） 

Ibid.

（
35
） 

Ibid.

（
36
） 

Ibid., pp.179-180 . 

裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
に
、
国
連
が
職
員
の
職
務
遂
行
中
に
受
け
た
危
害
に
関
し
て
、
国
連
自
身
が
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
、
賠

償
を
請
求
で
き
る
こ
と
も
明
確
に
認
め
た
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
国
連
が
自
己
に
対
す
る
加
盟
国
の
義
務
違
反
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
、
国
際
請

求
を
行
う
能
力
を
持
つ
こ
と
に
は
、
疑
問
の
余
地
は
な
か
っ
た
。
こ
の
損
害
は
、
国
連
自
身
の
利
益
、
行
政
的
組
織
、
財
産
や
資
産
、
擁
護
者
で
あ
る
利
益

に
対
す
る
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
べ
き
加
盟
国
に
対
し
て
国
際
的
請
求
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

（
37
） 

Ibid., p.185 . 

裁
判
所
は
、
国
際
連
合
の
国
際
法
人
格
が
非
加
盟
国
に
対
し
て
も
主
張
で
き
る
よ
う
な
「
客
観
的
国
際
人
格
」
で
あ
り
、
国
際
社
会
の

大
多
数
を
構
成
す
る
多
数
の
国
家
（
50
ヵ
国
）
が
、「
国
際
法
に
従
っ
て
」
こ
の
よ
う
な
客
観
的
国
際
法
人
格
を
も
つ
組
織
を
創
設
す
る
権
限
を
も
っ
て
い

た
と
し
た
。
し
か
し
、
諸
国
の
そ
の
よ
う
な
権
限
が
ど
の
よ
う
な
国
際
法
の
規
則
に
基
づ
く
の
か
は
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
。
な
お
、
裁
判
所
は
、
国
連
の

国
際
法
人
格
が
機
構
を
設
立
し
た
諸
国
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
連
創
設
国
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
他
方

で
、
国
連
の
客
観
的
国
際
法
人
格
に
関
し
て
は
、
非
加
盟
国
の
意
思
を
無
視
し
た
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
裁
判
所
の
説
明
は
、
国
際
法
の
解
釈
論
と
い
う
よ

り
、
む
し
ろ
立
法
論
で
あ
り
、
ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
裁
判
所
に
よ
る
立
法
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。Lauterpacht, H

., The 

D
evelopm

ent of International Law
 by International C

ourt, Stevens &
 Sons （1958

）, pp.45 ,177 . 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
裁
判
所
の
意
見
は
、
論
理
的
に

一
貫
せ
ず
、
説
得
力
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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（
38
） 

Ibid., pp.181-184 .
（
39
） 

Ibid., p.184 .
（
40
） 

Ibid. 

し
か
し
、
ハ
ッ
ク
ワ
ー
ス
（G

.H
.  H

ackw
orth

）
裁
判
官
は
、
反
対
意
見
で
国
連
が
職
員
の
被
っ
た
損
害
に
関
し
て
請
求
を
行
う
黙
示
的
な
権

限
を
も
つ
こ
と
を
否
定
し
た
。
そ
し
て
、
個
人
的
な
請
求
を
後
援
す
る
権
限
が
「
必
然
的
な
含
意
」
と
し
て
国
連
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
裁
判
所
の
結

論
は
、（
国
際
）
裁
判
所
が
定
め
て
い
る
規
則
で
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
主
張
し
た
。
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
加
盟
国
が
国
連
に
与
え
た
権
限
は
、
憲
章
か
加

盟
国
が
締
結
し
た
補
足
的
協
定
で
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
権
限
は､

暗
黙
に
は
含
ま
れ
な
か
っ
た｡

黙
示
的
権
限
は
、
明
示
的
権
限
か
ら

生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
権
限
の
行
使
に
必
要
な
も
の
に
限
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
必
要
性
は
、
示
さ
れ
て
い
か
っ
た
。D

issenting O
pinion by 

Judge H
ackw

orth, ibid., pp.197-198 .

（
41
） 

Ibid., pp.184 , 185-186 , 188 .





大
阪
学
院
大
学
法
学
会
会
則

第
一
条 

本
会
は
大
阪
学
院
大
学
法
学
会
と
称
す
る
。

第
二
条 

本
会
の
事
務
所
は
大
阪
学
院
大
学
図
書
館
内
に
お
く
。

第
三
条 
本
会
は
本
学
の
設
立
の
趣
旨
に
も
と
づ
い
て
、
法
学
ま

た
は
政
治
学
に
関
す
る
研
究
発
表
を
通
じ
、
学
問
の
進
展
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
四
条 

本
会
は
次
の
事
業
を
行
う
。

 

一
、 

機
関
誌
「
大
阪
学
院
大
学
法
学
研
究
」
の
発
行

 

二
、 

研
究
会
、
講
演
会
お
よ
び
討
論
会
の
開
催

 

三
、 

そ
の
他
本
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

第
五
条 

本
会
の
会
員
は
次
の
通
り
と
す
る
。

一
、 

大
阪
学
院
大
学
・
大
阪
学
院
大
学
短
期
大
学
部
の
専
任

教
員
で
法
学
ま
た
は
政
治
学
を
専
攻
す
る
者

 

二
、 

本
会
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
役
員
会
の
承
認
を
得
た
者

第
六
条 

会
員
は
本
会
の
機
関
誌
そ
の
他
の
刊
行
物
の
配
布
を
う

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条 

本
会
に
は
次
の
役
員
を
お
く
。
任
期
は
二
年
と
し
、
再

選
を
さ
ま
た
げ
な
い
。

 

一
、 

会

長　

一
名

 

二
、 

副
会
長　

一
名

 

三
、
庶
務
委
員　

二
名

 

四
、
編
集
委
員　

三
名

第
八
条 

会
長
は
会
員
の
中
か
ら
選
出
し
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

 

副
会
長
は
会
長
が
会
員
の
中
か
ら
委
嘱
す
る
。

 

委
員
は
会
員
の
互
選
に
も
と
づ
い
て
会
長
が
委
嘱
す
る
。

第
九
条 

会
長
は
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
統
轄
す
る
。

 

　

副
会
長
は
会
長
を
補
佐
す
る
。
役
員
は
役
員
会
を
構
成

し
、
本
会
の
企
画
・
運
営
に
あ
た
る
。

第
十
条 

会
長
は
役
員
会
を
招
集
し
て
、
そ
の
議
長
と
な
る
。

第
十
一
条 

会
長
は
会
務
執
行
に
必
要
な
と
き
、
会
員
の
中
か
ら

実
行
委
員
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
十
二
条 

総
会
は
年
一
回
こ
れ
を
開
く
。
た
だ
し
、
必
要
あ
る

と
き
は
会
長
が
臨
時
に
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条 

本
会
の
経
費
は
大
阪
学
院
大
学
か
ら
の
交
付
金
の
ほ

か
に
、
有
志
か
ら
の
寄
付
金
、
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
あ

て
る
。

第
十
四
条 

各
学
会
の
相
互
の
連
絡
調
整
を
は
か
る
た
め
「
大
阪

学
院
大
学
学
会
連
合
」
を
お
く
。

 

　

本
連
合
に
関
す
る
規
程
は
別
に
定
め
る
。

第
十
五
条 

会
計
は
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
一

日
に
終
る
。

第
十
六
条 
本
会
会
則
の
改
正
は
総
会
の
議
を
経
て
総
長
の
承
認

を
う
る
も
の
と
す
る
。



大
阪
学
院
大
学
法
学
研
究
投
稿
規
程

一
、 

投
稿
論
文
は
そ
の
内
容
が
法
学
・
政
治
学
に
属
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、 

投
稿
資
格
者
は
、
原
則
と
し
て
本
学
法
学
会
の
会
員
に
限

る
。
た
だ
し
、
助
手
が
投
稿
す
る
場
合
は
、
指
導
教
員
の
推

薦
を
必
要
と
す
る
。

三
、 

会
員
外
の
投
稿
は
役
員
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
。

四
、 

原
稿
は
次
の
よ
う
に
区
分
し
、
こ
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
編

集
す
る
。
論
説
、
研
究
ノ
ー
ト
、
判
例
研
究
、
資
料
、
学
内

消
息
な
ど
。

五
、 

原
稿
は
未
発
表
の
も
の
に
限
り
、
枚
数
は
原
則
と
し
て
二
〇

〇
字
詰
八
〇
枚
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

 

こ
れ
以
上
の
枚
数
に
つ
い
て
は
、
編
集
委
員
会
で
検
討
の
上

で
分
割
掲
載
す
る
こ
と
が
あ
る
。
な
お
、
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ

サ
ー
等
に
よ
る
原
稿
の
取
り
扱
い
も
こ
れ
に
準
じ
る
も
の
と

す
る
。

六
、 

原
稿
の
提
出
先
は
、
編
集
委
員
と
す
る
。
な
お
、
本
学
指
定
の

原
稿
用
紙
及
び
原
稿
提
出
票
は
図
書
館
課
で
配
付
す
る
。

七
、 

発
行
は
原
則
と
し
て
、
前
期
・
後
期
の
二
回
と
し
、
年
間
総

ペ
ー
ジ
数
を
原
則
と
し
て
三
〇
〇
ペ
ー
ジ
と
す
る
。

八
、 

抜
刷
は
四
〇
部
を
限
り
無
料
進
呈
し
、
特
に
本
人
の
希
望
の

あ
る
場
合
は
編
集
委
員
会
で
検
討
の
う
え
、
有
料
で
二
〇
〇

部
ま
で
配
布
す
る
こ
と
が
あ
る
。

九
、 

投
稿
さ
れ
掲
載
さ
れ
た
成
果
物
の
著
作
権
は
、
著
作
者
が
保

持
す
る
。

 

な
お
、
出
版
権
、
頒
布
権
は
大
学
が
保
持
す
る
た
め
、
論
文

転
載
を
希
望
す
る
場
合
は
、
学
会
宛
に
転
載
許
可
願
を
提
出

願
う
こ
と
と
す
る
。

十
、 

投
稿
さ
れ
た
論
文
の
著
作
者
は
、
当
該
論
文
を
電
子
化
に
よ

り
公
開
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
複
製
権
お
よ
び
公
衆
送
信
権

を
大
学
に
許
諾
し
た
も
の
と
み
な
す
。
大
学
が
、
複
製
権
お

よ
び
公
衆
送
信
権
を
第
三
者
に
委
託
し
た
場
合
も
同
様
と
す

る
。

 
こ
の
規
程
は
、
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

 

以　

上



大
阪
学
院
大
学
法
学
研
究
執
筆
要
領

原
稿
に
つ
い
て

　

一
、 
原
稿
は
確
定
稿
で
あ
る
こ
と
。
校
正
の
段
階
で
ペ
ー
ジ
替

え
と
な
る
よ
う
な
加
筆
を
要
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

　

二
、 

原
稿
用
紙
は
原
則
と
し
て
、
二
〇
〇
字
詰
た
て
書
と
す

る
。
原
稿
は
コ
ピ
ー
で
は
な
い
原
本
を
提
出
し
、
必
ら
ず

原
稿
提
出
票
を
添
え
る
こ
と
。

　

三
、 

欧
文
は
タ
イ
プ
ラ
イ
ト
ま
た
は
活
字
体
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

四
、 

で
き
る
だ
け
現
代
か
な
づ
か
い
と
当
用
漢
字
を
用
い
、
難

字
は
欄
外
に
判
り
易
い
様
に
大
書
す
る
こ
と
。

　

五
、 

印
刷
字
体
そ
の
他
印
刷
上
の
ス
タ
イ
ル
な
ど
の
指
定
は
、

執
筆
者
が
原
稿
に
直
接
朱
筆
す
る
こ
と
。
特
に
数
式
に
つ

い
て
は
留
意
す
る
こ
と
。

図
・
表
に
つ
い
て

　

六
、 

図
と
表
は
原
稿
と
は
別
紙
に
書
い
て
一
枚
ご
と
に
番
号
と

執
筆
者
名
を
記
入
し
、
本
文
中
に
挿
入
箇
所
を
指
示
す
る

こ
と
。
ま
た
図
の
説
明
文
は
、
別
紙
に
ま
と
め
る
こ

と
。

　

七
、 

自
分
で
ス
ミ
入
れ
し
て
完
成
さ
せ
た
原
図
や
写
真
の
場
合

は
、
厚
手
の
台
紙
に
は
り
つ
け
て
希
望
の
縮
尺
を
記
入
す

る
こ
と
。

校
正
に
つ
い
て

　

八
、 

執
筆
者
校
正
は
三
校
ま
で
と
し
、
朱
筆
で
記
入
す
る
こ

と
。
三
校
以
前
で
も
校
正
の
必
要
が
な
く
な
れ
ば
、
校
了

ま
た
は
責
了
と
す
る
こ
と
。

　

九
、 

次
の
場
合
は
、
必
要
経
費
の
一
部
が
執
筆
者
負
担
と
な
る

こ
と
が
あ
る
の
で
と
く
に
注
意
さ
れ
た
い
。

　
　
　

ア
． 

校
正
の
際
に
内
容
に
大
き
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
は

認
め
ら
れ
な
い
が
、
や
む
を
え
ず
行
な
っ
て
高
い
組

換
料
が
生
じ
た
場
合
。

　
　
　

イ
． 

特
殊
な
印
刷
な
ど
に
よ
っ
て
通
常
の
印
刷
費
を
ひ
ど

く
上
ま
わ
る
場
合
。

 

以　

上



学
　
内
　
記
　
事

○
平
成
二
七
年
度
法
学
会
総
会
（
平
成
二
八
年
二
月
二
六
日
）

　

議
題　

諸
報
告

法
学
会
役
員
名
簿
（
平
成
二
七
年
度
）

会

長　

有　

澤　

知　

子

副
会
長　

繁

田

泰

宏

編
集
委
員　

梶　
　
　

哲　

教

編
集
委
員　

林　
　
　

邦　

彦

編
集
委
員　

和　

田　

進　

士

庶
務
委
員　

大
久
保　

卓　

治

庶
務
委
員　

田　

村　

真　

弓



執
筆
者
紹
介
（
掲
載
順
）

　
　

片　

山　

信　

弘 
法　

学　

部　
　
　
　

教　

授

　
　

東　
　
　

𣳾　

介 
本

学

名

誉

教

授

　　
印
刷
所

大

枝

印

刷

株

式

会

社

法
学
研
究

第
四
二
巻　

第
二
号

発
行
兼

編
集
者

大
阪
学
院
大
学
法
学
会

代　

表

有
澤
知
子

大
阪
府
吹
田
市
岸
部
南
二
丁
目
注6
番
１
号

郵　

便　

番　

号 

五
六
四
−

八
五
一
一

電　

話　

〇
六
（
六
三
八
一

）
八
四
三
四（
代
）

平
成
二
八
年
三
月
三
一
日　

発
行

大
阪
府
吹
田
市
元
町
2注
番
７
号

郵　

便　

番　

号 

五
六
四
−

〇
〇
三
一

電　

話　

〇
六
（
六
三
八
一

）
三
三
九
五（
代
）
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